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1 事業の背景と目的 

少子高齢化が進行する中、今後もＧＤＰを越えるスピードで増大する医療・介護費用の公

的負担の適正化は喫緊の国家課題となっている。国民医療費のうち医科診療医療費に占める

生活習慣病の割合は全体の１／３を占めており、その要因は若年期からの運動や食事などの

生活様式の変化や健康への無関心にあると言われている。そこで、公的保険外の予防・健康

管理関連の製品・サービスを提供する「健康寿命延伸産業」を創出し新産業を育成するとと

もに、医療費の適正化につなげ、国民の生活の質を向上させる、一石三鳥の実現を目指す。 

「健康寿命延伸産業」の創出に向けた具体的支援策としては、平成２５年１２月より官民

共同の協議体として「次世代ヘルスケア産業協議会」が立ち上がり、需要喚起（企業経営層・

従業員を含む国民各層）及び供給側（各種製品・サービス提供事業者）への支援の両面から

検討が進められてきた。 

経済産業省では、同協議会において策定した「生涯現役社会の構築に向けたアクションプ

ラン２０１７」に基づき、国民が自身の健康を管理・維持し長期にわたり社会へ参加し続け

ることを通じて、誰もが人生を最期まで幸せに生ききることができる「生涯現役社会」を構

築するため、「健康経営」を推進するとともに、健康増進や社会参加を支えるヘルスケア産業

の育成に取り組んでいる。 

需要喚起の観点からは、「健康経営銘柄(健康経営度調査)」の実施やメディアの報道等もあ

り、大企業において健康経営に対する一定の理解が浸透しつつある。また、中小企業等にお

いても、「健康経営優良法人認定制度」や「健康経営アドバイザー」等の施策により、健康経

営に取り組む企業が増えつつある状況にある。また、健康経営の普及に伴い、自治体や金融

機関、保険者、ヘルスケア事業者等が自らの取組として健康経営に関する取組（インセンテ

ィブの構築等）を実施している状況となっている。 

本事業は、健康経営・健康投資の普及推進に係る取組の実施を総合的にサポートし、健康

経営を我が国の「企業文化」として定着させ、健康投資の促進を着実に進めることを目的と

して、実施する。 
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2 実施概要 

2.1 実施内容 

本事業の全体構成は下図の通りである。「（１）平成３０年度健康経営度調査の設計」、「（２）

健康経営度調査事務局及び日本健康会議健康経営優良法人認定事務局の設置及び運営」、「（３）

健康経営銘柄及び健康経営優良法人に対する現地調査」、「（４）健康経営の実践による企業価

値等の向上に関する調査」、「（５）女性特有の健康課題と経営課題から導き出される健康経営

の具体例の調査」、「（６）ソーシャル・インパクト・ボンド（ＳＩＢ）の導入に向けた環境整

備」。「（７）ヘルスケア産業関連団体の設立に向けた検討」に関する調査等事業を実施した。 

 

図表 2-1事業の全体構成 

 

  

実施内容

「健康経営度調査事務局」及び健康経営優良法人認定制度を運営するた
めの「健康経営優良法人認定事務局」を、速やかに設置し、「健康経営を
実践する企業等に対する自治体や地方銀行等のインセンティブ一覧（仮
称）」の見直しや健康経営顕彰制度の普及等を行う。

実施項目

（２）健康経営度調査事務局及び
日本健康会議健康経営優良法
人認定事務局の設置及び運営

（３）健康経営銘柄及び健康経営
優良法人に対する現地調査

健康経営銘柄及び健康経営優良法人に対し、選定若しくは認定を受けた
ことによるメリット等の事例の収集や選定及び認定の手続の改善に資するた
めの現地ヒアリング等を行う。

（４）健康経営の実践による企業
価値等の向上に関する調査

過去の健康経営度調査のデータを用いた健康経営の実践による企業価値
等への影響に関する調査を実施し、取りまとめる。平成30年度

「健康寿命延
伸産業創出推
進事業（健康
経営普及推進
等事業）」

平成３０年度健康経営度調査や健康経営優良法人２０１９の認定基準等
において、女性特有の健康課題に対する取組を明確化するために、認定
基準の改定も視野に入れた制度設計あるいは制度変更の検討・企画を行
う。また、関心を持った企業が取り組みやすくなるよう、優良事例やサービス
事例等を引き続き情報収集するとともに効果的なアウトプットを検討し、企
画・実行する。

（５）女性特有の健康課題と経営
課題から導き出される健康経
営の具体例の調査

平成３０年９月ごろに実施する健康経営度調査及びその調査結果の活用
等についての調査を行う。

（１）平成３０年度健康経営度調査
の設計

（６）ソーシャル・インパクト・ボンド
（ＳＩＢ）の導入に向けた環境整
備

ヘルスケアサービス分野における社会的インパクト評価に活用可能なロジッ
クモデルの構築及び各地域への展開に向けた企画・実行を行う。また、個
別自治体の組成支援（介護予防や認知症予防モデル等）及び行政等にお
けるヘルスケア分野での成果報酬型支払いの導入に係る課題の調査とそ
の解決に向けた施策の企画立案・実行を行う。

（７）ヘルスケア産業関連団体の
設立に向けた検討

「様々な産業界が交流する場」として、産業界においてどのような機会が求
められているのかを把握するため、ヘルスケアに関連する産業界からの
ニーズ、多様な産業界が交流する場において実施すべき活動等について、
調査行う。
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2.2 実施体制 

本事業の実施体制は下図の通りである。 

 

 

 

図表 2-2実施体制図 

 

  

（３）健康経営銘柄及び健康経営優良
法人に対する現地調査

• コンサルタント

• コンサルタント

• マネジャー
• シニアマネジャー

（２）健康経営度調査事務局及び日
本健康会議健康経営優良法人認定
事務局の設置及び運営

総括責任者、ＰＭＯ

プロジェクトリーダー

• プリンシパル
• シニアマネジャー
• マネジャー
• コンサルタント
• コンサルタント

（６）ソーシャル・インパクト・ボンド（ＳＩＢ）の導
入に向けた環境整備

• シニアマネジャー
• 研究員補

（４）健康経営の実践による企業価値
等の向上に関する調査

品質管理者

【外注先３】

【外注先１】

• シニアマネジャー

（１）平成３０年度健康経営度調査の
設計

【再委託先】
日経リサーチ

• コンサルタント
• 研究員補

（５）女性特有の健康課題と経営課題
から導き出される健康経営の具体例の
調査

【外注先２】

• シニアマネジャー

（７）ヘルスケア産業関連団体の設立に向
けた検討

【外注先４】
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3 平成 30年度健康経営度調査の設計 

3.1 事業の背景・目的 

平成 26 年度健康寿命延伸産業創出推進事業「健康企業度調査コンソーシアム」による報告

によれば、企業の健康経営の普及・促進を図るためには「経営者層の意識喚起」が最重要課

題である。経営者への意識喚起において、何を伝えていくか、という点については健康経営

がもたらす経営へのポジティブな効果のみならず、健康経営の手法（健康経営に関する方針、

指針あるいは手順がマニュアル化すること、実施体制を組織構築において整備すること、実

施施策とその結果に関する結果・効果について評価・改善を行うこと等）についても伝えて

いく必要がある。 

平成 26 年度からは健康企業度調査結果を利用して、「健康経営銘柄」の策定を行った。本

施策は東京証券取引所に上場しているすべての企業から、各業種で最も健康経営に優れ、か

つ、業績パフォーマンスもよい企業を「健康経営銘柄」として策定した。各業種から１社ず

つ選定することで健康経営実践企業の幅を広げ、健康経営実施へのインセンティブとしても

機能させた。平成 28年度の第 3回健康経営度調査からは、健康経営優良法人（大規模法人部

門）の認定要件の達成状況を本調査で把握することとなり、前年を上回る回答を得る等、大

企業を中心とした健康経営の認知が確実に広まっている。 

本年度も、健康企業度調査の実施を通じ、昨年度からの健康経営に関する意識変化がどの

ように起こっているか、という実態把握を行うと同時に、「健康経営銘柄」についての策定を

行い、さらなる健康経営実践企業の拡大を目指す。 

また、健康経営度調査データを研究用データとして利活用するための整理や、活用範囲等

の設定が必要である。なお、健康経営度調査回答法人に対しての各年度でデータの利活用許

諾範囲の告知内容が異なる為、個社名を含む形での大学等による学術研究への使用について

は、改めて許諾の確認を行う必要がある。健康経営度調査データを外部が活用できるように

するための許諾再取得を行う。 
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3.2 実施内容 

3.2.1 調査・評価項目の見直し 

昨年度の調査の回答の分布、健康経営に対する企業の取り組み状況の変化、昨年度の基準

検討委員会での議論したものの調査項目への盛り込みを見送った内容、次世代ヘルスケア産

業協議会健康投資ワーキンググループでの議論内容、法律改正の動向を踏まえ調査項目の見

直しを行った。 

別途健康経営基準検討委員会を設置し、委員会にて改訂案等を提示し、委員会での議論結

果を踏まえ、適切に調査項目および評価に反映した。 

基準検討委員会開催日程は、以下の通りである。 

 

＜開催日程と議事次第＞ 

第 1回 平成 30年 6月 14日（木） 書面開催 

・健康経営基準検討委員会の設置趣旨・検討事項について 

・健康経営顕彰制度の見直しの方向性について 

 

第 2回 平成 30年 6月 27日（水）10：00～12：00 経済産業省本館 2 階東 6共用会議室 

・健康経営顕彰制度の見直しの方向性について 

 

第 3回 平成 30年 11月 20日（火）10：00～11：30 経済産業省別館 101-2共用会議室 

・平成 30年度健康経営度調査結果概略 

・今年度健康経営銘柄の選定方針 

・次年度の健康経営度調査の方針 

 

3.2.2 健康経営度調査の実施 

基準検討委員会での委員の意見・指摘内容などをもとに調査項目を作成。「健康経営」に資

する施策等の実施状況などを調査し、企業の実態・意識を把握する事を目的に健康経営度調

査を実施した。 

 

調査方法 

郵送調査（依頼状を送り、調査票は Excel 形式のものをダウンロード） 

 

調査期間 

2018 年 8月 24日～2018年 10月 12 日（調査票投函～最終調査票回収） 

 

調査対象 

国内全上場企業：3,740社（2018年 8月時点、REIT 除く） 

非上場法人は応募制とし、経済産業省の web サイト上で告知し、参加希望がある企業
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の調査回答を受け付ける体制を用意した。 

 

有効回答数 

1800 社（うち上場企業 859 社、回答率 23.0%） 

 

調査項目 

・ 従業員の健康の保持・増進の位置づけ、明文化、社外への発信、目的 

・ 方針や施策結果の社外公表 

・ 従業員の健康の保持・増進の推進を統括する組織の形態、責任者 

・ 統括組織の人員構成（社員、産業医、専門職など） 

・ 健康保持・増進推進の担当者の教育 

・ 課題の把握とその対応 

・ 任意検診の推奨、5大がん検診等の補助 

・ ストレスチェックの実施、相談窓口の設置 

・ 管理職に対しての教育研修の実施状況 

・ 生活習慣病予防の一般社員への教育・研修 

・ 禁煙対策、食事支援、コミュニケーション促進策、運動奨励策 

・ 長時間労働防止策、対応策 

・ 総実労働時間、所定外労働時間、長時間労働者比率、有給休暇取得率・日数 

・ 休職後の職場復帰支援策、復帰後の配慮・支援 

・ 派遣社員の施設等利用の有無、取引先の状況把握 

・ 定期健康診断・精密検査受診率 

・ 健康診断結果（適正体重維持者率、喫煙率など） 

・ 施策に対する効果検証・データ分析 

・ 休職者数、退職者数、在籍中死亡者数 

・ 健保等保険者との連携状況  など 

 

調査における作業内容 

企業への回答依頼 

企業の回答率向上のため、郵送依頼状の到着確認、調査締切前後の督促電話を

実施した。 

回答内容のチェック・疑義照会 

調査票の回答内容について、記入者の記入間違いや設問に対する認識の相違に

より、論理的な矛盾や過大／過小な数量値の記入がある場合があり、それらについ

て、より精確な評価指標を作成するために、電話による疑義照会を行った。 

更に、回答内容のチェックに対して、日経リサーチの社員が 2 次チェックを行

い、必要に応じて再疑義照会を行った。 
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従業員へのメンタルヘルスやがん予防などの健康保持・増進に関する教育の実施状況を聞

いたところ、いずれか実施しているのが 85.4％であった。そのうち、参加者を把握している

割合は 93.8％であった。（図表 3-24） 

メンタルヘルス不調やその他の私傷病に対する職場復帰、就業と治療の両立支援について

聞いたところ、いずれかについて何らかの支援を行っているが 98.2％で、職場復帰では「復

職後の面談・助言などのフォローアップ」（87.9％）、両立支援では「本人状況を踏まえ働き

方の策定」（86.0％）がそれぞれで最も多くなっており、職場復帰・両立支援の施策が多くの

企業で導入されていることが分かった。（図表 3-25） 

 

図表 3-20 従業員の健康保持・増進を行う上での課題（N=1,800） 
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図表 3-40高齢従業員特有の健康課題への施策（N=1,800） 
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図表 3-47 日本総研ホームページ内の参加申し込みサイトトップ画面（一部） 
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開催のチラシは下記の通りである。 

図表 3-48 開催概要のチラシ 

 

3.5.4 開催 

第 1 部では、東京証券取引所と共同で、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略

的に取り組んでいる上場企業から選定した「健康経営銘柄 2019」の発表に加え、資本市場に

対する健康経営の発信等をテーマに、健康経営銘柄企業や投資家を交えたシンポジウムを実

施した。 

第 2部では、中小企業における健康経営の促進をテーマにシンポジウムを実施した。 

当日の様子をいくつか下記に掲載する（図表 3-49、図表 3-50）。 
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図表 3-49 第 1部の様子 

 

プレゼンテーション： 

レオス・キャピタルワークス株式会社 

代表法人への認定証授与： 

社会医療法人財団董仙会 

 

 

事例発表：コニカミノルタ 

株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

パネルディスカッション 
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図表 3-50 第 2部の様子 

 

代表法人への認定証授与： 

アクロクエストテクノロジー株式会社 

代表法人による事例発表： 

アクロクエストテクノロジー株式会社 

 

 

 

自治体による事例発表： 

横浜市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パネルディスカッション 
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3.5.5 アンケート作成・実施 

来場者に向けてアンケートを配布・実施し、第 1 部終了時および第 2 部終了時に回収をし

た。アンケートでは回答者の負担も考慮し、参加目的、プログラムの満足度に絞って調査を

行った（図表 3-51）。なお、第 1部と第 2部でアンケート内容は変えていない。 

図表 3-51 アンケート 
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（４）まとめ 

 健康経営アワード 2019では健康経営に取り組む法人に対する顕彰に加え、パネルディス

カッションや事例発表を通して、第 1 部では投資家等の健康経営のステークホルダーへの

発信や普及について、また第 2 部では中小企業における更なる健康経営の促進に関して考

える場を提供することができた。1部、2部ともに満足度も高く、特に事例紹介やパネルデ

ィスカッションはいずれも 9割以上が「満足」「やや満足」と回答した。今後も健康経営に

取り組む法人に対して、課題の投げかけあるいは好事例の紹介を通して、普及促進を進め

て参りたい。 

一方で、一部来場者ニーズとのミスマッチが起きてしまったことは課題として挙げられ

る。第 1 部では健康経営銘柄選定企業の発表会と健康経営優良法人（大規模法人部門）の

発表会の間に休憩を挟んだこともあり後半の離席がやや目立つ結果となった。また今年度

は健康経営銘柄企業数が 37社に増えたことで発表やフォトセッションに時間を要し、一部

来場者（特に銘柄企業以外の来場者）のニーズにそぐわない結果となった。反面、健康経

営優良法人については大規模法人部門、中小規模法人部門ともに 1 社のみの発表となり、

その他大多数の認定法人の顕彰の場としてはやや物足りなさが感じられた。健康経営銘柄、

健康経営優良法人数が増加する中で、顕彰の場の設計については今後検討が必要である。 
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（４）申請書類の内容確認 

申請期間終了後、中小規模法人部門に関しては、社会保険労務士・中小企業診断士を委員

とした内容確認検討会を開催し、申請書類内容の確認を行った。 

 

（５）健康経営優良法人認定委員会設置・運営 

上記の内容確認検討会後、「健康経営優良法人認定委員会」を設置し、大規模法人部門、中

小規模法人部門ともに健康経営優良法人 2019 の認定を行った。 

認定委員会の委員については、健康経営に関係する有識者等 8名にて構成した。 

 

4.3 健康経営を実践する企業等に対する自治体や地方銀行におけるインセンティブ

ー覧(仮称)の見直し 

4.3.1 事業の背景・目的 

健康経営優良法人認定の認知拡大に伴い、自治体による健康経営顕彰制度、地方銀行によ

る金利優遇等、健康経営を取り巻く各種インセンティブ制度、認定・登録・表彰等の顕彰制

度が各地で導入されている。本事業では、これらの現状を整理し、健康経営普及に際し、効

果的なインセンティブの在り方を検討すると共に各地方の企業、特に中小企業を対象にイン

センティブを紹介することで健康経営の普及促進につなげる。 

平成２９年度に実施した調査では、自治体が与えるインセンティブとしては、顕彰制度、公

共調達加点評価（公共工事・入札審査や総合評価で加点）、資金融資・保証や補助金、求人票

との連携が挙げられる。 

本年度調査では、都道府県・市/特別区といった自治体による健康経営等顕彰制度の実施状況

の把握と、地方銀行を中心とした健康経営実施企業へのインセンティブ等の状況を把握した。 

 

4.3.2 実施事項 

本年度調査では、2つの調査を実施した。 

（１）自治体における健康経営等顕彰制度実施状況の把握 

郵送アンケート調査により、全国の都道府県、市及び特別区、計 862 を対象に健康経営又

は健康づくりに関する顕彰制度の実施状況などを把握した。調査概要は下記の通り。 

なお、本項では、企業の従業員を対象とした健康経営顕彰制度と市民の健康づくりを対象と

した健康づくり顕彰制度の双方を合わせ、健康経営等顕彰制度と称している。 
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具体的な健康経経営等顕彰制度の一覧は下記の通り。 

図表 4-6 健康経営等顕彰制度一覧 ※一部の顕彰制度は掲載していない 

 
 

２）健康経営等顕彰制度の内訳と創設時期 

自治体における健康経営や健康づくりに関する顕彰制度は、直近１～２年に約 50％である

37 制度が創設されている。平成 29年度の創設数は 13制度、平成 30年度の創設数は 24制度

である。特に、平成 30 年度に入ってから 24 の顕彰制度（うち 16 が健康経営を顕彰する制

度）が創設されており、近年の地方自治体による健康経営の普及促進が伺える。  

都道府県 市町村 健康経営等顕彰制度名称

北海道 - 北海道知事表彰「優良がん対策推進企業」

青森県 - 青森県健康経営認定制度

青森県 青森市 あおもり健康づくり実践企業認定制度

青森県 弘前市 「ひろさき健やか企業」認定制度

青森県 むつ市 むつ市すこやかサポート事業所認定事業

秋田県 - 健康づくり推進事業者等表彰

秋田県 大館市 大館市健康づくりチャレンジ事業所認定事業

岩手県 - いわて健康経営事業所認定制度

山形県 - やまがた健康づくり大賞

宮城県 - スマートみやぎ県民会議優良会員制度認定制度

宮城県 -
宮城県健康づくり優良団体表彰制度
～スマートみやぎ県民表彰～

宮城県 仙台市 仙台「四方よし」企業大賞

宮城県 仙台市 仙台すたいるアップ事業所登録

福島県 - ふくしま健康経営優良事業所認定・表彰制度

新潟県 - 元気いきいき健康企業登録事業

新潟県 新潟市 新潟市健康経営認定制度

群馬県 前橋市 まえばしウエルネス

栃木県 宇都宮市 宇都宮市健康づくり事業者表彰

茨城県 - いばらき健康経営推進事業所

埼玉県 - 埼玉県健康経営認定制度

埼玉県 さいたま市 さいたま市健康経営企業認定制度

埼玉県 飯能市 飯能市健康づくり宣言

千葉県 千葉市 千葉市健康づくり推進事業所

東京都 豊島区 豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度

東京都 杉並区 杉並区健康づくり表彰

神奈川県 - CHO構想推進事業所登録

神奈川県 横浜市 横浜健康経営認証制度

神奈川県 大和市 大和市企業活動振興条例に基づく健康企業奨励金

静岡県 - ふじのくに健康づくり推進事業所宣言

静岡県 - 健康づくり活動に関する知事褒賞

静岡県 掛川市 かけがわ健康づくり実践事業所認定事業

長野県 -
働き盛り世代の「健康づくりチャレンジ大作戦」
グランプリ2018

石川県 - いしかわ健康経営優良企業表彰

石川県 金沢市 金沢市はたらく人にやさしい事業所表彰

富山県 - とやま健康経営企業大賞

富山県 魚津市 健康づくりがんばり隊

岐阜県 - 清流の国ぎふ健康経営推進事業

都道府県 市町村 健康経営等顕彰制度名称

愛知県 - 「愛知県健康経営推進企業」の登録制度

愛知県 - 「あいち健康経営アワード」の表彰制度

愛知県 大府市 企業チャレンジ

愛知県 津島市 企業の健康宣言Wチャレンジ

愛知県 刈谷市 かりや健康づくりチャレンジ宣言

愛知県 蒲郡市 蒲郡市健康づくり推進優良事業所表彰式

愛知県 豊田市 はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰

愛知県 東海市 健康づくり推進優良事業所

三重県 -
三重県「たばこの煙のない環境づくり推進事業者」
「健康づくり推進事業者」促進事業

滋賀県 - 健康寿命延伸プロジェクト表彰事業

京都府 - きょうと健康づくり実践企業認証制度

大阪府 - 大阪府健康づくりアワード（企業等の部門）

大阪府 枚方市 ひらかた健康優良企業

兵庫県 - 兵庫県健康づくりチャレンジ企業アワード

奈良県 - 健康づくりの取組に対する知事表彰

和歌山県 - わかやま健康推進事業所 認定制度

鳥取県 - 健康経営マイレージ事業

島根県 - しまね☆まめなカンパニー事業

島根県 松江市 健康まつえ応援団

岡山県 - おかやま健康づくりアワード

岡山県 岡山市
岡山市健康経営・ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ推進事業者表彰
制度

山口県 - やまぐち健康経営企業認定制度

山口県 宇部市 宇部市健康づくりパートナー認定制度

香川県 -
働き盛りの健康づくり支援事業
「事業所まるごと健康宣言」

徳島県 - 健康づくり推進活動功労者表彰（企業部門）

高知県 -
職場の健康づくりチャレンジ表彰
（安芸地区健康づくり推進協議会）

福岡県 - ふくおか健康づくり団体・事業所宣言

福岡県 北九州市 北九州市健康づくり活動表彰

大分県 - 大分県優秀健康経営事業所顕彰

佐賀県 - 「さが健康企業宣言」優良企業認定制度

宮崎県 - 健康長寿推進企業等知事表彰

熊本県 - 熊本県健康経営優良事業所認定

熊本県 - 熊本県健康づくり県民会議表彰

鹿児島県 - かごしま「働き方改革」推進企業認定制度

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市健康づくりパートナー登録制度

沖縄県 - 沖縄県健康づくり表彰（がんじゅうさびら表彰）

沖縄県 那覇市 職場が主体的に取り組む健康づくり実践支援事業
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自由回答として記載された内容では、働き世代の健康づくりが自治体での課題として認識

されたことや、積極的に成果を上げている企業の表彰による健康づくりへの意識醸成、協会

けんぽとの連携事業の一環として実施、健康づくり推進に係る条例の取り組みの一環として

開始したという理由が挙げられた。 

具体的には、下記のような理由が挙げられた。 

⚫ 市内の事業所のうち９９％が中小企業を占めているため、働き世代の健康づくり、労

働人材の確保、経済の活性化等を目的に、健康経営に積極的に取り組む事業所を認証

する制度を設立した。 

⚫ 当市は早世率が高率となっており、働き盛り世代の生活習慣病がその一因と考えられ

ることから、働き盛り世代が１日の大半を過ごす職場において、健康づくり活動を始

めるきっかけなるよう実施している。 

⚫ 職場の従業員の健康づくりに積極的に取り組み、その成果をあげている優れた企業を

表彰することにより、健康づくりへの取組みの普及啓発や意識の醸成を図り、働く世

代の生活習慣病予防を目的としている。 

⚫ 協会けんぽと職域の健康づくりを推進に係る協定を締結した際に、連携事業として顕

彰制度を開始した。 

⚫ 本市では健康づくり推進に係る条例を策定し、関係機関・団体・事業者等と協働、連携

して取組を推進しており、その一環として、市民や地域住民、事業所で働く人の健康度

を高める優れた取組を行う団体及び事業所を認定する制度を創設した。 

 

４）健康経営等顕彰制度運営にて連携する外部機関 

健康経営等の顕彰制度実施・運営にあたり、多くの自治体が外部の関係機関と連携してい

る。特に、保険者（協会けんぽ、健康保険組合連合会 等）や商工会議所との連携が多数を占

めており、他にも医師会や保険会社、金融機関等、多様な主体との連携が行われている。 

具体的には、協会けんぽと連携している顕彰制度は 51 制度、商工会議所などと連携している

制度は 36 制度、健康保険組合連合会都道府県支部と連携している顕彰制度は 26 制度であっ

た。 
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図表 4-9 健康経営等顕彰制度運営にて連携する外部機関（n=75、複数回答、単位：制

度） 

 

具体的な事例として、下記を示す。 

 青森県 「青森県健康経営認定制度」 

県医師会健やか力推進センター研修等修了者を健康づくり担当者として定めるなどの健

康管理体制の構築を、認定の必須要件としている。 

 茨城県 「いばらき健康経営推進事業所」 

協会けんぽの「健康づくり宣言事業所」の認定と一体的に県の認定申請ができるよう制

度設計から連携を図っている。 

また、経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体連合会、健保連、協会けんぽと連

携協定を締結し、認定制度の普及啓発、事業所支援等に取り組んでいる。 

 横浜市 「横浜健康経営認証制度」 

協会けんぽや商工会議所に、認証の審査を行う委員会の委員を務めていただいている。

また、健康経営推進等に関する協定書を締結する民間企業に、連携の取組の一つとして、

認証制度の周知・啓発にご協力していただいている。 

 静岡県 「ふじのくに健康づくり推進事業所宣言」 

事業所宣言や、健康づくり活動に関する知事褒賞について、保険者や商工会議所、関連財

団法人、県と協定を締結している損害保険会社に周知の協力をしていただいている。 

 

５）健康経営等顕彰制度に参加する企業への支援内容 

51

36

26

21

17

16

14

14

9

3

27
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全国健康保険協会

（協会けんぽ）都道府県支部

商工会議所／

商工会議所連合会

健康保険組合連合会

都道府県支部

商工会／商工会連合会

医師会、歯科医師会等

の医療関係団体

地域の民間企業

他の自治体

生命保険会社・

損害保険会社等

金融機関

（地銀・信金・信組等）

信用保証協会

その他
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健康経営等顕彰制度に参加する企業等への支援・インセンティブとしては、法人名称や取

組内容の広報が多く、70 制度で取り入れられている。その他、顕彰制度のロゴマーク使用や

ステッカーなどの配布など、企業のアピールを支援する制度も 31制度見られた。 

特徴的な事例としては、入札における加点評価、ハローワークとの連携、県が実施する企

業就職説明会への優先参加等が実施されている。 

図表 4-10 健康経営等顕彰制度に参加する企業への支援内容（n=75、複数回答、単位：制

度） 

 

具体的な事例として以下を示す。 

 新潟市「新潟市健康経営認定制度」 

建設工事入札参加資格審査申請の格付け決定において、総合評点の主観点を加点するほ

か、業務委託契約等のプロポーザル方式による業者選定を行う際に、選定基準・評価項目

を追加し、加点している。 

 愛知県刈谷市「かりや健康づくりチャレンジ宣言」 

認定事業所には認定証を交付しているほか、市及び協会けんぽのホームページにおいて

事業所名を公表している。また、市より健康情報等の提供や啓発資材等の配布を行って

いるほか、希望のある認定事業所には、こころの健康づくりやメタボ予防等の健康教育

を実施している。 

 岡山市「岡山市健康経営・ワークライフバランス推進事業者表彰制度」 

（通称：岡山市 White＋（ホワイトプラス）企業表彰） 

受賞企業はもちろん、受賞に至らなくとも優秀な取組をしていると認められた企業にお

いても市のホームページや広報誌において企業名称及び取組内容を掲載している。加え
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健康に関するイベント・セミナーの

情報提供や優先登録

健康経営や健康づくりに関する

定期的な情報提供

保健師や健康運動指導士等

の専門職の派遣・相談受付

中小企業融資制度における
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4.4 健康経営優良法人認定制度の普及広報 

4.4.1 背景・目的 

「健康経営優良法人認定制度」は平成 28年に創設された、地域の健康課題に即した取組や

日本健康会議が進める健康増進の取組のもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業

や中小企業等の法人を顕彰する制度である。本認定制度では、主として大規模の企業や医療

法人等を対象とした「大規模法人部門」と、主として中小規模の企業や医療法人等を対象と

した「中小規模法人部門」に分かれている。 

第 2 回となる昨年度の認定では、大規模法人、中小規模法人ともに初回認定数を大きく上

回る結果となり関心の高まりがうかがえた。 

一方で、平成 29 年 12 月に実施した「中小企業における健康経営に関する認知度調査」の

結果では、健康経営に取り組んでいる中小企業は 2割程度、また認知度も 5割程度に留まり、

更なる普及促進の必要性が認められた。 

そのような背景を受け、中小規模法人を対象とした健康経営優良法人説明会を全国にて実

施することとした。本説明会では主に「中小規模法人部門」に該当する企業や医療法人等を

対象に、「健康経営優良法人認定制度」の概要説明や、「健康経営優良法人 2019」の認定基準

等書および申請書の記入の際のポイントを解説すると共に、全国健康保険協会（協会けんぽ）

による健康宣言事業等の紹介や、健康経営優良法人 2018 また過年度認定法人取得企業による

取組事例の紹介発表を実施した。 

 

4.4.2 説明会の開催概要 

全国健康保険協会（協会けんぽ）各支部および経済産業省地方局を対象に、中小規模法人

向けの健康経営優良法人説明会の開催希望を聴取し、希望に応じ、健康経営優良法人の申請

開始（2018 年 8 月 31 日）以降の約 1 ヶ月間で、全国 8 ヶ所（熊本、大分、東京、愛知、宮

城、兵庫、香川、北海道）にて説明会を実施した（図表 4-20）。なお、開催場所については、

全国健康保険協会（協会けんぽ）各支部および経済産業省地方局と要相談の上、決定した。 

 

図表 4-20「健康経営優良法人 2019（中小規模法人部門）説明会」開催日時・場所 

 
 

開催地域ごとに説明会の開催概要チラシを作成し、開催地区の経済産業局および協会けん

ぽ支部、商工会議所連合会等の協力のもと、会員企業や関連団体に対して、積極的に郵送ま

たはメールマガジン等を通して配信し周知した（図表 4-21）。 

 

地域 日程 場所

熊本 9月3日（月） 熊本県立劇場 大会議室
大分 9月4日（火） コンパルホール 400会議室

東京 9月10日（月） 経済産業省別館312各省庁共有会議室

愛知 9月14日（金） 名古屋栄ビルディング 特別会議室
宮城 9月21日（金） 仙台合同庁舎Ａ棟 8階講堂

兵庫 9月28日（金） 神戸市産業振興センター ハーバーホール
香川 10月2日（火） 四国経済産業局 607会議室

北海道 10月4日（木） 岩見沢市自治体ネットワークセンター マルチメディアホール
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図表 4-2各会場における開催概要チラシ（熊本のみ掲載） 

 

 

また、（株）日本総合研究所のホームページ内に「健康経営優良法人 2019（中小規模法人部

門）説明会」の参加者募集サイト（図表 4-22）を新設し、参加申込みの受付窓口及び参加

申込み状況の管理を実施した。 
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図表 4-22 日本総研ホームページ内の参加申し込みサイトトップ画面（一部）

 

 

4.4.3 説明会の開催 

開催プログラムとしては、下記講演プログラム案（図表 4-23）を基本とし、各地域の要

望に合わせアレンジを行った。認定基準および申請書の形式の見直しがなされる中、認定

事務局として求めている取組内容、また申請書の記載方法に関する詳細説明を求める声が

多く、プログラムの前半は経済産業省による認定制度の説明および質疑応答の時間を十分

取るようなプログラム構成とした。また、プログラム後半では開催地域の協会けんぽ支部

による健康宣言事業の説明や、昨年度の健康経営優良法人認定を取得した開催地域企業に

よる事例紹介を行った。登壇企業については、開催地域の協会けんぽ支部や経済産業局か

らご紹介いただいた。 

図表 4-23 講演プログラム案 
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図表 4-25 各会場での説明会の様子 
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② 健康経営への取り組み状況 

 健康経営への取り組み状況は、「すでに取り組んでいる」が 63％、「今後取り組む予定であ

る」が 24％であった。一方で、「まだ検討中である」「取り組む予定はない」という回答も合

わせて 11％となった（図表 4-31）。 

 

図表 4-31 アンケート（健康経営への取り組み状況） 

 

 

③ 健康経営優良法人制度の取得意向 

「今年度、申請を行う予定である」「今年度、申請を検討している」と回答した人は合わ

せて 72％であった。（図表 4-32）。 

 

図表 4-32 アンケート（健康経営優良法人制度の取得意向） 
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④ 申請を検討する理由 

申請を検討する理由としては、「社内従業員の健康意識を高めるため」が最も多く全体の

72％、続いて「人材採用時に有利であると考えるため」が 52％、「対外的な PRに活用する

ため」が 43％で多かった（図表 4-33）。 

 

図表 4-5 アンケート（申請を検討する理由） 

 

 

⑤ 健康経営優良法人の認定基準・プロセス・申請期間 

健康経営優良法人の認定について、認定基準・レベル、申請方法・プロセス、申請期間に

ついて、「妥当である」と回答した割合はそれぞれ 85％、75％、83％であった（図表 4-34）。 

 

図表 4-34 アンケート（健康経営優良法人の認定基準・プロセス・申請期間） 
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⑥ 健康経営優良法人認定の評価項目の中で課題と感じる項目 

課題に感じている項目としては、「⑩食生活の改善に向けた取り組み」が最も多く 17％、

次いで「⑭長時間労働者への対応に関する取り組み」が 13％、「⑪運動機会の増進に向けた

取り組み」、「⑫女性の健康保持・増進に向けた取り組み」、「⑮メンタルヘルス不調者への

対応に関する取り組み」が 12％という結果となった（図表 4-35）。 

  

図表 4-35 アンケート（健康経営優良法人認定の評価項目の中で課題と感じる項目）  

複数回答（上位 3項目） 

 
 

（３）まとめ 

 健康経営優良法人認定制度は今年で 3 回目を迎え、中小規模法人部門における認定企業

数は 2,503 法人となり、昨年度の 776 法人を大きく上回る認定数となった。説明会を開催

した地域の認定企業数も前年度を大きく上回り、さらにほとんどの開催地域で 47 都道府県

の平均以上の前年度比となり、本説明会も認定数向上にいくらか寄与できたのではないか

と思われる。 

  

健康宣言の社内外への発信・経営者自身の健診受診

健康づくり担当者の設置

①定期健診受診率（実質100%）

②受診勧奨の取り組み

③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

④健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定

⑤管理職又は従業員に対する教育機会の設定

⑥適切な働き方実現に向けた取り組み

⑦コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み

⑧病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み（⑮以外）

⑨保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み

⑩食生活の改善に向けた取り組み

⑪運動機会の増進に向けた取り組み

⑫女性の健康保持・増進に向けた取り組み

⑬従業員の感染症予防に向けた取り組み

⑭長時間労働者への対応に関する取り組み

⑮メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み

⑯受動喫煙対策に関する取り組み

４ 評価・

改善
(求めに応じて)40歳以上の従業員の健康診断のデータの提供

定期健診を実施していること 

保険者による特定健康診査・特定保健指導の実施 

50人以上の事業場におけるストレスチェックを実施していること

従業員の健康管理に関連する法令について重大な違反をしていないこと 

無回答

５ 法令遵守・リスクマネジメント

２ 組織体制

１ 経営理念・方針(経営者の自覚)

(1)従業員の健康課題の把握と

必要な対策の検討

３ 制度・

施策実行

(2)健康経営の実践に向けた基

礎的な土台づくりとワークエ

ンゲイジメント

(3)従業員の心と身体の健康づ

くりに向けた具体的対策

問6 健康経営優勝法人認定の下記評価項目について、あなたの所属する会社・団体において課題と感じる項目を3つまでお答えください。またその理由も合わせてお答えください。N=722
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図表 4-6 説明会実施地域の認定企業数推移 

 

 

 今年度は 8地域にて説明会を開催したが、どの会場においても来場者数や会場の雰囲気、

アンケート結果を通して健康経営に対する関心の高まりを感じることができた。応募開始

直後に定員に達した会場もあり、今後は、説明会会場規模の拡大も検討する必要があると

思われる。特に東京会場においてはキャンセル待ちも多かったため、会場の拡大や複数回

の実施等、対応が必要であろう。 

 独自チラシ配布や地域メディアへの広報活動、地域での取組発表をプログラムに追加す

るなど、本説明会の機会を有効活用して、各地域での健康経営の普及促進を加速させよう

とする各開催地のご担当者様の工夫が随処に見られた。各地域での開催は、地域の中小規

模法人の気運を高めるだけでなく、地域で健康経営を推進する人に対する後押しの効果も

あると感じた。また地域の優良認定法人による事例紹介は地域の他法人のやる気喚起に繋

がったのではないかと感じた。登壇企業の選定から参加者募集に至るまで各地域の協会け

んぽ支部や経済産業局、商工会議所連合会等の協力が欠かせないが、今後もできるだけ多

くの地域での開催を継続することが、中小企業等における健康経営の認知度および実施率

の向上に寄与すると考えられる。 

 また、内容面においては、今年度はより実践的な申請方法等の内容に重点を置いたプログ

ラム構成とした。会場によって差はあったものの積極的な質疑がなされ、有益だったと感じ

られる。一方で申請書を見るに記載の間違いも散見された。次年度は申請書の見直しととも

に、引き続き申請書記載方法および必要要件に関する丁寧な説明が求められる。加えて、中

小規模法人における好事例の発信も引き続き注力していくことが重要である。 

 

  

2018認定企業数 2019認定企業数 前年度比

北海道 23 82 357%

宮城県 11 47 427%

東京都 53 193 364%

愛知県 79 287 363%

兵庫県 31 136 439%

香川県 10 40 400%

熊本県 8 50 625%

大分県 3 8 267%

全体 776 2503 323%
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5 健康経営銘柄及び健康経営優良法人に対する現地調査 

5.1 健康経営銘柄企業に対する調査 

5.1.1 調査の背景と目的 

 健康経営に取り組む企業数は健康経営優良法人認定企業数の増加から見ても明らかなよう

に、順調に数を増やしており、それにつれて世間一般での健康経営に対する認知度も向上し

てきている。しかし、資本市場においては世間一般と比較して、健康経営が普及していると

は言い難い。 

 一方で、資本市場においては近年、企業の持続的な成長を評価する投資が急速に増えてお

り、SDGsや ESGに関する取組みといった非財務情報を重視する投資家が増えてきている。つ

まり、健康経営を企業の持続的な成長に資する取組みとして位置付け、適切な情報発信を企

業が行うことによって、健康経営に着目する投資家の数は増えることが予測される。 

 ついては資本市場での健康経営の普及を図るため、投資家が関心を示すような情報発信と

は何なのかを把握すべく、投資家と健康経営に関する接点を持つ機会が比較的多いであろう

健康経営銘柄選定企業を対象に、①健康経営に関してどういった情報の発信を行っているの

か、②投資家と健康経営に関する会話は行っているのか、投資家がどういった情報を企業に

求めているのか、についての現状を把握する。 

 その上で、仮に十分な情報発信や投資家との会話が出来ていない場合にはその要因を分析

し、どうすれば投資家が健康経営に関心を示すようになるのかについての打ち手を示すこと

を本調査の目的とする。 

 

5.1.2 実施事項 

（１）銘柄企業座談会の実施 

 「健康経営銘柄 2018」選定企業の健康経営実施担当者及び IR 担当者を集めての座談会を

計 2 回に分けて実施、座談会を通じて各社の情報発信の現状や投資家との対話状況、投資家

の関心事等についての議論を行い、投資家への普及に向けての課題把握と解決策検討の材料

とした。 

＜開催概要＞ 

●実施日時 

第一回 2018 年 12月 18 日（火曜） 13:00-15:00＠経済産業省 

参加企業数：8社 

第二回 2018 年 12月 20 日（木曜） 13:00-15:00＠経済産業省 

参加企業数：7社 

 

●主な議論のテーマ（2回ともに内容は同じ） 

・各社の健康経営に関する情報発信の現状について 

・健康経営に対する投資家の反応について 

・投資家が求める情報、あるべき情報発信について 
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 （２）銘柄企業情報発信状況調査の実施 

「健康経営銘柄 2019」選定企業全 37 社を対象に、健康経営に関する情報発信の状況を調

査した。具体的な調査項目、調査対象媒体は以下の通り。 

 

＜調査概要＞ 

●調査項目（発信の有無も含む） 

・健康経営実施の方針 

・健康経営実施の具体的な取組体制 

・健康経営に関する具体的な実施施策 

・施策による効果、成果 

●調査対象媒体 

・企業 HP 

・有価証券報告書 

・統合報告書/アニュアルレポート/CSR報告書/サステナビリティレポート 

・投資家向け説明資料 

・コーポレートガバナンス報告書 

 

5.1.3 実施成果 

座談会及び情報発信状況調査の結果、企業の情報発信は以下の 4段階に整理される。 

図 5-1 企業の健康経営関連情報発信の段階 

 

出所：日本総研作成 

 

投資家はレベル 4 までの開示を求めていることが想定され、企業は本来であればこれに応

える必要がある。 一方で、「健康経営銘柄 2019」選定企業の媒体ごとの情報発信レベルは以

下の通り。 

 

図 5-2 銘柄選定企業の情報発信状況 



 

81 

 

出所：各社 HP及び開示情報を基に日本総研作成 

 

 企業の発信状況を見るに、企業の中長期的な成長可能性の観点から発信を行う媒体とし

て、健康経営の情報を記載するのに最も相性の良い企業 HPや CSR報告書/サステナビリティ

レポートであってもレベル 4まで開示出来ている企業はそれぞれ 13 社、11社のみ、全ての

媒体のいずれかでレベル 4まで開示出来ている企業でも 19社と約半数しかいなかった。ま

た、投資家向け説明資料、有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書に関しては媒体

の内容の性質の問題もあるが、健康経営に触れてもいない企業の方が多い状況であった。 

 また発信されている内容のうち、成果指標に着目すると健康経営の実施によって従業員の

健康に対する行動が変わった等に関する指標を発信している企業は多く見られた一方で、実

際に健康経営の実施によって経営状態の改善や企業の中長期的な成長に繋がることを示すよ

うな指標を発信している企業はわずか 3社にとどまるという結果であった。 

 

図 5-3 成果に関する銘柄選定企業の情報発信状況 

 

出所：各社 HP及び開示情報を基に日本総研作成 
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 次に、投資家との対話の状況について現状を把握した結果、座談会に参加いただいた 15

社中 10社については健康経営について投資家と会話をしたことが無いという状況であっ

た。また残りの 5社についても、健康経営自体について会話をしたというよりは ESG 投資に

関する話題や中長期的な成長に向けての人への投資についての話題の際に健康経営に触れる

という程度であった。 

 

 こういった状況を生み出す背景には、企業側が情報発信を十分に行わない理由として「そ

もそも投資家が何を求めているのかが分からないのでどんな情報を発信すればいいのか分か

らない」「投資家の求める情報が発信するには難易度の高いものであり、自分達では発信が

出来ない」といった意見が聞かれた。ここでいう難易度の高いとは、例えば“健康経営の実

施によって企業業績がどのくらい上がったか”など、一企業が短期間で示すには分析が難し

いような成果の発信を意味している。一方で投資家側が健康経営に関心を示さない理由とし

ては「投資家が求めている情報が十分に発信出来ていないので見る意味がない」「健康経営

は自身の関心に関係がないものと思い込み、そもそも見ようとしない」といった意見が考え

られる。つまり、企業側は投資家が知りたい情報が分からないから開示しないと言い、投資

家側は知りたい情報が開示されていないから見ないと言う、両者での悪循環が発生してしま

っている。 

 

図 5-4 企業と投資家の間に発生している悪循環 

 
出所：日本総研作成 
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図 5-5 企業と投資家の擦れ違いの実情 

 

出所：各社 HP及び「企業の健康経営ガイドブック（改訂第 1版）」経済産業省を基に 

日本総研作成 

 

この状態を打破するためにはまず、投資家が知りたい情報、求めている情報について企業

が理解する必要がある。 

  銘柄企業の意見を踏まえると、投資家が求めていると想定される情報発信とは、健康経

営の「方針」「取組内容」「成果」の 3つのポイントが示されており、かつそれらが企業の中

長期的な成長につながることがストーリーを持って語られている状態であると仮説づけられ

る（図 5-6参照）。企業は投資家に向け、この点を心がけて情報発信を行うべきである。 

 

図 5-6 投資家が求めている情報発信 

 

出所：日本総研作成 
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 また、発信媒体について、今後は企業 HPや CSR 報告書/サステナビリティレポートに関し

ては企業の中長期的な成長を投資の観点として捉えている投資家を対象に、健康経営が企業

の中長期的な成長に繋がるというストーリーを示すツールとして活用する。また、これに加

え、特に現状では健康経営に関する情報発信の媒体として利用されていない投資家向け説明

資料や有価証券報告書に関しても、まずは健康経営を行っている旨だけでも記載し、広く投

資家に対して健康経営をアピールするツールとして活用すべきと考える。 

 

図 5-7 投資家にむけての情報発信媒体 

 

出所：「企業の健康経営ガイドブック（改訂第 1版）」経済産業省を基に日本総研作成 

 

5.1.4 今後の方針 

企業と投資家のあるべき関係性として、企業側は中長期的な成長に向けたストーリーの

中に健康経営を位置付け、投資家に向けて情報発信を行う。一方で投資家は自身の関心事

項について積極的に企業に対して開示を求め、中長期的な成長に興味を示している投資家

においては企業と健康経営を絡めた会話を行う。 

こうした状態を描くにあたり、貴省としてはまず、改めて投資家が企業に対してどんな

内容の情報発信を求めているのか、何の媒体に情報を記載して欲しいのかを把握し、上述

した仮説の検証を行う必要がある。加えて投資家の求める情報を把握した結果、一企業で

は分析/開示が困難と思われるような情報については貴省が主導してエビデンスの蓄積等

の活動を行っていくべきである。 

その上で、企業に対しては健康経営ガイドブックを改定し情報開示方針を明確にし、投

資家に対しては投資家向け健康経営 PR活動（ex,投資家向け雑誌に検討経営と企業実績と

の連動エビデンスの記載）を行うことで、両者のあるべき関係性の構築を目指す。 

 

図 5-8 今後の方針 
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出所：日本総研作成 
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5.2 健康経営優良法人に対する現地調査 

5.2.1 事業の背景・目的 

健康経営優良法人 2018として、大規模法人 541法人、中小規模法人 776法人が認定を受け

ている。（平成 30年 3月 5日時点）今後、更に健康経営に取り組む企業を増やすべく、「健康

経営アワード 2018」実施時に回収した大規模法人部門及び中小規模法人部門双方のアンケー

トの回答内容をもとに、健康経営の普及促進に役立つ事例等を考慮し、訪問調査を実施し、

具体的な取組内容等を把握することを目的とした。 

 

5.2.2 実施事項 

（１）健康経営優良法人 2018 現地調査 

健康経営優良法人 2018 の認定企業を対象に、調査対象企業を選定し、現地調査を実施し、

特徴的な取り組み内容や工夫等を聴取した。対象企業及び選定理由は下記の通り。 

なお、栄土地測量設計株式会社からは現地調査の許諾をいただけず、調査を断念した。 

 

図表 5-1 調査対象企業一覧 ※アイウエオ順 

部門 企業名 選定理由 

中小規模 

法人部門 

アクロクエストテクノ

ロジー株式会社 

⚫ 横浜市からの推薦。健康経営アワード

2019 中小規模法人代表法人 

笑み社会保険労務士法

人 

⚫ 社労士事務所かつ女性の多い職場という

点から女性の働き方を主として参考とな

る事例を把握したいため。 

及川産業株式会社 ⚫ 地方の建設業において認定を取得してい

る企業の 1社。健康経営を始めたきっかけ

やインセンティブ（入札加点）について把

握し、他地域への普及の参考にしたいため 

株式会社元氣 ⚫ 中小規模部門で唯一認定された飲食業者。

必須となる受動喫煙対策の難易度が高く、

健康経営が普及しづらい業種における優

良事例として参考にしたいため。 

栄土地測量設計株式会

社 

⚫ 愛知のその他サービス業という中小規模

部門では認定企業が多かった属性の 1社。

裾野の広い業種であることから優良事例

として把握するとともに当該属性でなぜ

健康経営が広まったのかの参考にもした

いため。 

株式会社サンコー ⚫ 愛知の製造業という中小規模部門では認

定企業が最も多かった属性の 1社。裾野の

広い業種であることから優良事例として

把握するとともに当該属性でなぜ健康経

営が広まったのかの参考にもしたいため。 

有限会社雙津峡開発 ⚫ 中小規模部門で唯一認定された宿泊業者。

必須となる受動喫煙対策の難易度が高く、

健康経営が普及しづらい業種における優

良事例として参考にしたいため。 
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株式会社東京堂 ⚫ 認定企業数が少ないが裾野の広い小売業

で認定された企業のうち、都市部にない企

業。小売業および地方での普及についての

参考にしたいため。 

株式会社丸庭佐藤建設 ⚫ 地方の建設業において認定を取得してい

る企業の 1社。健康経営を始めたきっかけ

やインセンティブ（入札加点）について把

握し、他地域への普及の参考にしたいため 

明大工業株式会社 ⚫ 認定企業数の少ない九州で認定されてい

る企業の 1 社。業種としては認定数が多

く、取り組みやすい業種であり、本事例を

基に九州地方での普及を目指したいため。 

ミタニ建設工業株式会

社 

⚫ 土健保から推薦 

ユーシン建設株式会社 ⚫ 土健保から推薦 

大規模法人

部門 

株式会社資生堂 ⚫ グループ会社に複数の事業領域・業種を持

つ企業であり、グループでの健康経営をど

う管理しているのかを事例として参考に

したいため。 

社会医療法人財団董仙

会 

⚫ 優良法人認定をとっている 15 の医療法人

の一つ。非常に有名な大病院であり、過重

労働が課題でもある医療従事者に対する

健康経営における実態把握および優良事

例として参考にしたいため。 

ロイヤルホールディン

グス株式会社 

⚫ 今年度必須となる受動喫煙対策の難易度

が高いと思われる飲食業（ロイヤルホス

ト）において完全禁煙等の取り組みを行っ

ている先進事例として参考にしたいため。 

 

（２）健康経営優良法人事例集作成 

現地調査にて聴取した内容を基に、事例集を作成した。対象企業がどの様な点にこだわり

取り組みを推進しているのか、実感している効果などを整理することで、自社の健康経営推

進に悩む担当者の一助となるような構成を目指した。 

また、2019 年 2 月 21 日に開催された「健康経営アワード 2019」の第 2 部では、健康経営

優良法人 2019（中小規模法人部門）認定法人の発表と、中小企業における健康経営の促進を

テーマに認定法人の事例発表や、地方自治体の取り組みの紹介、保険者や学識者を交えたパ

ネルディスカッションが行われた。当日、健康経営アワード 2019 に参加いただけなかった

方々にも、これらの概要を届けるべく健康経営優良法人事例集に内容を含めた。 

なお、作成した事例集は経済産業省のホームページで公開することで、広く情報を届けら

れるように工夫した。 

 

5.2.3 事業の成果 

現地調査で得られた内容は下記の通り。  
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図表 5-2 アクロクエストテクノロジー株式会社 

会社概要 企業名 アクロクエストテクノロジー株式会社 

所在地 神奈川県横浜市 

従業員数 69名 

事業内容 パッケージ開発・販売事業、コンサルティング事業、システム開発

事業、ミャンマーマーケティングサービス、職場改善コンサルティ

ング 

健康経営に取り組む

きっかけ 

⚫ 当社は、28年前に社長と副社長が夫婦で立ち上げたシステム

開発などを手掛ける会社。ご存じのとおり、IT企業はヒトで

成り立っており、人材がとても重要である。当社は、社員がい

きいきと働き、何でも言い合える会社を作ろうという志を持

って創業した。風邪をひいたら社長が病院に連れて行く、定

期健診で D 評価があったら病院に行くといったことを当たり

前のこととして進めてきた。そのため、「健康経営をやろう！」

というきっかけはなく、自然と進めてきたことが健康経営に

も当てはまったというイメージ。 

健康経営推進体制 ⚫ 他の企業と異なり、当社では事業に係る事項すべてを、社長

以下、社員全員が参加する MA（Meeting of All staff）にお

いて提案者がプレゼンを行い、決定している。一例ですが、給

与も全員で話し合って決めている。 

⚫ 健康経営についても、社員が必要だと思ったことを MA で提案

し、決めるというやり方で進めている。 

⚫ 一番多くアイディアを出すのは副社長。みんなの顔や様子を

よく見ているのだなと感じている。トップダウンできっかけ

は与えてくれるが、考えるのは自分たち社員全員である。 

健康経営優良法人へ

の申請動機 

⚫ 内部を大切してきたため、以前は外部評価に興味はなかった。

ただ、何かのテレビ番組で、ある地方の企業が「社風の良い会

社」として取り上げられているのを見て、「うちの会社もいけ

るのではないか？」と思い、働きがいのある会社ランキング

など当社の考えと一致する認定等へ応募するようになった。 

⚫ ２年前に横浜市の健康経営認証で AAA を取得しているが、そ

れをきっかけに「健康経営優良法人」認定にも申請した。 

⚫ こうした外部の評価を受けて発信することは、会社の考え方

に合致した新卒応募者が増えることや、ちゃんとしている会

社であるというアピールにつながると考えている。 

特徴的な取り組み 【コミュニケーションの促進に向けた取り組み】 

⚫ 健康経営の推進体制でも触れた MA では、社員が全員参加す

る。話す内容は、回によって異なる。プロジェクトや事業につ

いて話すこともあるが、もっぱら会社作りについて議論する

ことが多い。当社では、トップである社長ですら、新しいこと

に取り組みたいと思った時には、MAへ提案する必要がある。

MAで決めたことは、３か月後に必ず見直しをするというルー

ルがある。消えていったルールも多くあるが、誕生日に花を

贈る「花一輪」というルールはかなり長い間生き残っている。

誕生日を迎えた社員には、全員が一輪ずつお花を贈るため、

感性を磨くことにもつながっている気がしている。 

【食生活の改善に向けた取り組み】 

⚫ 世間でシェアハウスというものがはやる前の 2005 年から、社
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員専用シェアハウスがある。シェアハウスでは朝食を必ず食

べることをルールとしており、当番制で朝食を作っています。

これも MAで決まったルールだが、10年以上継続している。や

はり、朝食をしっかりと食べて元気に働いてほしいというと

ころが狙い。最近では、社内 SNS に朝食の写真を投稿し、ど

んな様子かを全社員に発信をしている。 

⚫ また、社長は料理が得意なので、社員に健康的な食事をとっ

てほしいという思いからレストランの厨房を借り、お昼ご飯

を振舞っていたこともある。 

⚫ その他には、希望を募り、黒酢や LG21 のような飲み物を会社

で仕入れて希望者に販売したり、健康志向なお菓子を置き菓

子として販売している。一人では手を出しにくいような健康

食品などでも、会社にあると自然と手が出るようだ。自動販

売機も健康を意識したラインナップとなるようにベンダーと

の交渉を重ねている。 

【長時間労働者への対応に関する取り組み】 

⚫ 20年近く前は、深夜２時まで働くのが当たり前で時には徹夜

もするといった、IT 業界のイメージ通りの働き方でした。た

だ、体を壊したり鬱になったりする社員が以前からおり、ま

た、社員は辞めるのに新しい人は採用できないという状況に

なってしまい、何かを変えなければという意識が芽生えまし

た。2000年を過ぎたあたりから、業界の中で CMMI という基準

が取り入れられるようになり、当社でもしっかりしたプロセ

スに即したソフトウェア開発に取り組み、まず徹夜がなくな

った。 

（※CMMIとは、Capability Maturity Model Integration の

略称で、組織のあらゆるビジネスプロセスに対する能力度と

組織の成熟度を評価する国際標準的指標のこと） 

⚫ 次に、技術力を高めることで、仕事の内容が変わった。具体的

には、それまでは大手企業からの受託業務が 100％を占めてい

たが、良いシステムを作りリピートを得るという自社が主導

する業務が多くなり、他社の働き方に巻き込まれない状況を

作ることができている。 

⚫ その後、20時以降残業する場合は、「帰ろう 8（や）ボード」

に 17 時までに書かなければ残業できないというルールを決

めた。今では、この帰ろう 8（や）ボード自体をなくし、20時

以降は残業できないようになりました。社員一人ひとりが、

今日やること・明日でいいことを考えながら仕事を進める癖

ができてきたと感じている。社員自身の時間管理のために、

自社で「アクロノート」というスケジュール管理ツールを作

ったことも大きい。 

 

図表 5-3 笑み社会保険労務士法人 

法 人 概

要 

法人名 笑み社会保険労務士法人 

所在地 静岡県浜松市 

従業員数 8名 

事業内容 社会保険・労働保険の諸手続きや、労務管理・労務リスクに関するﾘ

ｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ提案 
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健康経営に取り組

むきっかけ 

⚫ 当法人のモットーは「自社で実際に体験したことを顧客にサ

ービスとして提供する」こと。お客様のお手本と言うとおこが

ましいが、自分たちが体感し課題を乗り越えたことを基にサ

ービスを提供することを心がけている。 

⚫ 健康経営についても同様で、顧問先から健康経営について質

問を受け、それに回答するために自分たちがまず健康経営に

取り組まなければと思ったのがきっかけ。 

健康経営推進体制 ⚫ 健康づくり担当者の副所長を中心に推進。 

⚫ 副所長を統括として、所員でレクリエーション委員会や働き

方委員会などを組成している。人数は少ないのですが、委員会

メンバー間で何に取り組むかを検討し、副所長に承認を得て

推進している。 

健康経営優良法人

への申請動機 

⚫ 顧問先から問い合わせを受ける中で、社会保険労務士法人と

して、健康経営に関する様々な取り組みやサービス提供を行

っていた。その中で、当法人の考え方を「わかりやすく」顧客

に伝えるために、それに関係のある様々な認定を取得しよう

と考えたのが申請の動機。 

⚫ その一環として、「健康経営優良法人」のほか、静岡県「ふじ

のくに子育てに優しい企業」へ申請。 

⚫ 健康経営優良法人については、地域の経営者仲間が健康経営

優良法人に認定されたという話をしており、その場で申請内

容を聞き、「当法人でもできるのでは」と感じたため、申請し

た。 

特徴的な取り組み 【適切な働き方実現に向けた取り組み】 

⚫ 「Kintone」という業務改革ツールを利用し、業務の見える化

に取り組んでいる。誰がどんな業務を明日やる予定かといっ

たことを、所内の誰でも確認・把握でき、外出先からでも状況

が閲覧できる。 

⚫ このツールを導入したことにより、業務負荷の高くなってい

る所員を他の所員が率先して手伝える環境となってきてお

り、所長や副所長が何かを依頼せずとも、所員同士で仕事をシ

ェアするようになってきた。加えて、引継ぎがスムーズにな

り、所員が休みを取りやすくなるという効果も実感している。 

⚫ 働き方委員会を立ち上げ、短時間勤務や時差出勤の仕組み・制

度、運営方法等を委員会メンバーに自ら考えて提案してもら

っている。代表からは「最低限守るべきルール」を提示し、委

員会メンバーでどの様な制度が活用しやすいかを、月 1 回の

会議で考え、決定事項を副所長に対して報告する流れ。自分た

ちが考えて提案した制度になるため、職員からの納得感は高

い。これまでの働き方委員会は、制度の設計がメインだった

が、現在は運用がメインとなっている。 

【コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み／運動機会の増進

に向けた取り組み】 

⚫ コミュニケーションや交流を促すことを目的にレクリエーシ

ョン委員会を組成している。他の所員からもどんなことに取

り組みたいかを聞き取るなどして、イベントを企画しており、

直近では、ノルディックウォーキング体験会や、家族同伴での

BBQ 大会などを年に３回程度実施。イベントへの参加費用等

は、全額会社負担で実施している。 
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⚫ その他、月に 1 度、20 分ほど代表と所員が面談し、業務の話

だけでなく、親の介護についてなど業務外のこともざっくば

らんに話をするようにしている。 

⚫ その他には、給与明細に「ありがとうカード」を同封したり、

毎日の朝礼でありがとうと言う気持ちを伝えたりすることを

当たり前のこととして実施している。 

⚫ それにより、事情があって休む人をフォローした人が貢献感

を持ち、休む人が罪悪感を持たないような環境作りを心がけ

ている。代表からも、休暇の時間の使い方は自分で決めて良

い・（他の所員との）違いを受け入れるべきというスタンスを

所員に発信することで、所員同士がおかれた立場の違いから

不公平を感じることがないように努めている。例えば、子ども

の行事で休むのも、コンサートで休むのも同じ休みであると

いう意識を全職員が持てるようにコミュニケーションをとっ

ている。 

健康経営に取り組

む効果・メリット 

⚫ 認定を取得するまでのプロセスで、様々なことに試行錯誤し

た。このプロセスを踏んだことで、きちんと健康経営の PDCA

が回る体制を確立できたことが、認定を取得したという事実

よりも価値があったと感じている。顧問先から相談を受けた

際には、成功体験だけでなく失敗した経験についてもお話し

するようにしている。 

⚫ 特に医療、保育、介護関係など人材が重要となる企業が健康経

営に興味を持ち始めたと感じている。当法人でも健康経営優

良法人に認定されたことを伝えると、「それなに？」「うちでも

申請してみようかな」という反応を示す企業も現れてきた。 

⚫ その他に、求人ホームページに、健康経営優良法人であること

を掲載することで、当法人が所員の健康に対してどのように

考えているのかが求職者に伝わり易いという面も効果として

感じている。 

 

図表 5-4 及川産業株式会社 

会 社 概

要 

企業名 及川産業株式会社 

所在地 北海道岩見沢市 

従業員数 34名 

事業内容 一般土木、治山、農業土木、道路維持、除雪 

健康経営に取り組

むきっかけ 

⚫ 当社は、建築工場・土木工事・除雪を事業としている。工事

や除雪という仕事内容は体を動かすことが多く、社長自身が

“働いている人が健康的に長く働いてほしい”と考えていた

ことから、従業員の健康管理に積極的に取り組んできた。 

⚫ 定年は 60 歳と設定していますが、長く働きたいという意思

を受け入れるために、継続意志があれば定年後も働くことが

できる環境も整備している。 

健康経営推進体制 ⚫ 基本的に総務部が、健康経営に関する取り組みの周知や情報

提供、調整などを実施している。拠点が分散しているわけで

はなく、事業場は本社のみなので、総務部が推進体制の中心

となっている。基本的に、現場への直行直帰というスタイル

ではないため、現場で働く従業員も毎朝本社に出社する。そ

こで、本社の従業員とのやり取りや掲示板を確認して現場に
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向かうという流れ。現場従業員は、現場に到着後、業務を始

める前に体操や軽く運動をしてから業務を始める。そこでは、

現場管理者が中心となって、身体を動かしている。 

健康経営優良法人

への申請動機 

⚫ 「健康経営優良法人」に認定されると、岩見沢市役所の競争

入札参加資格の評価項目で加算があるということを聞き興味

を持った。従業員の健康管理には古くからこだわって取り組

んでいたし、やはり、入札時の加算は、本業の業績にも影響

するため、申請してみたいという強い関心を持ち、申請した。 

特徴的な取り組み 【管理職又は従業員への教育機会の設定】 

⚫ 平成 7年に労働災害が発生したことがきっかけで、毎月の安

全大会を実施するようになった。当時の専務（現社長）が音

頭を取り、従業員の安全・健康への意識を高めることを目的

にスタートした取り組み。基本的に、全員が参加するように

している。 

⚫ 健康についての情報提供は、総務部の担当者からと、年に 1

度は産業医から健康管理についての講演をしてもらうように

している。自分の健康上の悩みなど実体験に基づいた情報提

供や参加者員で体操をやってみるなど、自分事として興味を

持ってもらえるようにしている。安全大会には、当社以外の

協力会社の従業員にも可能な範囲で出席してもらうようにし

ている。 

⚫ 協力会社の従業員には外国籍の方もいるので、母国語（中国

語等）で資料を作成して配布をするなど、所属や国籍の限定

なく、健康について触れる機会となるように工夫している。 

【定期健診受診率（実質 100％）／受診勧奨の取り組み】 

⚫ 身体を動かす仕事なので、定期健康診断は必ず受診してほし

いと考えています。そのために、健診受診期間を除雪の季節

が終わった 4～7 月の閑散期に設定し、受診しやすい環境づ

くりに努めている。季節労働者についても国からの助成を利

用しながら健診受診を促している。 

⚫ 再検査・要治療となってしまった従業員に対しては、誰しも

が必ず見る給料袋に再検査を促すメモを書いて手渡すように

している。それでも、なかなか再検査を受けてくれない従業

員には総務から電話をするなど、定期的にフォローをするこ

とで、長く働ける身体づくりに取り組んでいる。 

【適切な働き方実現に向けた取り組み】 

⚫ しっかりと休みを取得してもらえるようにしたいと考え、全

従業員の休日年間カレンダーを作成し、休日を調整している。 

これまでは土曜日も勤務日であり、4 週 4 休のスタイルだっ

たが、現在は 4週 6休となるように調整している。 

⚫ 実は、稼働日単位で給料が計算される現場作業員にとって、

休日を増やすことは収入が減ることに直結してしまう。ただ、

休みをしっかりと取ってほしいという思いから、4 週 6 休と

賃金の一律 10％ベースアップを併せて実施することで、休み

を取ることを後押ししている。現在、従業員の 75％が 6休を

取得できている状況である。 

健康経営に取り組

む効果・メリット 

⚫ 長く健康的に働いてほしいという社長の思いから、積極的に

健康管理に取り組んできた。実際に 70 歳以上となっても勤

務している従業員もいる。 
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⚫ 当社は、岩見沢市の事業に入札することもあるため、健康経

営優良法人の認定を受けることで、岩見沢市の競争入札参加

資格の評価項目で加点されることは大きなメリットだと感じ

ている。 

⚫ 岩見沢市は市としても健康経営に力を入れており、市内の高

校に対して、就活用に企業を紹介するパンフレットを配布し

ているのですが、その取材対象企業として、健康経営に積極

的な企業として、当社も取り上げられた。実際にパンフレッ

トを見た生徒から求人の申し込みがあり、2019 年春の新入社

員として迎えることになっている。健康経営に取り組むこと

が、企業の PR につながっているのかなと感じている。 

 

図表 5-5 株式会社元氣 

会社概要 企業名 株式会社元氣 

所在地 兵庫県小野市 

従業員数 3名 

事業内容 飲食・サービス業 

健康経営に取り組む

きっかけ 

⚫ 健康経営を意識して取り組む以前より人材の定着には力を入

れていた。思想として社員の最大限のパフォーマンスを引き

出せれば顧客にも最大の価値が与えられると考えている。そ

ういった思想を実現すべく、良い人間関係や職場環境の醸成

に取り組んでいる際に健康経営という話を聞き、弊社の思想

に合った取組だと思い、一層力を入れて実施するようになっ

た。 

健康経営推進体制 ⚫ 弊社は正社員 3 名、アルバイトが 19 名いるので、社員 3 名

をアルバイトを含めた健康づくりの担当者として置いてい

る。 

⚫ 具体的な役割分担としては店長が健康経営関連の施策を考

え、副店長がアルバイトに対して発信、社員が具体的な取組

を実行するという流れになっている。申請にあたっての事務

的な業務は副店長が行っている。 

健康経営優良法人へ

の申請動機 

⚫ 健康経営優良法人認定について、アクサ生命の健康経営アド

バイザーに精度を紹介してもらったことがきっかけ。 

⚫ ロゴマークを HP等に記載すればホワイトなイメージがつき、

人材募集につながるのではないかと思い申請することとし

た。 

特徴的な取り組み 【適切な働き方実現に向けた取り組み】 

⚫ 飲食店の労働時間は長いという印象があるだろうが、弊社は

定時労働コース（週休 2日制、8時間/日労働）と残業ありコ

ース（週休は 2 日とは限らない、10 時間/日労働、定時労働

コースより給与は高い）を設けており、個人の要望で選択が

出来るようになっている。 

⚫ あまりに混んでいたり誰かが休んだりした場合には残業とな

ることもあるが、しっかり残業代はつけるようにしているし、

サービス残業が生じやすい飲食店としては珍しい取組だと思

う。 

【コミュニケーションの促進に向けた取り組み】 

⚫ 弊社ではコミュニケーションの促進を目的として、レクリエ
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ーションとしてボウリング大会を開催している。 

⚫ 飲食店ではシフト制をひいていることもあり、なかなか全社

でのイベントを開催することは難しいが、弊社では創業記念

日を一律休みにする等で対応を行っている。 

【受動喫煙対策に関する取り組み】 

⚫ 弊社は飲食店ではあるが、全席終日禁煙としている。喫煙所

は敷地内の屋外に設置しているが、あくまでも顧客用であり

分煙もしっかりしている。 

⚫ 従業員は顧客が見えるところ（敷地内）では喫煙してはいけ

ないという決まりを厳しく定めており、喫煙する際には敷地

外で隠れて吸うように言っていた。 

⚫ やはり社員の健康という観点からして喫煙は避けるべきであ

るし、避けるように言い続けている。その成果もあって喫煙

者の肩身は非常に狭く、今ではそもそも喫煙者がいない状態

である。 

健康経営に取り組む

効果・メリット 

⚫ 従業員の健康が顧客への最大のパフォーマンスにつながると

いう考えから従業員第一を掲げ、取り組みを行ってきた。 

⚫ 認定証を店に掲げることで顧客にも求職者にもホワイトなイ

メージを感じ取っていただけるのではないかと思っている。

これにより、ここで働きたいという人が増えればと期待して

いる。 

⚫ ハローワークの求人票にもロゴマークが記載できるようにな

れば、更に人材募集にプラスに働くのではないかと思う。 

 

図表 5-6 株式会社サンコー 

会 社 概

要 

企業名 株式会社サンコー 

所在地 愛知県豊橋市 

従業員数 19名 

事業内容 食品製造・卸 

健康経営に取り組

むきっかけ 

⚫ 協会けんぽ愛知支部からのメルマガにより、健康経営や健康

経営優良法人認定のことを知った。 

⚫ 健康志向菓子を扱う企業であるならば、自社従業員も当然健

康であるべきという考えは根底にあり、健康経営を始めた。 

健康経営推進体制 ⚫ 健康づくり担当者は代表取締役が担当。次回申請を機に、健康

づくり担当者を新人に任せようと考えており、引継ぎをして

いる。健康づくり担当者の役割は、けんぽメルマガ等で得た健

康に関する情報やセミナー募集告知を従業員に周知する、健

診受診勧奨、レクリエーションイベントや社員旅行企画（具体

的な計画は別の人とも協力して実施）等である。 

健康経営優良法人

への申請動機 

⚫ 豊橋市は市内認定同期が 8 社もあり、健康経営が盛んな土地

柄である。特に市内の信金が健康経営に熱心で、健康経営優良

法人認定申請への誘いを受けた。 

⚫ これまでに、健康志向菓子業界で認定実績がないため、一番乗

りで認定を受けたいと考え申請した。 

特徴的な取り組み 【定期健診受診率（実質 100％）/受診勧奨の取り組み】 

⚫ 市内の専門クリニックが保有する健診車での一斉健診をお願

いしている。一斉健診の日に受診できなかった従業員は、自分

でクリニックに予約を入れて受診するようにしている。 
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⚫ 健康診断結果の読み方がわからないという従業員からの声も

あり、健康経営の推進責任者が、従業員から同意を得たうえ

で、毎年健診結果について従業員に個々にフィードバック、結

果の読み方を説明している。再検査が必要な場合は、この時に

再受診を勧めている。この面談を実施した後、再検査に行った

従業員もいる。もちろん、面談の際には、健診結果についてだ

けでなく、通常の業務のことについても触れている。  

【コミュニケーションの促進に向けた取り組み】 

⚫ 社員旅行は、小さい子どもがいる女性以外は参加している。若

い従業員からも比較的好評で、今年も実施する予定である。今

年度は愛知県内を予定している。旅行は２～３年に１回で、業

績次第で行い、会長の代から実施している。費用は会社負担

で、積み立て式ではない。社員旅行だけでなく、ボーリング大

会も行なっている。 

【適切な働き方実現に向けた取り組み】 

⚫ 期初に有休取得目標を定めたため、その目標達成に向け取組

内容や計画をヒアリングをしている。その中で、期初の有給取

得目標を伝え、有給を取得するよう促している。 

⚫ さほど業務量が多いわけではないが、だらだら毎日出社して

休めていない人に働きかけている。部門長にそれぞれの部下

に何日は有休を取得するように話してもらうことも考えてい

る。 

健康経営に取り組

む効果・メリット 

⚫ 他社からは特段反応はない。ホームページの中のニュース欄

等に記載したが、掲載場所が良くなかったかもしれないとい

う点と、健康志向菓子業界は健康であって当然という考えが

根強いからかもしれない。 

⚫ 自社では無いが、豊橋市内他の比較的大きな認定企業は市民

報に載っていた。また、商工会議所が開いたセミナーで講演も

していたのを見た。 

 

図表 5-7 有限会社雙津峡開発 

会 社 概

要 

企業名 有限会社雙津峡開発 

所在地 山口県岩国市 

従業員数 7名 

事業内容 宿泊業 

健康経営に取り組

むきっかけ 

⚫ もともと健康に対する意識は強く、他の宿泊施設・温泉地より

も健康を打ち出していきたいと考えていた。 

⚫ そんな中、参加したセミナーで健康経営の考え方を紹介いた

だき、特に新たなもの・仕組みへの投資だけではなく今あるも

のをスリム化・効率化することも健康経営の一つの取り組み

方であるという点に感銘し、「YSD（やめる・捨てる・脱却する）

運動」をスタートさせ、健康経営を意識するようになった。 

健康経営推進体制 ⚫ 取組は社長が先頭となり、お金がなくてもやれることを中心

に推進している。 

⚫ 健康経営をどう進めたらいいのかマニュアルがない中で、申

請書・基準解説書にそった取組みをすることで自ずと健康経

営が出来るようになったと感じている。 

⚫ 社内では月に 2 回全員で MTG を実施しており、売上や接客な
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ど業務に関わる話題が多いが、その中でも YSD 運動を徹底し

ようという話をすることで従業員への意識浸透を図ってい

る。 

健康経営優良法人

への申請動機 

⚫ 健康に配慮している旅館なのだということをロゴを使って示

せるということもあり、肩書が欲しくて申請してみようと考

えた。 

特徴的な取り組み 【適切な働き方実現に向けた取り組み】 

⚫ YSD運動とはやめる・捨てる・脱却するの頭文字を取ってつけ

たネーミングであり、弊社が力を入れている運動である。 

⚫ 従業員の高齢化が進み、なかなか慣れたやり方を変える事が

できないという状況の中で、本当に必要な仕事は何なのか、い

らない仕事や仕組みからは脱却しようという信念のもと、業

務全体の見直しを行い、働き方の改善を心がけるようにした。 

⚫ また、社労士の先生にお願いをし、就業規則を見直した。会社

としてコントロールできない事象（お客様の到着が遅れた等）

もあるため、変形労働時間を採用するのが良いのではないか

という結論に至り、就業規則を変更した。 

【定期健診受診率（実質 100％）/受診勧奨の取り組み】 

⚫ 山口県予防保健協会と調整し、近隣の高校職員一斉健診日の

午後に健診車を回してもらっているようにすることで健診を

受けやすい環境を作るようにしている。もちろん、予防保健協

会の一斉健診費用は会社で負担している。 

⚫ 再検査となった従業員がいた場合は、一部費用を会社で負担

することで受診を促そうと考えている。その制度については

口頭で従業員に伝えている。あくまでも健康維持は個人のこ

となので従業員のリテラシーをあげるための働きかけを今後

もしたい。現状は、休憩時間などに個人的に声をかけている。 

【管理職又は従業員に対する教育機会の設定】 

⚫ 弊社施設内で敬老会など向けに健康セミナーを実施してい

る。社外向けが主の目的ではあるが、従業員にも参加してもら

い、教育機会として活用している。 

健康経営に取り組

む効果・メリット 

⚫ まずはロゴマークをもらえたのが何よりもインセンティブ。

景気があまり良くないときに、余暇や嗜好品への支出は減る。

県内でも観光という要素では錦帯橋等に負けており、違う軸

で打ち出せないかと考えたときに健康×宿泊で稼げるプラン

が良いのではと思っている。そういった点をロゴマークでア

ピールできるのはありがたい。 

⚫ まだ活用は出来ていないが、広島銀行や山陰合同銀行などは

健康経営を実施している企業に対するインセンティブを掲げ

ており、魅力的だなと感じている。 

⚫ 認定があることで定期的に自分たちの取組を見直す機会が生

まれるのは良いことであり、それによって企業活動を長く続

けていけるのではないかと思っている。 

 

図表 5-8 株式会社東京堂 

会社概要 企業名 株式会社 東京堂 

 所在地 青森県むつ市 

 従業員数 46名 
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 事業内容 オフィス環境トータルプランニング事業、音楽・英語教室運営事業、

行政指定管理運営受託事業、ｽﾃｲｼｮﾅﾘｰ･ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ雑貨専門小売事業 

健康経営に取り組む

きっかけ 

⚫ 当社は、1947 年に青森県むつ市で個人経営として創業し、

1988年に株式会社になった。創業当初からの雑貨・文具販売

に加え、1965 年からは楽器販売や音楽教室の特約店として

の音楽事業、現在ではオフィス環境提案や福祉施設への介護

用品の販売等、幅広く事業展開している。 

⚫ 2015年から従業員の健康管理に取り組んでいるが、3年ほど

前に、女性従業員ががんを患ったことをきっかけに、従業員

の予防検診等に積極的に取組み、健康管理を強化してきた。

社員が健康でいきいきと働く職場環境を整えることが、急病

者の抑制や人材定着、企業業績につながると考えている。 

健康経営推進体制 ⚫ すべての事業場に健康経営の管理統括者を 1人ずつ設置し、

本社と一体で健康経営を推進している。社内グループウェア

を活用し、全従業員に情報共有しながら全社一体で健康経営

を進めている。管理統括部では、今年（2018 年）の 1月から

毎月テレビ会議も用いて情報共有を図っている。 

健康経営優良法人へ

の申請動機 

⚫ すでに取り組んでいることではあったが、外部評価を頂くこ

とで健康管理と予防に対する意識向上につながるものと考

えた。 

⚫ 申請にあたっては、協会けんぽから情報提供をいただき、既

に実施していた取り組みをベースに一部新たな取り組みを

追加して、健康宣言を行い、それから優良法人の申請を行っ

た。 

特徴的な取り組み 【適切な働き方実現に向けた取り組み】 

⚫ 2017 年 4 月には、従業員のより働きやすい職場環境を整え

るため、各事業所の事業内容に合せ 100通り以上のシフトを

制定し、午後からの出勤や子育て・介護等に合わせたシフト

で、従業員それぞれが働きやすい労働環境の改善を図った。 

⚫ さらに、新たな取組みとして、2018 年 4 月から１時間単位

で有給休暇を取得することを可能とした。これにより有給休

暇の取得推進にもつながり、自身の通院や趣味・習い事、地

域行事への参加など色んな事に自由な時間を充てることで

私生活を充実される事が出来る。従業員の中には、１時間有

給を活用し当社が運営する英語レッスンに通っている方も

いる。 

⚫ また、男性従業員が育児・介護に積極的に参加出来るように、

育児・介護休暇取得にも取り組んでいる。子や孫のための休

暇を制定し、保育園や学校行事にも参加しやすくなった。 

【コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み／運動機会の増

進に向けた取り組み】 

⚫ 下北半島の自然再生の取り組みを行う NPO 法人 GENBU に会

員として登録しており、植樹や海岸清掃のイベントの案内が

年に 4～5 回ある。参加者を募り希望した従業員とその家族

が参加することで交流が生まれている。7月のむつ地区ボー

ト協会主催の市民参加型ボート大会「まさかりレガッタ」へ

は会社として毎年参加している。 

⚫ その他、従業員の運動促進のため部活動を推奨しており、「ま

さかりレガッタ」の他に、今年（2018 年）は「菜の花マラソ
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ン大会」に出場した。また、社内にエアロバイクやランニン

グマシーンを設置した室内トレーニングルームを設けてあ

る。 

【受診勧奨の取り組み】 

⚫ 青森県で男女問わず多い大腸がんの検診を、従業員全員が会

社負担で受診している。また、乳がん・子宮がん検診は各自

治体で受けるように勧奨している。任意検診には検診休暇を

利用してもらっており、再検査時にもこの休暇は活用でき、

出勤扱いとしている。 

⚫ 費用負担等は当社が独自に明文化した「みんなで思いやり・

配慮ルール」に基づき運用。従業員間のコミュニケーション

が活発なので、各従業員の配慮で、時間を調整し問題なく健

診・検診を受診している。 

⚫ 再検査の勧奨については、個々に結果を渡して面談を行い、

受診予定日や受診後の報告をもらうようにしている。 

【受動喫煙対策に関する取り組み】 

⚫ 社内の隔離されたスペースに喫煙場所を設置して完全分煙

を実施。加えて、青森県は男女ともにとても高い喫煙率のた

め、自社独自の禁煙方式「禁煙バトンの取り組み（バトンを

持った人が禁煙スタートを社内で宣言。禁煙成功で、次の人

へバトンを渡すリレー方式）」を行っている。これまでに 4人

成功しているが、残り数名の喫煙者はなかなかバトンを受け

取ってくれない状況。いずれは禁煙バトンを渡し、全員禁煙

を目指したい。 

健康経営に取り組む

効果・メリット 

⚫ 青森県やむつ市など各方面から取材を受け、広報誌や冊子に

当社の取組みが掲載された事で、地元の取引先企業から女性

同士のコミュニケーションについて相談を受けたこともあ

る。自分たちの健康経営の取組みを紹介したり、働き方改革

の提案を行う機会が増えたことで、当社が販売する運動機器

の設置、健康に配慮した机や椅子などのオフィス用品の販売

促進に繋がっている。 

⚫ 健康経営優良法人に認定されたことがきっかけとなり、地元

出身の学生が、卒業後に就職したいと言ってくれるなど、う

れしいこともあった。 

 

図表 5-9 株式会社丸庭佐藤建設 

会社概要 企業名 株式会社丸庭佐藤建設 

所在地 北海道岩見沢市 

従業員数 35名 

事業内容 一般土木工事、建設機械作業治山、ダンプ運搬 

健康経営に取り組む

きっかけ 

⚫ 当社は、北海道美唄市を地元とするインフラ整備事業を手掛

ける㈱岸本組のグループ会社として建築・土木工事・除雪に

関する事業を営んでいる。建設業では、健診を受診していな

いと元請から仕事を受託できない。そのため、健診受診や従

業員の健康管理についてはもともと強い意識を持っていた。 

⚫ 健康経営という言葉や考え方を知ったのは 3～4 年前だった

と思う。協会けんぽから情報提供があり、経済産業省のホー

ムページを確認して勉強した。 
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健康経営推進体制 ⚫ 健康づくり担当者はある程度の権限がないと、再検査の受診

勧奨などの実施率が上がらない。健康経営を推進するにあた

っては、トップダウンで実施することは非常に効果的である

と感じている。実際に当社では、専務取締役と事務が健康づ

くり担当者として推進している。 

⚫ グループ会社である岸本組とは、現時点では別々に取り組み

を進めているが、今後両社の良いところそれぞれ取り込んで

いけたらと考えているところ。 

健康経営優良法人へ

の申請動機 

⚫ 建設業は、経営審査や ISO 取得等、義務付けられる認定が他

にもある。昨今の社会的な流れを考えると「健康経営優良法

人認定も取得したほうがいいのではないか？」と考えたこと

が申請の動機。 

⚫ 健康経営優良法人認定制度の申請項目を確認したところ、こ

れまで取り組んできたことで申請できると感じたため自然

と申請するに至った。 

特徴的な取り組み 【適切な働き方実現に向けた取り組み】 

⚫ 当社の現場作業員は 50代以上の従業員が 60％程度を占めて

いて、従業員の年齢も上がってきているため、しっかりと休

みを取得してもらい心身共にリフレッシュして業務に取り

組んでもらいたいと考えている。そこで、リフレッシュ休暇

の取得率向上に向けて、全員の仕事・講習の状況を踏まえて、

休暇取得日程を専務取締役自ら調整している。 

⚫ 現場では、工程表に沿い作業を組み立てる。休暇取得日程の

調整でも同様に、一人ひとりに予定や希望を聞きながら、現

場で使っているような休暇工程表を作成して、それぞれが希

望どおりに休みとってもらえるように調整を行っている。 

【コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み】 

⚫ 閑散期である 5～6 月に協力会社の従業員も含め、年度方針

の共有や会社同士の交流の場である「丸友会」という交流会

を開催。今年（2018 年）はボウリング大会を実施した。この

ような交流会への参加は、勤務として認定しており、原則全

員に参加してもらえるように声かけを行っている。 

⚫ 当社は、2017年に岸本組のグループ会社となった。今後、社

内に留まらず、グループ会社間でのコミュニケーションを図

るような取り組みを進めたいと考え、検討しているところ。

丸友会という名称は変わるかもしれませんが、継続的に従業

員・会社同士の交流機会を作っていきたいと考えている。 

【定期健診受診率（実質 100%）】 

⚫ 以前は、近隣の病院に定期健診をお願いしていたが、1日の

受入れ人数に制限があることなどもあり、困っていた。そこ

で、今年度（2018 年度）からは少し離れた評判の良い病院に

お願いすることにしている。距離が離れていることもあり、

検診車に来てもらい、当社の 2 階会議室で一斉に健診を実

施。健診受診については、古くから徹底して取り組んできて

います。受診日は、現場の仕事の状況を加味して日程を決め、

その日は仕事を中止してでも必ず受診するように、専務取締

役が各現場に依頼している。 

⚫ 当社では従業員が施工管理と現場作業員を兼ねるため、1日

でも休まれると本当に困ってしまう。こうした事情もあっ



 

100 

て、健診受診・再検査受診を徹底すべく、専務取締役が一人

ひとりに口を酸っぱくして受診するように言っている。 

⚫ 建設業は一人親方企業も多い状況である。こうした企業では

人手が足らず健診受診の徹底ができていない。ジャストアイ

ディアではあるが、当社の 2階会議室での健診を取引先他社

の従業員でも受診できるようにすると当社にとっても協力

会社にとっても良いかもしれないと感じている。 

健康経営に取り組む

効果・メリット 

⚫ 健康経営優良法人に認定されたことで、近隣の企業から「ど

んな認定なの？」と興味をもって話しかけられることがあ

る。 

⚫ 2018 年 5 月には、北海道庁の空知振興局が主催する「南空

知地域・職域連携推進連絡会」セミナーで取り組み内容を紹

介した。岩見沢市や協会けんぽ、三笠市の商工会議所も出席

しており、継続的に、これらの団体からも当社の取組みをア

ピールする場を頂けている。 

 

図表 5-10 明大工業株式会社 

会社概要 企業名 明大工業株式会社 

所在地 大分県別府市 

従業員数 40名 

事業内容 工事関連、地質調査関連、3次元計測 

健康経営に取り組

むきっかけ 

⚫ 働き盛りの従業員にがんが見つかったことがきっかけとな

り、健康経営という言葉が出てくる 8～9年前から同様の取り

組みを始めてきた。その当時も健康診断等を行っていたにも

関わらずそのような結果になってしまったことを重く受け止

め、健康診断をさらに充実させることで疾病を早期発見でき

るよう検討を始めた。 

⚫ 建設業という職業柄、現場の事故・交通事故防止のための安全

には常日頃から取り組んでいる。併せて、病気の予防にも取り

組むようにしている。 

健康経営推進体制 ⚫ 取り組みの推進は、総務部と管理室が中心となって行ってい

る。安全衛生推進者からは社員向けにメールで情報発信をし

ている。その他、毎朝の朝礼で体操をするなど、健康行動の呼

びかけも行っている。 

⚫ 社員のほとんどは技術者（工事現場における管理者・現場監

督）であるため、自分自身の健康管理だけでなく、現場の建設

技能者への呼びかけも合わせて行うよう指導している。 

健康経営優良法人

への申請動機 

⚫ 協会けんぽからの紹介がきっかけで健康経営優良法人に申請

した。「健康経営優良法人 2017」と「健康経営優良法人 2018」

に認定されているだけでなく、大分県の「健康経営事業所」に

も認定されている。 

特徴的な取り組み 【受診勧奨の取り組み】 

⚫ 大分県中部地域産業保健センターの制度を利用し、健康診断

の総合判定が 3 以上の社員に対して、産業医からの意見聴取

を行っている。この制度については、センターの講習や講演

会、また県で開催される大分県産業安全衛生大会等での情報

提供を通じて知った。 

⚫ 総務部が産業医と面談し、社員の指導事項をまとめ、その後聞
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き取りと記録を行う。個人情報保護の為、社長にこの役割をし

てもらい、社長が面談やメール送信を個別に行い、医師の指示

内容だけでなくその後の体調など経過状況を半年かけ把握し

ている。 

【運動機会の増進に向けた取り組み】 

⚫ 藤澤社長が就任した 3 年前からラジオ体操を毎日実施してい

る。建設現場では、以前より毎日体操することが当たり前です

が、当初は本社では実施しておらず、体を動かす機会が少なか

ったため、本社においても毎日実施することにした。みんなで

顔を合わせて話す機会が増えた。 

⚫ その他にも、大分県主催のウォーキングイベント「歩いて健康

№1決定戦」に参加したことをきっかけに従業員がウォーキン

グに夢中になり、様々なウォーキングイベントに参加するよ

うになった。 

⚫ 現在は、大分県の取り組みである健康アプリ「おおいた歩得

（あるとっく）」を使用し、日々ウォーキングに励んでいる。 

【コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み／運動機会の増進

に向けた取り組み】 

⚫ 平成 26年より毎年、大分県主催の事業所対抗ウォーキング企

画に参加。第 1 回、第 2 回は優勝することができた。県内の

有志が集うチーム対抗戦ということもあり、皆で一致団結し

て盛り上がるイベントである。メンバーの日々の歩数を社内

で公開し、社内でも競い合っていた。 

⚫ 非常に影響力のある企画で、優勝を目指すプレッシャーで、逆

に参加のハードルが上がってしまっていないか心配になるほ

どの盛り上がりだった。あくまでも、イベントに参加すること

で、楽しみながら日頃の運動を習慣づけることが目的なので、

イベントの意義を社員に説明し、強制することなく本人の自

覚と自主性を大事にしている。 

健康経営に取り組

む効果・メリット 

⚫ 健康診断後のフォローにより、運動や食事制限等の実施を従

業員に自主的にしてもらえるようになり、効果を実感してい

る。 

⚫ 「事業所対抗戦」参加メンバーではない社員も 朝早く会社

に来て就業前に歩いたり、お昼休みに歩いたりと健康づくり

に対する意識が高まりつつあるように感じている。 

 

 

図表 5-11 ミタニ建設工業株式会社 

会社概要 企業名 ミタニ建設工業株式会社 

所在地 高知県高知市 

従業員数 167名 

事業内容 総合建設業 

健康経営に取り組む

きっかけ 

⚫ 健康経営を知ったきっかけは、県の冊子を拝見したこと。それ

をきっかけに担当者を中心に健康経営に関する調査を始め

た。 

⚫ 一方で、社長が「従業員の健康は仕事の基盤」と考えていたこ

ともあり、健康に関する取り組みを推進したいと社内に発信

したことがきっかけとなり、健康経営の取組がスタートした。 
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健康経営推進体制 ⚫ 総務部 5 名と安全環境対策室室長の 6 名が健康づくり担当者

となり、総務部次長を統括して、従業員への普及含め健康経営

の推進を担っている。本社以外にも現場はあるが、健康づくり

担当者は本社勤務者が担っており、現場勤務の方々には適宜

フォローを行っている。 

健康経営優良法人へ

の申請動機 

⚫ 健康経営の取り組みが、社内で回っていくための歯車となる

ことに期待をして、健康経営優良法人認定を取得しようと考

えた。 

⚫ 申請にあたって、何か特別なことをしたわけではなく、それま

での健康経営に関する取組みを単に書類にまとめただけであ

る。土健保からは申請に関わる情報提供という形でサポート

してもらった。 

特徴的な取り組み 【コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み】 

⚫ 社長と誕生日月の従業員による懇親会は、社長の発案で開始

した。社長が、各従業員の話を聞いてコミュニケーションを取

りたい、と考えたのが取り組みが始まったきっかけである。当

日は、社長自ら誕生日会会場をアレンジし、参加する従業員の

接待を行うのが社長の役目である。 

⚫ 業務等の理由で、すべての従業員が出席できているわけでは

ないが、欠席された方には次の月に声掛けを行って出席して

もらっている。 

【コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み】 

⚫ 健康に関する社内新聞を発行している。例えば、社内で設けて

いる「ダイエット応援制度」の情報発信をしている。この制度

は、4か月で 5kg以上の減量目標を達成できれば、社長のお気

に入りである「いきなりステーキの食事券 1 万円分」がプレ

ゼントされる。 

⚫ 他にも、喫煙率を下げるための取り組みとして、禁煙補助制度

を 2パターン紹介している。従業員の希望により、「成功率の

高い禁煙外来コース」、「成功率の低いセルフケアコース」を設

けており、 「成功率の高い禁煙外来コース」 により高額な補

助を提供している。発行は 2か月に 1 回で、2018 年 9 月に第

一号を発行した。 

【50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施】 

⚫ 50 人未満の事業場ながらストレスチェックを実施している理

由は「現場所長等、ストレスのかかる仕事であるので、事業場

の規模に関わらずストレスチェックを実施した方が良い」と

判断したためである。 

⚫ 社員に調査票を配布し、チェックは近隣の病院に委託してい

る。委託先の選定は当社で実施した。 

健康経営に取り組む

効果・メリット 

⚫ 社内でアンケートを実施すると社員の健康への意識が変わっ

てきていると感じる。また、当社での健康に関わる取り組みが

高知新聞に取り上げられたり、社長が対外的に健康に関する

取り組みを発信することも、社員の意識が変わるきっかけに

なっている。また、これらの対外的な活動をきっかけに、他の

企業からも注目してもらっていると感じる。 

⚫ 高知県建設工事競争入札参加資格審査において、2018 年 4 月

から入札加点（地域点数の項目）になっていることもインセン
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ティブの一つだろう。ワークライフバランスに関する 5 つの

取り組みのうち一つでも対象になれば加点となる制度で、そ

のうちの一つが「健康経営」という仕組みである。 

 

図表 5-12 ユーシン建設株式会社 

会社概要 企業名 ユーシン建設株式会社 

 所在地 富山県砺波市 

 従業員

数 

10名 

 事業内

容 

一般土木工事・舗装工事・とび、土工工事・建築工事 

健康経営に取り組む

きっかけ 

⚫ 以前より、従業員の健康管理に注目しており、平成 12 年より、

月に 2 回、全従業員で 2 キロ歩きながら道路上のごみを拾う

運動を続けてきている。 

⚫ 当社が所属している全国土木建築国民健康保険組合(以下、

「どけんぽ」という) から、この運動は健康経営の取り組み

に当てはまると教えてもらい、土健保の健康宣言事業に参加

を勧められたのが、健康経営を意識したきっかけ。 

健康経営推進体制 ⚫ 健康づくり担当者は代表取締役が担っている。その補佐的な

役割を総務部長が担い、具体的な健康経営施策の遂行を進め

ている。上記の２名で、どけんぽが主催する健康経営関連の

セミナーに頻繁に参加し、健康経営についての情報収集を行

っている。 

健康経営優良法人へ

の申請動機 

⚫ どけんぽから勧められ「健康宣言」事業に参加。会社内で健康

経営を推進していこうと、いろいろ調べる中で、健康経営優

良法人という認定があることを知った。 

⚫ 富山県内では「健康経営優良法人 2017」の初回認定法人がな

かったため、「まず自分たちが取り組もう」と考え申請するこ

とに決めたという流れ。 

⚫ どけんぽ主催のセミナーに参加した際、「健康経営優良法人

2017」に認定されていた福井県の企業と知り合い、様々な健

康経営の取り組みを聞き、勉強させてもらった。また、当社の

取り組みが健康経営に該当するか等もアドバイスをもらっ

た。 

特徴的な取り組み 【食生活の改善に向けた取り組み／コミュニケ－ションの促進に

向けた取り組み】 

⚫ 工程会議という全従業員が集まる社内会議がある。その会議

の後に開催しているおやつタイムで、健康な食生活に関して

学んでいる。これまでの取り組み内容としては、塩分過多が

健康に与える悪影響や茶の健康成分についての勉強会、勉強

会後のドーナツのカロリー当てゲーム、ヘルシー昼食の試食

など。 

⚫ この会で「飲料１缶に何個の角砂糖が含まれるか」について

調査を行い、缶ジュースを飲むことで大量の糖分を摂取して

いることを学んだ。その結果を踏まえて、自販機のメニュー

も無糖コーヒーや、低脂肪・低糖・水・お茶をメインとしてほ

しいという要望を自販機設置会社に依頼し改善を進めてい

る。 
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⚫ その他には、慰安旅行を実施し、こんにゃく作りを体験。こん

にゃくはヘルシーな食材であり、これも食生活改善の一助と

なった。慰労会では野菜メニューを豊富に盛り込むよう店に

頼んでいる。 

【定期健診受診率（実質 100％）／受診勧奨の取り組み】 

⚫ 健康診断は、巡回検診日に従業員全員が一斉に受診。今年

（2018年）は腫瘍マーカーのオプション検診（3000 円くらい）

も会社負担で実施してもらった。 

⚫ 要再検査・精密検査となった従業員には有休を取得してもら

い、再検査を受けてもらっている。建設業は一人欠けると現

場に影響が出る。それでも、再検査はきちんと受診してもら

いたいという考えで、総務部が現場監督にかけあい、有休を

取得しやすくする環境を整備し、再検査を受診するように促

している。 

【適切な働き方実現に向けた取り組み】 

⚫ 業務が忙しい時期もあるが、従業員が互いに助け合いながら

連続休暇を取得するようになってきた。2017 年には、有給休

暇取得率が前年比 10％アップを達成。 

⚫ 年次有休とは別に、誕生日前後で取得できるアニバーサリー

休暇（これも有給休暇扱い）も設けており、前年度は全員が取

得した。 

⚫ また、昨年度までは月に１回ノー残業デーを設定していた。

今年は、残業時間削減の取り組みが従業員に浸透してきたた

め、ノー残業デーの設定はしていないが、従業員が自主的に

帰宅するようになり、早帰りの意識が根付いてきていると感

じている。 

⚫ 富山県が進める「イクボス企業同盟とやま」の研修会にも参

加している。（※育ボス・イクボス：部下の育児参加に理解を

示し、積極的に支援する上司） 

健康経営に取り組む

効果・メリット 

⚫ 工業高校からのインターン生を受け入れた際に、健康経営の

取り組みを紹介し、興味を持ってもらえた。若い人の離職率

を減らす効果には期待している。また、２つ内定を取った求

職者が、就業説明が入った封筒に健康経営優良法人のロゴマ

ークが掲載されていたのを見て、そちらに入社したという例

を聞いたことがあり、このような効果も期待しているところ。 

⚫ 健康経営の取り組みとして、地域でのゴミ拾いや食生活の勉

強会を積極的に進めていることが富山テレビに取り上げられ

るなど、認定を受けることによって、地方の中小企業である

当社の名が全国に知れわたったことは大きなメリットだと感

じている。 

⚫ その他、健康経営優良法人に認定されていない同業者や取引

先から、健康経営優良法人について聞かれることが増えた。

その際には申請は大変だがやりがいがあり、楽しく、職場の

コミュニケーション促進にも役立っていると勧めるようにし

ている。 

 

図表 5-13 株式会社資生堂 

会社概要 企業名 株式会社資生堂 
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 所在地 東京都中央区 

 事業内容 化粧品事業、レストラン事業、小売り事業他 

資生堂グループ全

体での健康経営の

取り組み推進 

⚫ 資生堂グループとして従業員の健康に対する方針を明示的に

打ち出したのは、2007年の健康管理基本方針。「心と身体の健

康をめざして」という冊子として全社員に配布した。この取

り組みのきっかけは、BC職（Beauty Consultant、販売員）向

けに健康に関する情報発信媒体がなかったため、冊子という

形態をとった。現在は、BC 職向けにも iPad で情報提供は行っ

ており、人事部の社内 HPに情報を毎月更新している。 

⚫ 当社での健康経営は、「健康」ではなく「美しい生活習慣」を

キーワードに取り組んでいる。その方が資生堂っぽくて馴染

むと考えている。 

⚫ グループ会社への発信・意識共有は、2ヵ月に 1度開催される

「人事担当管理職会議」を通じて実施している。もともと、グ

ループ各社の人事担当社員は（株）資生堂で採用された方で

仲間であるため、意思疎通はしやすい環境にある。各社の従

業員には通達で発信もしている。 

⚫ 生産・研究開発が主の（株）資生堂とマーケ・販売が主の資生

堂ジャパン（株）の 2 社はほぼ一体で動いており、この 2 社

が社員の大半を抱えているため、全体への徹底は比較的容易

と考えている。資生堂ジャパンには 70拠点あるが、各拠点の

人事担当が集まる会議が人事担当管理職会議の翌日に別に実

施されているため、拠点数が多くても情報共有は徹底しやす

い。 

「女性のための健

康管理」の取り組

み 

⚫ 女性に特化した取組みは、あえて公表していないが、10年前

から「女性のための健康管理」を健康管理基本方針の柱の一

つに掲げている。 

⚫ 当社には比較的細い女性が多く、販売という性質上腰痛も多

く、女性の健康課題全般というよりも、当社で働く女性特有

の課題に取り組んでいる。取り組んでいる健康課題の中で、

貧血を例にとるとリテラシー向上を目的にフェア・セミナー

を実施しており、その中で当社の健康食品（ロージィ）を紹介

するようなことも行っている。フェア・セミナーは全国の事

業所を回って行っており、別途 e-learning での教育機会も提

供している。 

健診・オプション

検診を受けやすく

する仕組み 

⚫ 健診とオプション検診を同時に web で申し込めるような仕組

みを構築している。また、健診とオプション検診を同じ日に

受けられるようにしている。 web 上で、従業員が行きやすい

健診施設を選択すると、受けることができるオプションメニ

ューが分かるようになっている。 

⚫ 同日にオプション検診も受診できるようにした元々の発想

は、店頭スタッフが 2 日間休むことになってしまうと現場が

回らなくなる、ということだったが、結果的に「受けやすい環

境作り」につながっていると考えている。 

⚫ オプション検診は費用補助を行っており、検査によっては自

己負担なしで受けることができる。女性特有のがん（乳がん、

子宮頸がん等）に関する取り組みも手厚くする方向で検討し

ているところであり、がん検診も補助の対象となっている。 

⚫ あわせて、管理職からの受診勧奨といった地道な取り組みも
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あり、結果的に定期健診受診率は 99.9%を達成している。 

育児と仕事の両立

をしやすい環境づ

くり 

⚫ 社員の育児時間取得にあわせて、「カンガルースタッフ」と呼

ばれる非正規社員を採用している。社員が育児時間を取ると、

他の社員の負担が単純に増加してしまうため、その現場を応

援する意味で取り入れた仕組みである。1 人 4 時間育児時間

を取ると、カンガルースタッフ 2 名を採用することが許可さ

れている。カンガルースタッフの賃金は、育児休業などで休

んでいる社員の賃金が財源となっているため、時給は約 2,000

円程度と高額になる。そのため、カンガルースタッフの採用

募集には、学生だけでなく主婦の方からの応募も増えてきて

いる。 

⚫ カンガルースタッフには事前に 50 時間研修を行うが、50 時

間でカバーできる範囲の仕事しか任せない。BC職が他のお客

様の対応をしている“間“を繋いだり、バックヤードの仕事

（掃除など）、商品の棚出し等に取り組む。 

⚫ カンガルースタッフの仕組みはコストがかかることもあり、

他メーカーでは追随できていない取組である。 

⚫ 当社の男性社員は、研修等の成果もあり、男性が育休を取得

することにも理解がある。一方、当社の女性社員と他社で勤

務する男性社員という組み合わせの夫婦であると、「育休を取

得するのは女性側」になってしまっていることには問題を感

じている。 

社内での発信方法

の工夫 

⚫ 社内で健康経営について話す機会は多く、若手社員向けの研

修でも話している。聞き手の年代や性別でも話し方を変える

ことで「自分ごと」として捉えてもらっている。例えば若い方

には”健康”を押し出すよりも、”働き方改革”の文脈で話を

したほうが響きやすいと感じている。 

 

図表 5-14 社会医療法人財団董仙会 

法人概要 法人名 社会医療法人財団董仙会 

所在地 石川県七尾市 

事業内

容 

医療・介護サービス 

健康経営に取り組

むきっかけ 

⚫ 1994 年頃経営が厳しくなって業務の見直しをしたところが始

まり。看護師など院内で働く専門職の”本来の”コアミッショ

ンを定義し、なぜミッションを全うできないのか理由を掘り下

げ、医療材料・医薬品の在庫管理業務に非常に時間をかけてい

ることなどが明らかになった。在庫定数を設定するなど改善を

試みたが、本来業務ではないことに時間をかける点から業務負

荷以上の負担を感じる職員が多かったようで、中々効果がみら

れなかった。 

⚫ 色々と策を模索する中で、海外で取り入れられていた SPDの導

入を皮切りに、予約受付・書類の作成・管理等を手掛けるけい

じゅサービスセンターの導入などのサービス改革を進めてき

た。 

⚫ こうした改革により、各専門職が本来業務に集中し、本来業務

以外のことを他のメンバーに任せることで、地域での雇用と一

人ひとりの働きがいを生み出すことにつながり、人材の流出防
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止・雇用だけでなく、本来業務以外のことに携わることのスト

レスが緩和され心の健康、身体の健康に繋がっている。 

また、本来業務に邁進するために職員の心と身体の健康づくり

にも取り組んでいる。 

健康経営優良法人

への申請動機 

⚫ 当法人では、1,000 名以上の職員が働いており、一人ひとりに

まで、本部がどんな取組をしているかを伝えることはなかなか

難しい。そのため、一つの手段として外部評価の取得を活用し

ている。健康経営に関しても同様で、ホワイト 500 に選ばれた

ら、職員もこの職場で働くことに誇りを持ってもらえるのでは

ないかと考え、申請にチャレンジした。 

⚫ 当会では、拠点は複数あるが、利用者も複数拠点を利用されて

いるケースが多く、日常的に違う拠点の職員とやり取りするこ

とが多い。また、企業の基本理念として「職員の健康と幸せ」

を位置づけており、目標管理制度にも組み込み、拠点が複数で

あっても、同じ理念を持って働けるようにしている。 

特徴的な取り組み ⚫ 注力課題としてメンタルヘルス不調等の早期発見と未然防止

に取り組んでいる。具体的には、ストレスチェックの受検率向

上を目指している。現在、受検率は 90％程度まで上がってきて

おり、チェックを受ける意識が定着し始めている。問題がある

部署があれば、本部の方で原因の深堀とフォローにあたるよう

にしている。問題がある部署があれば、本部の方で原因の深堀

とフォローにあたるようにしている。 

⚫ 2017年 9月から、健診結果やレントゲン画像、受診時のカルテ

情報等もみることができるカルテコを導入した。2018 年度から

全職員が健診時の採血検査を受けるようにしており、カルテコ

で結果を見ることができるようにしている。このことにより、

健康に関する情報は自分のモノという意識が芽生え始めてい

ることもチェックを受けることが当たり前という意識の醸成

にもつながっているのかもしれない。 

⚫ 基本理念として「職員の健康と幸せ」を掲げている。基本理念

は、単年度計画よりも上位として位置づけており、この理念を

実現するために、バランススコアカードという手法を用いて、

職員の健康と幸せの実現に向けた具体策を各部署で策定し推

進している。 

⚫ 年に 2回 TQM（Total Quality Management）発表大会を実施し、

各部署で設定した具体的なテーマの進捗を報告し合っている。 

冒頭に理事長より、基本理念や今年度のスローガン(2018年度：

『創れ！恵寿バリュー』)を改めて共有している。業務をストッ

プすることはできないため、毎回全員参加とはいかないが、350

人ほどが参加。 

⚫ もともと透析センターだった場所を、Keiju Innovation Hub と

してリノベーションし、職種別研修や職員が議論をすることが

できる場として整備している。正確な利用率はわからないが、

職員同士のコミュニケーション促進にかなり活用されている

と聞く。 

健康経営に取り組

む効果・メリット 

⚫ 実際に、新聞などで（当会の）健康経営に関して取り上げられ

た記事を読んだ職員から、「こんな取組をしている職場で働け

てうれしいです」という声をかけてもらったこともある。 
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⚫ リクルートへの効果は一番期待している。労働集約的な要素が

強い業種でもあり、良い人材を確保し、定着率を維持したい。 

 

図表 5-15 ロイヤルホールディングス株式会社 

会社概要 企業名 ロイヤルホールディングス株式会社 

 所在地 福岡県福岡市 

 事業内容 外食・食品・ホテル業 

健康経営に取り組む

きっかけ 

⚫ 目の前のことに取り組んでいることで、結果的に健康経営に

結びついたと認識している。健康診断を定着させようとした

取組みが、最初の活動になるだろう。23 の持株会社が今の

体制になったのが 2011 年で、当時の人事部長（営業出身）

が、「健康診断業務がどうなっているか？」という疑問を投

げかけたことがきっかけであった。その時に藤田氏に声がか

かり、福岡から東京に転勤してきて、健康診断業務にあたる

ことになった。 

⚫ 当初は健康診断業務というのは気乗りしなかったが、まずは

関係者にヒアリングをすることから始めた。社内の関係者か

らヒアリングを始めたが、健診業務について誰も語れる人が

いないということが判明した。当時は健診機関（日本予防医

学協会）に委託しており、健保組合が契約を結んでいた程度

で、社内でこれといった業務を行っていなかった。 

⚫ その後の取組みとして、健診のプロセスを一から見なおし

た。当時、経営に諮る形で、社長に取締役から都度説明を行

っていた。結果、経営が健診に興味を持ってくれることとな

った。その後、労働組合、健保組合、健診機関等各ステーク

ホルダーとの関係性を見直すプロジェクトが始まり、労力は

かかったがカスタマイズされた「ロイヤル健診」を作るに至

った。 

⚫ 健保とのコミュニケーションが円滑になったきっかけは、こ

の健診を見直すプロジェクトである。 

健康経営推進体制 ⚫ これまでは産業医の独自性に活動を任せていたが、全国の産

業保健体制を見直し、契約産業医 3拠点、産業医をカバーす

る保健師が 6拠点（3拠点との重複あり）の体制を全国に持

つことになり、健診のフォローアップができるようになっ

た。 

⚫ グループ各社には業務管理責任者が、健診の受診勧奨等を行

っている。彼らの業務は健診業務だけではなく、管理部門が

兼務する形になっている。本社の人事部には 3名の健診担当

がおり、同様に他の業務との兼務で実施している。 

健康経営優良法人へ

の申請動機 

⚫ 当社のこれまでの取り組みが第三者にどう評価されるもの

なのか関心を持ち、DBJの健康経営格付けに申請を行い、結

果 2つ星をいただいた。そのことで、健康経営を強く意識す

るようになり、健康経営優良法人への申請につながった。 

⚫ 健康経営優良法人の認定を受けるハードルは高いと感じて

いるが、健康経営の推進に対するモチベーションになれば、

という思いで申請している。 

特徴的な取り組み ⚫ 労働時間に関しては、毎月時間外労働をチェックしており、

全取締役、全管理責任者、全社員に発信をしている。何が悪
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くて長時間労働が発生していて、どう改善していくのか、と

いうことを積極的に働きかけている。一方で、業務の性質上、

目の前のお客様に対応してしまうため、なかなか長時間労働

に対する意識を変えることが難しいという問題もある。そこ

で、24時間営業をやめたり、定休日を設けたり、という対応

を行っている。これにより、売上が減るという事にはなって

いない。 

⚫ その理由の一つとして、生産性向上に対する取組を行ってい

ることが考えられる。例えば、サービスに対してホスピタリ

ティ等で付加価値をつけたり、IT を駆使した実験店舗を導

入したり、等の活動の積み重ねが寄与している。 

⚫ 実験店舗では、例えば現金決済を廃止したり、セントラルキ

ッチンを設けたり、と IT を駆使した業務効率化を図ってい

る。現金決済を廃止することで、これまでかかっていた収支

業務が短縮化された。また、セントラルキッチンで製造した

食品を、パナソニックと開発したマイクロウェーブオーブン

で店舗で温めて提供している。 

⚫ 他に、店長のテレワーク制度も働き方改革の一環として導入

している。店長業務の事務仕事は PC があればできるものの、

現場はなかなか事務仕事がやりづらい環境（例えば、狭すぎ

る）であることもあり、テレワークで効率化されることが期

待されている。今は 1名を対象に導入しているが、上手く行

けば将来的に横展開していきたいと考えている。 

⚫ 女性の従業員向けの活動として、なでしこプロジェクトを実

施している。女性活躍というよりも、女性定着を目指したプ

ロジェクトである。各社女性 1名ずつを出してもらってプロ

ジェクトを進めており、来年 1月から試行的に、短時間正社

員制度（週休 3日等）を取り入れる予定である。 

⚫ また、これまで、乳がん検診を一般検診車で実施していたが、

受ける人が少ないという問題があった。経営に報告した所、

マンモ車の導入が決まった（集団検診を実施している事業場

で導入されている）。シフトで動く従業員が多く、マンモ検

診は時間がかかることもあり、行きたくてもいけない・行く

のを躊躇う状況にあったが、各現場のトップが受診を指示す

るようになり受診率は大きく改善し、女性社員に向けた健康

経営施策の実行率も高まった。 

健康経営に取り組む

効果・メリット 

⚫ 他社から「事例を教えて」と聞かれる機会は多い。健康経営

に取り組むことで、企業価値が上がったという印象を持って

いる。また、業界内でも情報共有を行っている。当社の健保

以外に、すかいらーく、マクドナルド、スターバックス、ニ

トリ、等の小売業界 6社で 6社会という会で集まる機会があ

り、健康経営に関する事例共有などを行っている。 

⚫ 採用活動の際には健康経営に関するアピールは行っている

が、数字で目に見える効果は未だ見えてきてない。ただし、

採用予定人数を確保できた、という成果はある。 
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6 健康経営の実践による企業価値等の向上に関する調査 

6.1 健康経営の売上高営業利益率への効果 

健康経営の実施（従業員の健康リスクの低減）が従業員のプレゼンティーイズム、アブセ

ンティーイズムの低減（生産性損失の低減）に資することが経済産業省委託調査により示さ

れているが、従業員の生産性損失低減の結果が企業業績にどのような効果をもたらすのかを

定量的に示した研究は未だ少ないと考えられる。 

本調査においては、健康経営と企業価値との相関・因果関係を明らかとすることを目的に

健康経営の実践が企業価値の各種指標にどのように影響するのかについて調査を行った。 

 

6.1.1 売上高営業利益率の業種相対スコア 分析方法 

売上高利益率の分析の前提として、リーマンショック以降に増収増益企業が増加した為、

健康経営銘柄を含むすべての売上高営業利益率が上昇しているかのような景気の上向きトレ

ンドを反映してしまう可能性がある。同様に業種全体の業績が良好な場合においても、トレ

ンドが反映する可能性はあるだろう。 

そこで、業種内相対で利益率の上昇・低下を観測する。類似するビジネスを展開する同業

他社の中で、健康経営を推進した企業の利益率が相対的に高いか低いかを把握する『業種相

対スコア』を用いる。 

売上高営業利益率の『業種相対スコア』を算出し、利益率の業種相対変化を把握する。(0

が業種平均、正に乖離するほど業種内で高い利益率、負に乖離するほど業種内で低い利益率

になる) 

業種相対スコア=(𝑶𝑷𝑴−OPM)/σOPM 

※𝑶𝑷𝑴=売上高営業利益率、 OPM =売上高営業利益率の業種平均、 

 σOPM＝業種内の売上高営業利益率の標準偏差 

 

また、健康経営開始前後の売上高営業利益率変化の検証にあたり、健康経営を始めた年を

起点（０）とした前後最長 5 年間（MAX±5）の売上高営業利益率を『業種相対スコア』で観

測し採用前後の最長 5年間の平均値を算出した。（図表 6-1参照）売上高営業利益率を『業種

相対スコア』で捉えることにより、同業他社と比較した売上高利益率の相対的な高低を把握

することができる。 
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図表 6-1健康経営開始前後の売上高営業利益率変化の検証方法 

 

 

 

6.1.2 売上高営業利益率の業種相対スコア 分析結果①全体傾向 

分析の結果を以下に記載する。サンプル数は以下の通り。健康経営採用前(最長 5年間平均)

と採用後(最長 5年間平均)では、スコアは-0.03 から‐0.01 に改善。有意検定では両側 95％

信頼区間の範囲に収まる。 

図表 6-2データサンプルの状況 

 

図表 6-3売上高営業利益率の業種相対スコア変化における統計的優位性検証 

 

 

採用前 採用後

- + 33 6.9%

- - 262 55.2%

+ - 30 6.3%

+ + 150 31.6%

242 50.9%

233 49.1%

475 100.0%

業種相対の営業利益率スコア符号

合計サンプル

銘柄数 比率

採用後＞採用前

採用後＜採用前

採用前 採用後

平均 -0.03 -0.01

分散 0.62 0.69

観測数 475 475

プールされた分散 0.65

仮説平均との差異 0.00

自由度 948

t -0.39

P(T<=t) 片側 0.35

t 境界値 片側 1.65

P(T<=t) 両側 0.69

t 境界値 両側 1.96
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売上高営業利益率を正と負で分けたところ、正（図表 6-4）の傾向線の傾斜 y=1.007Ｘ、負

（図表 6-5）の傾向線の傾斜 y=0.9277Ｘ。利益率が相対的に悪かったグループの改善度は高

い傾向があった。 

 

図表 6-4健康経営の開始前後で売上高営業利益率が正を示すサンプルユニバースでの 

傾向線 

 

 

 

図表 6-3～図表 6-5 注：健康経営を始めた時点を 0とした前後最長 5年以内の売上高営業

利益率の業種平均スコアの平均値、健康経営を 5 年以内開始した場合や開始 5 年前以降で上

場した場合ではデータが欠損する 

出所：Bloomberg より MUMSS 作成 

 

健康経営を開始する前の最長 5 年以内では、売上高営業利益率の業種相対スコアは負を示

し、業種相対で利益率が悪い状況であることを反映している。対して、健康経営を開始した

後の最長 5 年以内は、2 年後や 3 年後で業種相対スコアは正を示し 5 年後には高い正の値を

示している。（図表 6-6） 
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y = 0.9277x
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図表 6-5健康経営の開始前後で売上高営業利益率が負を示すサンプルユニバースでの

傾向線 
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図表 6-6 健康経営開始前後の最長 5年以内の売上高営業利益率の業種相対スコア 

 

注：健康経営を始めた時点を 0 とした前後の最長 5 年以内の売上高営業利益率の業種平均ス

コアの平均値、5年前より後に健康経営を始めた場合はサンプルとして扱わない 

出所：2018 年度健康経営度調査、Bloombergより MUMSS作成 

 

6.1.3 売上高営業利益率の業種相対スコア 分析結果②業種別分析 

業種別に分析すると、殆どの業種で売上高営業利益率は向上している。不動産、機械、

情報通信・サービスその他、金融(除く銀行)、電気・ガスでは、効果が確認できない。売上

原価における為替や商品相場と連動する要因が大きい事が考えられる。（図表 6-7） 

 

  

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

5
年

前

4
年

前

3
年

前

2
年

前

1
年

前 0

1
年

後

2
年

後

3
年

後

4
年

後

5
年

後

５
年

間
ス

コ
ア

平
均

値



 

114 

 

図 表  6-7 健康経営開始前後 5 年間の売上高営業利益率の業種相対スコア

 

注：健康経営を始めた時点を 0 とした前後最長 5 年以内の売上高営業利益率の業種平均スコ

アの平均値、健康経営を 5 年以内開始した場合や開始 5 年前以降で上場した場合ではデータ

が欠損する 

出所：2018 年度健康経営度調査、Bloombergより MUMSS作成 

  

東証１７業種 採用前と後 サンプル数

の格差 平均値 標本標準偏差 平均値 標本標準偏差 

エネルギー資源 0.20 1.26 2.72 1.46 2.67 2

商社・卸売 0.15 -0.12 0.74 0.03 1.04 35

鉄鋼・非鉄 0.14 -0.02 0.28 0.12 0.44 11

素材・化学 0.08 -0.06 0.72 0.02 0.74 33

小売 0.07 0.09 1.25 0.16 1.22 29

建設・資材 0.06 0.05 0.83 0.11 0.91 39

医薬品 0.04 -0.09 0.85 -0.05 0.83 19

食品 0.04 0.12 1.02 0.16 0.97 32

電機・精密 0.04 -0.02 0.58 0.01 0.58 47

運輸・物流 0.02 -0.13 0.78 -0.11 0.80 22

銀行 0.01 0.10 0.80 0.11 0.83 35

自動車・輸送機 0.01 0.04 0.62 0.05 0.64 23

不動産 -0.04 -0.11 0.61 -0.14 0.49 12

機械 -0.04 -0.01 0.55 -0.05 0.82 29

情報通信・サービスその他 -0.06 -0.16 0.73 -0.23 0.71 84

金融(除く銀行) -0.09 0.07 0.71 -0.01 0.79 17

電気･ｶﾞｽ業 -0.11 -0.27 0.64 -0.37 0.18 6

総計 0.02 -0.03 0.78 -0.01 0.83 475

採用前の最長５年間スコア 採用後の最長５年間スコア
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また、業種相対スコアについて、業種別の 2015年度と 2018 年度の業種相対スコアの変化

について、Ｘ軸(2015年度変化)、 Ｙ軸(2018年度変化)として散布図を作成した。（図表 

6-8） 

 

図表 6-8業種別 2015 年度と 2018年度の業種相対スコアの変化散布図 

 

 

注：健康経営度調査に回答した企業をユニバース、t値は正負に値が大きい程に濃く色付け 

出所： 2018 年度と 2015 年度の健康経営度調査、 Bloomberg より MUMSS 作成  

健康経営の効果がありそう
2015年度2018年度共に健康経営の業種相対の営業利益率が高い

2014年 2017年

証券／商品先物取引業 3.36                        7.60                        

ガラス・土石製品 4.04                        3.44                        

精密機器 2.52                        3.20                        

保険業 0.11                        2.14                        

陸運業 0.40                        1.63                        

銀行業 1.31                        1.03                        

小売業 1.41                        0.65                        

化学 0.61                        0.36                        

医薬品 1.88                        0.15                        

健康経営の効果が発揮されたのか
2015年度で業種相対の営業利益率は低いが、2018年度で高い

2014 2017

鉱業 -9.51                       2.84                        

不動産業 -0.95                       1.94                        

輸送用機器 -0.08                       1.39                        

食料品 -0.39                       0.66                        

繊維製品 -2.33                       0.55                        

金属製品 -0.54                       0.46                        

パルプ・紙 -0.47                       0.21                        

建設業 -0.24                       0.12                        

電気機器 -0.17                       0.06                        

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

健康経営の効果が不明
2015年度で業種相対の営業利益率は高いが、2018年度で低い

2014年 2017年

機械 0.91                        -0.10                       

ゴム製品 0.72                        -0.34                       

非鉄金属 0.41                        -1.02                       

倉庫・運輸関連業 1.23                        -0.62                       

鉄鋼 0.13                        -1.96                       

その他金融業 6.54                        -2.21                       

健康経営の効果が懐疑的
2015年度2018年度共に健康経営の業種相対の営業利益率が低い

2014年 2017年

石油・石炭製品 -4.45                       -3.57                       

電気・ガス業 -2.08                       -1.22                       

水産・農林業 -1.84                       -2.29                       

卸売業 -0.02                       -0.52                       

その他製品 -0.71                       -1.36                       

サービス業 -0.68                       -1.79                       

情報・通信業 -0.33                       -1.67                       

海運業 -2.57                       -6.29                       
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更に、『従業員数に対する営業利益の感応度』を 2015 年度と 2018 年度におけるΔ(営業利

益率÷売上高)とΔ(従業員÷売上高)から算出。(いずれも業種中立 Zスコア値で計算) 

仮説として、以下が考えられる。（①～④は図表と対応） 

 

（１）感応度が正を示す場合： 

人手不足の可能性。1単位労働時間あたりの生産性向上や、優秀な人材確保等の検討が必

要。健康経営を活用して単位労働時間の質を向上させる。 

①従業員が増えると営業利益は上がる場合：『優秀な人材確保を推進』 

人材確保が難しい昨今、健康経営でブランド力向上を図り優秀な人材を確保。単

位労働時間あたりの生産性向上で、従業員の増強と同等な効果を得る施策を検

討。 

 

④従業員が減ると営業利益は下がる場合：『1単位労働時間の生産性を向上』 

健康経営で離職率の低減を推進した方が良い。縦割り組織を横断的に活動し、組

織的風通しを良くする必要性がある。１単位労働時間あたりの生産性向上を推

進する 

 

（２）感応度が負を示す場合： 

人材飽和の可能性。従業員 1人あたりの生産性・付加価値創造を再考する必要あり。健

康経営で商品力や営業力を高め、業界を牽引するような事業展開を考えた方が良い。 

②従業員が減ると営業利益が上がる：『従業員 1 人あたりの付加価値創造を向上』 

従来通りのやり方から、斬新な商品開発や組織横断的な事業展開にシフトする

必要性。健康経営で、組織の風通しや従業員 1人あたりの付加価値向上を探る。 

 

③従業員が増えると営業利益が下がる：『従業員 1人あたりの生産性を問う』 

社内の人材アロケーションの再考、組織縦割り発想から人材戦略や組織横断的

な事業展開を考える必要性。健康経営で、組織の風通しや働き易さを改善し従業

員を増加せずに生産性向上を図る。 

 

業種別の状況は図表 6-9の通り。 
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図表 6-9感応度（Δ営業利益÷Δ人）の正負別営業利益率の業種相対スコアの変化分類

 

 

 

注：業種の色づけは効果別グループ（1~4）に基づき赤色が強くなるほどに効果が高く青色が

強くなるほどに効果が懐疑的になる、分析データは 2015 年度と 2018 年度 

出所： Bloomberg より MUMSS 作成 

 

 

感応度（Δ営業利益÷Δ従業員）分析から考えられる業種傾向として、以下が考えられ

る。 

 

・感応度が正で『①従業員が増えると営業利益が上がる』グループ： 

証券・商品先物取引業、陸運業、食品業、パルプ・紙、建設業において健康経営の取り組

み効果があるか効果が発揮された可能性が高い。これらの業種では残業時間削減に意欲的

であり、健康経営への取り組みが積極化してきた。一方で、機械、ゴム製品、その他金融

業、石油・石炭製品では相対的に健康経営の効果が見え難い業種である。これらの業種で

は、健康経営により企業ブランド価値の向上を図り優秀な人材の確保を推進するほか、単

位労働時間あたりの生産性向上を強化する発想が重要かもしれない。 

 

・感応度が正で『④従業員が減ると営業利益が下がる』グループ： 

銀行業、小売業、医薬品、不動産業、繊維製品、輸送用機器において健康経営の取り組み

感応度（Δ営業利益÷Δ人）が正：人手不足 感応度（Δ営業利益÷Δ人）が負：人材飽和

従業員に対する利益感応度が正 効果別グループ 感応度 従業員に対する利益感応度が負 効果別グループ 感応度

証券／商品先物取引業 1 ①人増＆営業利益増 保険業 1 ③人増＆営業利益減

陸運業 1 ①人増＆営業利益増 精密機器 1 ③人増＆営業利益減

銀行業 1 ④人減＆営業利益減 化学 1 ②人減＆営業利益増

小売業 1 ④人減＆営業利益減 ガラス・土石製品 1 ②人減＆営業利益増

医薬品 1 ④人減＆営業利益減 鉱業 2 ③人増＆営業利益減

不動産業 2 ④人減＆営業利益減 金属製品 2 ③人増＆営業利益減

繊維製品 2 ④人減＆営業利益減 電気機器 2 ③人増＆営業利益減

輸送用機器 2 ④人減＆営業利益減 非鉄金属 3 ②人減＆営業利益増

食料品 2 ①人増＆営業利益増 倉庫・運輸関連業 3 ②人減＆営業利益増

パルプ・紙 2 ①人増＆営業利益増 鉄鋼 3 ②人減＆営業利益増

建設業 2 ①人増＆営業利益増 電気・ガス業 4 ③人増＆営業利益減

機械 3 ①人増＆営業利益増 水産・農林業 4 ②人減＆営業利益増

ゴム製品 3 ①人増＆営業利益増 卸売業 4 ②人減＆営業利益増

その他金融業 3 ①人増＆営業利益増 その他製品 4 ②人減＆営業利益増

石油・石炭製品 4 ①人増＆営業利益増 サービス業 4 ②人減＆営業利益増

情報・通信業 4 ④人減＆営業利益減 海運業 4 ②人減＆営業利益増

効果別グループの平均値 2.13 効果別グループの平均値 2.69

効果別グループの中央値 2.00 効果別グループの中央値 3.00

効果別グループ

1 健康経営の効果がありそう（2014年2017年共に健康経営の業種相対の営業利益率が高い）

2 健康経営の効果が発揮されたのか（業種相対の売上高営業利益率は2014年で低いが2017年で高い）

3 健康経営の効果は不明（業種相対の売上高営業利益率は2014年で高いが2017年で低い）

4 健康経営の効果が懐疑的（2014年2017年共に健康経営の業種相対の営業利益率が低い）
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効果があるか効果が発揮された可能性がある。一方で、情報・通信業では効果が見え難い

業種である。健康経営で離職率低下の推進は有効策かもしれない。 

 

感応度が正の分類において、健康経営の効果が得られる可能性の高い業種が多く存在して

いる。 

 

・感応度が負で『②従業員が減ると営業利益が上がる』グループ： 

健康経営の効果が確認できない業種が多く存在する（非鉄金属、倉庫・運輸関連業、鉄鋼、

水産・農林業、卸売業、その他製品、サービス業、海運業）これらの業種では、人材飽和

の可能性が高く従来の発想を転換させるような斬新な構造改革が必要だろう。健康経営を

推進する事で、従業員 1人あたりの生産性向上だけでは営業利益率向上が難しい可能性が

高いのだが、効果が確認された化学、ガラス土石製品の取り組みは参考になるかもしれな

い。 

 

・感応度が負で『④従業員が増えると営業利益が下がる』グループ： 

保険業、精密機器、鉱業、金属製品、電気機器において健康経営の取り組み効果があるか

効果が発揮された可能性がある。一方で、電気・ガス業は効果が見え難い業種である。健

康経営で離職率を抑制させると共に、1 人あたりの生産性を高める施策が従業員を増やさ

ずに利益率を向上させる有効な手段になるだろう。 

 

感応度が負で『②従業員が減ると営業利益が上がる』グループでは、4 グループのうちで最

も健康経営の効果が得られ難い業種が集中した。 

 

6.2 健康経営度調査のフレームワークと株価との分析 

株価リターンの相関から健康経営度調査における 4 つの評価軸を分析した。分析の結果、

『経営理念・方針』の得点加重を増やすと株価リターン変動リスクを分散する可能性が見ら

れた。また、『経営理念・方針』と『評価・改善』の得点加重を増やすことによる、超過リタ

ーンを増加させる可能性が見られた。 

 

6.2.1 評価指標と株価リターンの相関を分析する手法：スプレッドリターン 

指標を高い順に並び替えて、 

1） 最も高い銘柄群(上位 20パーセンタイルポートフォリオ)  

2） 最も低い銘柄群(下位 20パーセンタイルポートフォリオ) 

  1）と 2）のポートフォリオリターンの格差（スプレッドリターン）を算出した。 

 当手法は指標の高低と株価リターンの高低の関係を捉えるのに有効な分析手法。 
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6.2.2 分析結果：総合スコアと評価得点の高低から観測される株価リターンの相関 

健康経営度調査の評価における 4指標 1)経営理念・方針、2)組織体制、3)制度・施策実行、

4)評価・改善の「スプレッドリターン」で相関係数を算出した。４つの評価軸から得点の高

い上位 20 パーセンタイルに属する銘柄グループと、得点の低い下位 20 パーセンタイルに属

する銘柄グループから、平均株価リターンの格差「スプレッドリターン」を算出。指標間の

スプレッドリターンの相関係数を比較した。 

相関係数から見た相対的な類似性をみると、『制度・施策実行』は、他の評価制度と比較す

ると相関が強く総合評価に対して高い相関を示している。一方で『経営理念・方針』は、他の

評価制度と比較すると相関が弱く、他の指標と比較すると株価リターンから観測される異な

る性質を反映している可能性が高い。 

総合評価で『経営理念・方針』の加点で比重を高くすれば株価リターンの分散効果を得ら

れる可能性がある。 

 

図表 6-10指標間スプレッドリターン相関係数 

 

注：分析期間 2014年 2月末から 2019年 1月迄、スコアは年次更新、各評価軸の上下 20パー

センタイルポートフォリオの株価リターンにおける相関係数 

出所：FactSetより MUMSS 作成 

 

更に、評価別に総合得点加重ポートフォリオを作成。TOPIX 指数と『総合評価得点加重ポー

トフォリオ』に対する超過リターンを分析した。 

『総合評価得点加重ポートフォリオ』に対して超過リターンを示しているのが『経営理念・

方針』と『評価・改善』であり、負の超過リターンを示すのが『制度・施策実行』『組織体制』

である。対 TOPIX 指数に対するリスク調整後リターン(IR)は 1 を上回り、リスクを超過する

リターンが獲得できている。 

 

図表 6-11『総合評価得点加重ポートフォリオ』に対するアクティブリターンと

その要因分解並びに有効性 

 

総合評価 経営理念・方針 組織体制 制度・施策実行 評価・改善

総合評価 1.00 0.88 0.90 0.94 0.89

経営理念・方針 0.88 1.00 0.72 0.74 0.68

組織体制 0.90 0.72 1.00 0.85 0.75

制度・施策実行 0.94 0.74 0.85 1.00 0.83

評価・改善 0.89 0.68 0.75 0.83 1.00

超過リターン ｔ値 超過リターン ｔ値 超過リターン ｔ値 超過リターン ｔ値

アクティブ 0.11% 1.76  0.08% 0.96  -0.08% 2.05  -0.16% 2.14  

共通要因 0.04% 1.35  0.03% 0.47  -0.02% 0.54  -0.07% 1.34  

銘柄固有要因 0.07% 1.27  0.05% 0.88  -0.07% 1.75  -0.09% 1.69  

評価・改善 経営理念・方針 組織体制制度・施策実行
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図表 6-12 対 TOPIX 指数に対するアクティブリターンとその要因分解並びに有効性 

 

注：評価得点加重ポートフォリオのアクティブリターン、対『総合評価得点加重ポートフォ

リオ』リターン、対 TOPIX 指数リターン、分析期間 2014 年 2 月末から 2019 年 1 月迄、評価

得点は年次(2 月末)更新 

出所：FactSetより MUMSS 作成 

 

株価リターンの相関分析結果から、『制度・施策実行』は、他の評価制度と比較すると相関

が強く総合評価に対して高い相関を示す。一方で『経営理念・方針』は、他の評価制度と比較

すると相関が弱く、他の指標と比較すると株価リターンから観測される異なる性質を反映し

ている可能性が高い。総合評価で『経営理念・方針』の加点で比重を高くすれば、株価リター

ンの変動リスクにおける分散効果を得られる可能性がある。 

超過リターンとなりうる要因をみると、『経営理念・方針』と『評価・改善』は正の超過リ

ターンを示す。『経営理念・方針』では、従業員の健康保持・増進の方針について社内での周

知、理解の促しや社外への情報開示等が評価対象となり、経営理念や投資家への情報発信的

要素が含まれる。ＩＲ活動にも関連する背景からか、超過リターンと関係する可能性もある

だろう。投資家との対話は株価におけるサプライズが少なくなりボラティリティも低くなる

ことが推察される。『評価・改善』では、健康経営の課題設定、データ把握と活用、効果の検

証等。社内での結果把握と改善に対する姿勢を評価している。総合評価で『経営理念・方針』

『評価・改善』の加点で比重を高くすれば、超過リターン源泉となる可能性がある。 

 

6.3 健康経営度評価と財務指標の相関 

健康経営総合得点が高い企業は、(1)時価総額規模が大きく将来予想利益に対する株価が割

安ながら潤沢なキャッシュフローを有している傾向や、(2)資本効率(ROE や ROA)や配当性向

は相対的に低く、株主還元に関連する指標は相対的に低い傾向がある。潤沢な資金を人材投

資に回していることが考えられる。 

企業規模と業種効果を中立化させて分析すると、予想利益やキャッシュフローに対する割

安度が高く成長も高い傾向があった。 

類似するグループ内比較で健康経営度の高い銘柄(5 分位)ポートフォリオは、高い超過リ

ターンをを示し、リスク調整後リターン(IR)が高かった。 

 

6.3.1 健康経営度総合得点と財務指標の相関 

健康経営度総合得点と財務指標の相関を確認するため、健康経営度調査に回答した企業の

年度毎の総合得点（2015 年度から 2018 年度迄）と各財務やテクニカル指標とのピアソン相

関係数を計算した。健康経営度の高い企業がどの様な財務特性を有しているのかを把握する

項目 リターン IR ｔ値 リターン IR ｔ値 リターン IR ｔ値 リターン IR ｔ値 リターン IR ｔ値

アクティブリターン 4.41% 1.51 2.96 4.52% 1.55 3.03 4.49% 1.51 2.95 4.33% 1.50 2.94 4.25% 1.50 2.93

共通要因 2.94% 0.95 1.87 2.98% 0.96 1.87 2.97% 0.94 1.85 2.92% 0.96 1.88 2.87% 0.95 1.86

業種要因 1.81% 0.60 2.52 1.84% 0.61 2.53 1.80% 0.59 2.57 1.81% 0.61 2.51 1.80% 0.61 2.41

スタイル要因 1.13% 1.28 1.18 1.14% 1.29 1.19 1.17% 1.31 1.15 1.10% 1.28 1.20 1.08% 1.23 1.19

銘柄固有要因 1.47% 1.24 2.42 1.55% 1.26 2.46 1.52% 1.25 2.45 1.41% 1.20 2.36 1.38% 1.21 2.36

総合評価 評価・改善 経営理念・方針 組織体制制度・施策実行
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ことができる。 

財務指標については、市場リスクやセンチメントの代理変数として考えられる 41のファク

ターを選定し、マーケットの局面で異なるトレンドを示す以下の 6 グループにまとめて網羅

的に市況変化を捉えた。 

 

図表 6-13ファクター一覧表図表 6-14ファクター一覧表
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健康経営度の高い企業の傾向として、将来予想利益に対する株価が割安で、潤沢なキャッ

シュフローを有している。一方で、資本効率(ROEや ROA)や配当性向は低く株主還元に関連す

る指標は相対的に低い。潤沢な資金を人材投資に回している可能性がある。 

大型で景気循環型系の企業が多く集まる場合、業種の偏りが強い傾向が想定される。健康

経営に積極的に取り組む『業種の財務特徴』を反映している可能性がある。すると、純粋な

健康経営を推進する『個別企業の財務特徴』を反映したものにならないと考えられる。 

対策として、業種と時価総額の中立化を行なう。業種と時価総額が類似するピアグループ

間で個別企業の財務特徴を抽出する。 

 

図表 6-15業種と時価総額の中立化 

 

 

6.3.2 財務指標との相関分析結果 

業種と時価総額中立化後の総合評価得点が高い企業の特徴として、大型、景気循環、キャ

ッシュフローが潤沢、割安、成長度が高い傾向が見られた。 

財務指標から見る総合評価が高い銘柄の特徴として、更に以下が挙げられる。 

・利益への予想や成長に対して株価が割安：利益、経常利益、キャッシュフロー、配当に対す

る株価の割安度が高く、5 年純利益成長率が高い企業の特徴を確認・ 

・売上高予想や成長率や資本効率は相対的に低い。予想利益改定が低い傾向があり、モメン

タムが低く逆張り。海外売上高比率やヒストリカルベータが高いので、景気拡大局面では需

要が高く超過リターンが高くなるが、急落時の反動も大きい。 

・相対的に配当性向は低く、資本効率(ROA や ROE)が低い傾向がある 
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図表 6-16業種と時価総額で中立化を行った 5分位株価リターン格差から推定した財務指標

との相関 

 

 

 

また、健康経営銘柄のファンダメンタル特性について分析したところ以下の傾向が見られ

た。 

・市場平均よりも割安(「益回り」が正)で成長度が高い(「グロース」が正)傾向 

・ROEが高い (純資産より純利益での株価対比の割安度が高い) 

・市場感応度は TOPIX並み、株価の変動性が小さい(「ボラティリティ」が負) 

 

 

図表 6-17 健康経営銘柄のファンダメンタル特性 

 

注：健康経営銘柄の発表後の月末時点でのエクスポージャ値 

出所：MSCI 社 BARRA 日本株モデル JPE4より MUMSS 作成 

 

同じく、健康経営銘柄の TOPIXとの比較は以下の傾向が見られた。 

・TOPIXよりも割安(「益回り」が正)で成長度が高い(「グロース」が正) 
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・ROEが高い (純資産より純利益での株価対比の割安度が高い) 

・市場感応度は TOPIX並み、株価の変動性が小さい(「ボラティリティ」が負) 

図表 6-18健康経営銘柄のファンダメンタル特性 TOPIXとの比較 

 

注：健康経営銘柄の発表後の月末時点でのエクスポージャ値 

出所：MSCI 社 BARRA 日本株モデル JPE4より MUMSS 作成 

 

6.4 企業の健康経営度と株価リターンの関係分析 

企業の健康経営度と株価リターンの関係分析について分析。健康経営度が高い銘柄の超過

リターンは高く、総合得点の上位 20パーセンタイルの銘柄では更にリスク調整後リターンが

高くなる。また、市況に関わらず銘柄固有の超過リターンの高い『レジリアンス』が見られ

る。業種や時価総額の影響を控除後の分析から、個別企業の健康経営への取り組みと超過リ

ターンの関係性を裏付ける結果が確認される。 

 

6.4.1 企業の健康経営度と株価リターンの関係分析手法：リターン要因分解の概念 

リターン要因分解とは、観測されるリターン（％）を要因別に振り分ける分析手法。リス

ク（％）の要因も同様に分解が可能。 

 

図表 6-19リターン要因分解 
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図表 6-24健康経営度調査に回答した企業をユニバースとした総合得点 5 分位ポートフォリ

オの超過リターン 

 

注：対 TOPIX 指数、等金額投資、月次リバランス、分析期間 2015 年 2 月末から 2019 年 1 月

迄 

出所：MSCI 社 BARRA 日本株モデル JPE4、FactSet より MUMSS 作成 
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6.5 健康経営のエンゲージメント効果 

健康経営のエンゲージメント効果について確認。 

『法定外労働時間』の上昇『年次有給休暇取得率』の低下は企業の労務ディストレスが高

い状況と察されるが、健康経営に『離職率』を低下させる効果が見られる。 

健康経営による『生産性』向上と『離職率』抑制の効果は、健康経営度の高い銘柄グループ

を超過するリターンを見せる。 

 

6.5.1 生産性、離職率、働き方、ワークライフバランスの関係 

健康経営総合得点や、総実労働時間などの各種労務指標との順位相関を算出した。 

労働時間と年次有給取得率の関係を見ると、3 年間の年次有給取得率変化に対する総労働

や法定外労働時間変化と相関係数 (総労働 0.37、法定外 0.18)は正を示し、増加する労働時

間に対して年次有給取得率は相殺される傾向がある。しかし、変化ではなく絶対値からは法

定外労働時間が上昇すると、2015 年度と 2018 年度の年次有給取得比率は低い (負の相関：

‐0.34、‐0.43) という傾向が推察される。 

3年間の年次有給取得率の低下と離職率の上昇の負の相関から（‐0.14）、年次有給取得率

が低下すると直近の離職率は高くなる関係にある。 

 

また、健康経営度の高い企業の特徴として、法定外時間の上昇、年次有給休暇取得率の低

下が見られる。 

総合得点の高い企業ほど、3 年間で①法定外労働時間(相関 0.11)は上昇、②年次有給取得

比率(相関-0.20)は低下している。しかし、健康経営の効果からなのか、健康経営総合得点と

離職率の相関からは(2015 年度-0.21、2018 年度-0.32)低下が示唆される。 

離職率と年次休暇取得率の 3 年間変化の相関は‐0.14：有給取得率が上昇する程に離職率

は低下する関係にある。業務が集中すると、法定外労働時間が上昇する反面で有給取得比率

の低下現象が起きる。この様な状況下で『健康経営のエンゲージメント』が適用されれば離

職率の上昇は抑制される可能性がある。 

 

労働生産性が高い場合、労働時間が長いが有給取得比率も高い可能性が見られる。 

2018 年度の相関係数で、総実務労働時間(相関係数：0.54)、法定外労働時間(相関係数：

0.77)、年次有給取得率(相関係数 0.61) 。過去 3年間変化では、法定外労働時間変化は低下

(相関係数：-0.50)、 年次有給取得率変化も上昇 (相関係数：0.11)している。2018 年度の

離職率(相関係数：-0.10)も低い。『ライフワークバランス』が改善している可能性がある。

健康経営度を推進させる企業の目指すべき姿として、『持続可能性の高い労働生産性向上』が

ある。 
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図表 6-26『生産性変化（従業員 1時間あたりの営業利益の変化）』の 10分位毎の

『2018年度離職率』の平均値 

 

 

 

また、労働生産性の変化 10分位の 3年間『離職率』変化の平均値の関係を分析した。『労

働生産性』が改善するほど、2018年度の『離職率』は低く『離職率の変化』も低下する傾

向にあるのだが、＋1655 円以上では逆に上昇する傾向がある。 

『労働生産性』が悪化するほど、2018年度の『離職率』は高く『離職率の変化』も上昇す

る傾向 ⇒ 人材が流出している傾向が強い。(‐1,3476 円の水準では底打ちの兆し） 
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がある。法定労働時間が上昇し年次有給休暇が低下している状況では、高い離職率に繋がる

可能性が高い。 

 

また、3年間の離職率と年次休暇取得率変化の相関は‐0.14（有給取得率が低下する程に離

職率は上昇する関係）また、法定外労働時間が上昇すると共に有給取得比率の低下する関係

もある。 

しかしながら健康経営総合得点と離職率は負の相関を示す(2015年度で-0.21、2018 年度で

-0.32)。健康経営へのエンゲージメントが採用されることによる『離職率の上昇の抑制効果』

がある可能性がある。 

 

6.5.3 労働生産性が向上しても離職率が低い銘柄の特性分析 

労働生産性と離職率の関係を踏まえ、分析を行った。 

2015 年度-2018 年度の生産性と離職率の変化でグループ化させた銘柄のファンダメンタル

特徴を見たところ、以下の特徴が見られた。 

 

持続可能な優良企業グループ： 

『生産性が上昇し離職率が低下』している企業は市場平均に対して中立的な財務特徴。相対

的に割安(バリューと益回り)で成長度が高い(グロース)という傾向。 

 

課題を抱える企業グループ： 

『生産性が低下し離職率が上昇』している企業は市場平均に対して尖った財務特徴が伴う。

高い割安度(バリュー)財務レバレッジ、現金比率、経済状況への高い感応度等。 

 

課題を抱えるグループでは、健康経営を実行し、景気拡大時の需要にこたえられる強固な

人材効率の確保をするのは有効策かもしれない。 
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図表 6-29 2015年度-2018年度の生産性と離職率の変化でグループ化させた銘柄の

ファンダメンタル特徴 

 

注：対健康経営度総合得点上位 20 パーセンタイルの等加重ポートフォリオ、データは 2019

年 1月 31日 

出所： MSCI 社 BARRA日本株モデル JPE4、Bloomberg より MUMSS作成 

 

 

『課題を抱える企業』と『持続可能な優良企業』のリターン比較を行った。 

健康経営度調査に回答した銘柄に等金額投資を行うと、年率 4.14％の超過リターンが得ら

れるが『生産性上昇、離職率低下』ポートフォリオの超過リターンは 6.55％と更に高い。健

康経営度総合評価が上位 20パーセンタイル銘柄のリターンを超過している。 

 

図表 6-30『離職率の変化』と『従業員 1 時間あたりの営業利益の変化』の比較 

 

 

銘柄数 推定ベータ トータルリスク アクティブリスク 銘柄数 推定ベータ トータルリスク アクティブリスク 銘柄数 推定ベータ トータルリスク アクティブリスク 銘柄数 推定ベータ トータルリスク アクティブリスク

2019年1月末時点 852 1.02 17.59 5.06 70 0.97 16.55 4.2 80 1.04 17.65 3.96 70 0.92 16.55 4.12

Source of Return 年率リターン 年率リスク 年率IR t値 年率リターン 年率リスク 年率IR t値 年率リターン 年率リスク 年率IR t値 年率リターン 年率リスク 年率IR t値

アクティブリターン 4.14% 4.78% 0.87 1.91 6.55% 5.07% 1.29 2.84 -4.57% 4.06% -1.13 2.48 2.27% 3.34% 0.68 1.49

共通要因 1.71% 5.64% 0.30 0.67 2.53% 4.45% 0.57 1.25 -0.48% 3.21% -0.15 0.33 0.74% 1.80% 0.41 0.91

スタイル要因 -0.18% 5.57% -0.03 0.07 -0.28% 4.07% -0.07 0.15 0.94% 2.67% 0.35 0.78 1.14% 1.21% 0.95 2.08

業種要因 1.89% 1.09% 1.74 3.83 2.80% 1.61% 1.74 3.83 -1.43% 1.40% -1.02 2.24 -0.40% 1.52% -0.26 0.57

銘柄固有要因 2.43% 1.80% 1.35 2.97 4.02% 2.79% 1.44 3.16 -4.09% 2.29% -1.79 3.93 1.52% 2.71% 0.56 1.23

対TOPIX指数の『生産性上昇

離職率低下』ポートフォリオのリターン

対TOPIX指数の『生産性低下

離職率低下』ポートフォリオのリターン

健康経営度が上位20パーセンタイル銘柄に対する

『生産性低下 離職率低下』ポートフォリオのリターン

対TOPIX指数の健康経営度調査に

回答したポートフォリオのリターン
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7 女性特有の健康課題と経営課題から導き出される健康経営の具体例の調査 

7.1 事業の背景・目的 

健康経営に取り組む大企業を中心にして、生活習慣病対策だけでなく、他の健康課題に取

り組む企業が増えつつある。昨年度実施された健康経営アワード 2018 においても、女性特有

の健康課題に取り組む意義が議論されたところである。特に大企業においては、健康経営に

対して、一定の認知、及び、取組みの定着が進んでいると考える。他方、今後労働力を維持す

るために、これまで以上に多様な属性の従業員の就労が見込まれるところである。具体的に

は、女性・高齢者・海外人材などの採用・登用が積極的に進められている。その中でも、女性

という属性については、既に労働人口の約 4 割を占める比率となっており、彼女たちが抱え

る健康課題への対応は企業にとっても大きな課題となりつつある。これまで主な対象とされ

てきた男性従業員と比較し、女性は、身体的な機能の違いから抱える健康課題の種類が異な

ることが指摘されており、今後新たに企業として取り組むべき必然性の高い領域であると考

える。 

そこで本年度は、こうした女性特有の健康課題などに対する取組内容を認定基準の改定も

視野に入れた制度設計・制度変更の検討を実施することと、女性特有の健康課題に対して関

心を持った企業が具体的な取組を検討する際の参考情報となる優良事例やサービス事例を昨

年度に引き続き情報収集し、効果的なアウトプットなどの作成を実施した。 

 

7.2 実施事項 

本事業では、下記の実施事項を実施した。 

（１）働く女性の健康推進に関する健康経営度調査項目の組込み 

健康経営度調査項目として、働く女性の健康推進に関する調査項目の内容を精査し、認定

基準にどのように組み込むかを検討した。また、検討結果を健康経営基準検討委員にて提示

し、委員より意見を聴取した。 

 

（２）働く女性の健康推進に取り組む企業事例の収集と把握 

働く女性の健康推進に積極的に取り組む企業の取り組み内容を、有識者及び Web 調査から

把握し、どのような取り組みがあるのかを把握した。また、特徴的な取り組みを推進する企

業及び企業を支援する事業者を有識者より把握し、ヒアリング調査を実施した。 

 

（３）働く女性の健康推進に関する取り組み事例集の作成 

上記、（２）にて把握した内容を基に、働く女性の健康推進に取り組みたいが、何に取り組

んだらよいかわからないといった声に応えるべく、事例集を作成した。事例集については、

経済産業省のホームページ上での公開を目標に整理を実施した。 

 

7.3 事業の成果 

（１）働く女性の健康推進に関する健康経営度調査項目の組込み 
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に関するセミナ

ー・研修の実施 

食改善セミナーを実施。2017 年のべ 2,863 人参加。 

日立システムズ 

管理職向けに「女性と健康のマネジメント」セミナ

ーを実施。2017 年 8 月に開催された 1 回目のセミ

ナーでは、30名を超える管理職が参加し、うち半数

が男性管理職。男性管理職の積極的な参加が目立っ

た。 

POLA ORBIS HD 

女性だけでなく男性社員のリテラシー向上を目指

し、様々なセミナーを開催。例えば、新入社員を対

象とした女性の身体に関するセミナーや乳がん啓

発セミナー、PMS や更年期など特定のテーマに焦点

を当てたセミナーを開催。 

ローソン 

女性新入社員を対象に将来の妊娠・出産・子育てを

視野に入れた 20 代からの心身のメンテナンスの重

要性を訴える女性と健康セミナーを実施。 

NTTドコモ 

若手 5年目女性社員と上司を対象に自身のココロと

カラダに向き合いキャリアプランを考える女性の

ライフステージと健康セミナーを開催。 

日本航空 
全グループ社員へ「女性の健康」に関する 

e－learning を実施。 

富士通、コニカミ

ノルタ他 

大塚製薬協力の下、女性ホルモンと更年期に係るセ

ミナーを開催。更年期外来の紹介や婦人科検診受診

の促進活動を提案。 

養命酒、スターツ 

出版他 

オムロン・ヘルスケア協力の下、ホルモンバランス

とプチ不調、PMS、更年期などに関するセミナーを開

催。 

資生堂 

自社で働く女性の特徴を把握し、女性の健康課題全

般というよりも、当社で働く女性特有の課題に取り

組む。例えば、貧血についてはリテラシー向上を目

的にフェア・セミナーを実施。その中で自社の健康

食品（ロージィ）を紹介する事も実施。 

フェア・セミナーは全国の事業所を回って行ってお

り、別途 e-learning での教育機会も提供している。 

 

フジクラ 

女性従業員向けの乳がんを中心としたセミナーを

主要全事業所を巡回。７割程度の女性社員が受講。 

また、管理職向けにピンクリボンバッジのフジクラ

版を作成して、社長をはじめとする幹部に活動の趣

旨を説明し配布。 

富士通ゼネラル 

がん（治療）と就労に関する教育研修を 9月下旬に

全社で実施予定。（中心は、乳がん・子宮がん・月経

前症候群に関することがメイン） 

東京海上日動 
女性の健康についてセミナーを実施 

 （女性以外の管理職も出席）  

大塚製薬 

ホルモンの変化によりライフサイクルに応じてカ

ラダが変化しやすい女性が、自分自身の身体の変化

を知り、その対処方法を学んだり、女性がより働き

やすい環境を整えられるよう、女性のみならず男性

社員も参加できる「女性の健康セミナー」を実施。 

女性の健康に 日本航空 女性の健康ハンドブックを女性社員・配偶者に直
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関する情報提供 送。男性社員希望者にも提供。女性配偶者向け情報

誌を直送（健保） 

花王 
「SUKOYAKA Women’s News」を 10月に全女性従業

員に向け配信。 

ロート製薬 

2018 年より働くすべての人へ「女性のハッピーワー

ク BOOK」を配布。月経、妊娠、出産、更年期などの

女性の体についての内容や、産休・育休などといっ

た制度・手続きなどを一冊の本にまとめ全社員へ配

布。男女問わず、女性の健康について学ぶ機会を積

極的に実施。 

ニトリ 

妊娠～出産～育児について、図書と冊子の配布。出

産に関わる体調の変化とその対処方法だけでなく、

職場復帰や各種事務手続きについても情報を提供 

女性特有疾患の

検診・治療補助

等 

リコーリース 

女性が多い職場特性をふまえて、乳がん検診受診率

を kPI の一つに掲げ、就業時間内での乳がん健診の

社内受診制度を導入して女性の健康への対策を実

施。 

ヤフー 

健診で、女性は婦人科検診を全年齢に義務付け。そ

れとは別に乳がん検診（マンモ）を年に 1回無料で

受けることができる。 

ロート製薬 

2016 年より女性社員の婦人科検診（乳がん検診、子

宮がん検診）無償化。 

2017 年全社員を対象に「貧血チェックイベント」を

開催。ヘモグロビンチェックを行い、働く女性の不

定愁訴と貧血改善に向けて、ロート流“鉄活”プロ

グラムを考案し実施。「体質改善 28Day's チャレン

ジ」一口タイプの鉄分含有ゼリーを毎日 1個摂取（1

個に 1日の不足分の鉄分を含有） 

また、社内食堂ともコラボし、鉄分 UP メニューを

提供。「習慣記録手帳」の記録として、2018 年度の

健康診断より、全社員に対して、鉄不足の指標とな

るフェリチン値の測定を無償実施。 

ワコール 

外部医療機関で乳がん・子宮がん検診を定期健診時

にセット受診できる環境整備や事業所内でのバス

検診を実施。医療機関での検診受診者への補助金制

度の利用が可能。 

また、Luvteli と連携し、働き女子のための「京都

保健室」を開催。ワンコインで参加可能な“測って・

知って・学ぶ”プログラムで、体組成やヘモグロビ

ン、肌の測定、測定結果などのラブテリ公認カウン

セラーによる集団フィードバック、食品・栄養素摂

取状況調査、腸活環境調査キット配布（抽選）など

を実施。 

POLA ORBIS HD 
婦人科検診受診を積極的に促進。子宮頸がん検診の

年齢を全年齢対象、乳がん検診は 30歳に引き下げ。 

パソナ 

乳がん検診の早期受診推進にむけ、カフェテリアポ

イントを通じて費用を一部負担。（9割の女性社員が

婦人科検診を受診） 
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ローソン 
自婦人科検診の対象年齢を 30歳以上から 20歳以上

に引き下げ受診を促進。 

富士ゼロックスシ

ステムサービス 

定期健康診断と婦人科検診の同時受診を可能にす

るため医療機関を見直し、さらには保健師による啓

蒙活動を展開した結果、乳がん検診は 31.0%から

80.6%、子宮頸がん検診は 48%から 70.2%へと大幅に

受診率が向上 

女性の健康課題

を事由とした柔

軟な勤務制度等 

ヤフー 
月会社外勤務 5日制度で、月経等で症状が重い場合

は自宅でも勤務できる。 

サイバーエージェ

ント 

女性支援の新制度として「macalon パッケージ」を

導入。例えば、女性特有の体調不良や不妊治療中の

女性社員が月に 1回取得できる特別休暇として「エ

フ休」を導入。利用用途が分からないようにするこ

とで取得理由の言いづらさや取得しづらさを排除。 

日本航空 不妊治療休職制度導入 

大和証券グループ 

がんを含む傷病の治療・介護準備・不妊治療のため

に、通常の有給休暇とは別に最大 50 日まで取得で

きる「ライフサポート有給休暇」を導入 

専門知識を持っ

た人材の育成 

ヤフー、アルソ

ア、バイエル薬

品、メドトロニッ

ク、カネボウ他 

女性の健康検定（NPO 法人女性の健康とメノポーズ

協会）を職場の取り組みとして受検。 

※女性の健康検定とは、女性が年代ごとに抱える健

康課題（妊娠・出産、更年期、女性特有の疾患など）

における予防・対策、およびワーク・ライフ・バラ

ンスの基本的な知識と情報の習得、理解を確認する

検定。 

女性の健康に関

する相談窓口の

整備 

日本航空 女性の健康相談窓口設置予定（2018 年度下期） 

花王 

女性の健康相談窓口を開設。 

不定愁訴対策として健康相談室では、症状に応じた

ヘルスケア関連製品を提供。 

POLA ORBIS HD 

2名の婦人科医・1名の看護師・2名の保健師ががん

などの疾患から月経随伴症状をはじめとする女性

特有の問題など女性の健康相談を積極的に実施 

インテック 
気軽に女性特有の症状について相談できる医師に

よるチャットカウンセリング窓口を設置 

ウシオ電機 

女性従業員が多いため、女性特有の疾患についても

気兼ねなく相談できるよう、各事業所に女性の健康

管理スタッフを配置している 

丸井グループ 

女性従業員が健康に関する悩みを相談しやすい環

境を創出するため、各事業所に女性の健康推進リー

ダーを任命。女性特有の健康面の不安解消や、健康

づくりをサポートする健康相談窓口の役割を担う 

ニトリ 

女性専用の電話健康相談「なでしこタイム」を設定。

アドバイザーはすべて女性で、女性の体のこころの

健康について相談できる。事業主側からもお金が出

ているので、健保に加入していないパートの方も利

用できる。 
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（３）働く女性の健康推進に関する取り組み事例集の作成 

（２）にて把握した働く女性の健康推進に積極的に取り組む企業、及びそれらの企業を支

援する支援者に対して、取り組みを推進する際のポイント等をヒアリング調査から把握した。 

 

図表 7-2調査対象 

 

また、ヒアリング結果で得られた内容は、働く女性の健康推進に必要なこと・推進にあた

ってのお悩み・具体的な取り組み内容例として、整理した。 

 

図表 7-3働く女性の健康推進の取り組み内容全体像 
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図表 7-4企業事例：ヤフー 

 

 

図表 7-5企業事例：パソナ 
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図表 7-6企業事例：NTTドコモ＋ドコモ・ヘルスケア 

 

 

図表 7-7企業事例：ワコール＋ラブテリ 
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図表 7-8企業事例：富士通＋大塚製薬 

 

 

 

図表 7-9企業事例：NTTデータ MSE＋ドコモ・ヘルスケア 
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図表 7-10 企業事例：スターツ出版+養命酒製造+オムロンヘルスケア 

 

 

7.4 今後の方針 

働く女性の健康推進については、健康経営度調査項目の改定や、健康経営優良法人認

定基準への組込みといった点からも引き続き、着目が集まる領域である。 

まずは、働く女性の健康推進の必要性について、・経営層含め従業員一人ひとりの意

識・理解の向上が必要だろう。調査の中でも、実は、女性自身が自身の健康状態について

理解していないという指摘もあった。自社の女性従業員の健康状態を把握し、それによっ

てどのような問題につながるのかを丁寧に情報発信していくことが有用と考えられる。 

他方、女性従業員だけでなく、男性従業員や管理職も巻き込みながら、全社的な活動と

していく事の難しさも指摘された。例えば、「働く女性の健康推進」だけでなく、長く女

性が働き続けられるために必要なこととしてキャリアアップや働き方と一体となった研修

導入などが有用ではないだろうか。また、こまめに活動内容を経営層や上長に伝えること

で、社内で公認活動として認めてもらいやすい環境をつくるようなやり方もあるだろう。

女性従業員だけでなく、男性従業員や管理職をどの様に巻き込んでいくのか・女性が抱え

る健康課題を当たり前として受け入れる雰囲気やコミュニケーションの在り方などを同時

に考えることができるような工夫が必要と考える。 

調査の中では、男性従業員と同じ保健指導の方法では女性従業員の離脱率が高かったと

いう指摘もあった。女性ならではの「一緒にやる」「学ぶ楽しさを伝える」といった工夫

を取り入れることで健康状態の改善につながりやすい環境をつくることも必要と考える。 
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8 ソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)の導入に向けた環境整備 

8.1 本調査の経緯と目的 

8.1.1 本調査の経緯 

平成 28年度健康寿命延伸産業創出推進事業におけるソーシャルインパクトボンドの導

入に向けた環境整備では、神戸市及び八王子市を対象に本格的なソーシャルインパクトボ

ンド（以下「SIB」という。）方式での事業実施を目指した検討を行った。この中で、事業

規模の拡大が課題となったことを踏まえ、続く平成 29 年度健康寿命延伸産業創出推進事

業では、複数の自治体が連携して SIB事業に取り組むモデルを具体化すべく、広島県をフ

ィールドとして事業実施に向けた支援を実施した。また、神戸市及び八王子市の成果を踏

まえ、自治体が SIB事業に取り組む際の参考となるよう、ノウハウ集を作成した。 

一方で、「誰もが活躍できる社会」を目指すという大きな方向性のもと、ヘルスケア分

野においては、疾病予防・重症化予防はもちろんのこと、介護予防分野への取り組みの重

要性が高まっている。未来投資会議に設置された「健康・医療・介護」会合では、広く予

防・健康づくりのための施策が議論されているところである。 

未来投資戦略 2018 では、「介護・認知症予防などの新たな分野を含め、ヘルスケア分野

において、行政コストを抑えつつ、民間ノウハウを活用して社会課題解決と行政効率化を

実現する成果連動型民間委託契約方式の活用と普及を促進する」との記載が盛り込まれ

た。SIBの手法を、介護予防分野に拡大していくことが期待されているといえる。 

 

8.1.2 本調査の目的と実施内容 

本調査は、SIBに対するニーズが高まっていることを受けて、特に介護予防分野にフォ

ーカスし、新しい事業分野での SIB 事業導入のモデルを作ることを目指す。また、引き続

き自治体の導入意欲を喚起すべく、普及啓発活動を実施する。 

具体的な実施内容は以下のとおり。 

① 個別自治体の SIB 案件組成支援 

② ヘルスケアサービス分野における社会的インパクト評価に活用可能なロジック

モデルの構築 

③ 行政等におけるヘルスケア分野での成果連動型支払いの導入に係る課題の調査

とその解決に向けた施策の検討 

④ 各地域等への展開に向けた企画・実行（普及・啓発） 

⑤ 成果の取りまとめ 

 

8.2 個別自治体の SIB 案件組成支援 

8.2.1 大牟田市における実証モデル事業の結果 

（１）事業の目的・経緯 

大牟田市は平成 29年 10月時点の 65歳以上人口が約 41,000 人、高齢化率が 35％超と、

超高齢社会を迎えている。 
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大牟田市の高齢者保健福祉計画・第 7期介護保険事業計画によると、今後も要支援・要

介護者数は年々増加し、それに伴って介護サービスの利用者数、介護費用の増加が見込ま

れている。 

大牟田市の通所型介護事業所利用者の要支援・要介護度の 2年間（平成 27年から平成

29 年）の状況を調査すると、要支援 1の約 60～70％、要支援 2の約 40％、要介護 1の約

40％、要介護 2の約 30～40％、要介護 3の約 30～40％、要介護 4の約 10～20％が要支

援・要介護度が悪化している。 

 

図表 8-1大牟田市における通所型介護事業所の要支援・要介護度の悪化率 

●通所介護事業所（地域密着型含む） 

 

 

●通所リハビリテーション事業所 

 

 

要支援・要介護度の悪化は、QOLの悪化、介護費用の増大を招くことから、その抑制

は、大牟田市を含む全国の地方公共団体にとって喫緊の課題となっている。一方で、財政

難の中、効果的な対応策が明らかではない課題に対して限られた予算を新たに配分するの

は難しい。 

そこで大牟田市では、SIB 手法を導入し、行政コスト削減の範囲内で事業費を負担し

て、要支援・要介護度の進行抑制・維持に結び付く効果的な手法を把握することとした。 

 

（２）事業概要 

本事業の目的は、大牟田市内の全通所型介護事業所 76事業所の利用者 3,122 人の QOL

の維持、介護保険制度の持続可能性の確保である。 

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 改善率 維持率 悪化率

要支援1 36% 31% 20% 6% 2% 4% 1% ― 36.4% 63.6%

要支援2 9% 47% 22% 14% 4% 2% 2% 8.6% 47.2% 44.2%

要介護1 1% 4% 58% 20% 11% 6% 1% 4.2% 58.3% 37.5%

要介護2 0% 1% 13% 46% 20% 15% 3% 15.0% 46.3% 38.8%

要介護3 0% 2% 3% 13% 36% 39% 7% 17.6% 36.1% 46.3%

要介護4 0% 2% 3% 9% 12% 50% 24% 25.9% 50.0% 24.1%

要介護5 0% 0% 4% 0% 4% 12% 81% 19.2% 80.8% ―

H27

H29

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 改善率 維持率 悪化率

要支援1 32% 34% 22% 6% 3% 3% 1% ― 32.4% 67.6%

要支援2 7% 49% 22% 13% 6% 2% 1% 6.9% 49.0% 44.0%

要介護1 1% 5% 55% 24% 8% 6% 2% 5.6% 55.0% 39.4%

要介護2 0% 4% 13% 49% 19% 12% 3% 17.0% 49.0% 34.0%

要介護3 0% 2% 9% 18% 40% 26% 3% 29.9% 40.2% 29.9%

要介護4 0% 2% 2% 5% 6% 80% 6% 14.1% 79.7% 6.3%

要介護5 0% 0% 0% 0% 0% 20% 80% 20.0% 80.0% ―

H29

H27
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者評価機関は設置しない。また、事業組成、事業期間中の進捗管理等を行う中間支援組織

は本調査受託者が担うものとする。 

 

図表 8-4想定事業実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）事業化・成果指標の検討 

事業化の検討にあたり、まず、既存研究や制度等を踏まえて本事業のロジックモデルを

構築した。次にロジックモデルにて整理されたアウトカムの中で本事業に適したものを成

果指標として抽出した。 

本事業のロジックモデルは以下の通り。大牟田市の全通所型介護事業所の利用者の QOL

の維持、介護費用の適正化を最終アウトカムとし、そのために利用者の要支援・要介護度

の維持が求められ、利用者の要支援・要介護度の維持のために利用者の生活機能の維持が

求められる。サービス提供者は利用者の生活機能の維持のための取組を提案し実施する。

したがって、活動、アウトプットは選定する事業者の取組に寄る。 

 

図表 8-5本事業のロジックモデル 

 

 

成果指標の選定は、上記のロジックモデルを踏まえて、以下に示す観点から検討した。 
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図表 8-6成果指標検討の観点 

 

 

成果指標選定の結果は以下のとおり。成果指標の候補は、ロジックモデルのアウトカム

である「利用者の生活機能の維持」、「利用者の要支援・要介護度の維持」、「利用者の QOL

の維持・改善」、「介護費用の適正化」である。このうち、最終アウトカムである「利用者

の QOLの維持・改善」及び「介護費用の適正化」は、短・中期に測定することが難しく、

また、客観的データがないことから、成果指標として適さない。「利用者の要支援・要介

護度の維持」は、最終アウトカムの一つ前のアウトカムであり、かつ、測定が可能である

ことから、本事業の成果指標に適していると判断し、採用した。 

成果指標「要支援・要介護度の維持」は具体的には、なりゆきベース（介入しない場

合）と比較して要支援・要介護度を維持した利用者数の割合とした。 

なお、本事業は事業期間を 4 年間とすることを想定していることから（後述）、サービ

ス提供者のリスクが高い。そのため、サービス提供者の提案に基づき、アウトプットも成

果指標に加えることを想定している。 

図表 8-7成果指標検討の選定結果 

 

 

上記成果指標の測定方法を、ランダム化比較試験、マッチング法、既存データとの比

較、事前事後比較の中から検討した。各評価方法の概要は以下の通り。 

  

役割 観点 説明

事業の成否の
判断基準

事業目的との
関連性

・事業目的の達成度を直接あらわす指標か
・中間的指標の場合、事業目的との因果関係は明確か

持続性の
検証可能性

・事業後の効果の持続性を評価できるか

報酬支払の
判断基準

インセンティブの適
切性

・「歪んだインセンティブ（perverse incentives）」につながらないか
・事業者・資金提供者のやる気を引き出せるか（成果の発現時期が
長期的過ぎないか、成果につながらないリスクは大きすぎないか）

支払時期の
妥当性

・事業者・資金提供者への支払いタイミングとして適切か

事業管理の
判断基準

事業管理上の
有用性

・事業の進捗確認や、事業内容の変更の判断に資する情報を得るこ
とができるか
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図表 8-8評価デザインの候補 

 
出所：Social Finance UK (2015) Designing Effective Outcome Metrics and 

Measurement Systemsを参考に作成。 

 

以下の観点を踏まえて、上記の評価方法から本事業に適した評価方法を抽出した。 

 

図表 8-9評価デザイン選定の観点 

 

  

以上より、既存データとの比較方法及び事前事後比較方法の 2種類を組み合わせた方法

を選択した。 

具体的には、大牟田市の平成 27年度から 30 年度の全通所型介護事業所の利用者数のデ

ータを用いて、介入しない場合の 3年後の要支援・要介護度の維持率（悪化率）を算定す

る。一方で、本事業実施後、対象者が介入前の要支援・要介護度をどの程度保っているか

を算定する。これと介入しない場合の維持率を比較し、維持率の向上度を算定する。 

  

評価デザイン 概要 メリット デメリット

ランダム化比較
試験
RCT:Randomiz
ed Controlled 
Trial

・対象者を介入群とコントロール群
に無作為に割付け、両者を比較
する手法

・もっとも厳密性を担保できる ・コントロール群を設定しデータ収
集、分析をするため…
時間・コストがかかる
倫理的に適さない場合がある

マッチング法
Matched

Controlled 
Trial

・介入群と可能な限り類似したグ
ループをコントロール群とし、両者を
比較する手法

・介入群を無作為に選定できない
場合でも活用できる
・一定の厳密性を担保できる

・コントロール群を設定しデータ収
集、分析をするため…
時間・コストがかかる
倫理的に適さない場合がある

・一定のバイアスが入る可能性あり

既存データとの
比較
Historical 
Baseline

・過去のデータから、介入群と類似
するグループのデータを選び、両者
を比較する手法

・コントロール群を設定する必要が
ないため…
コストが低い
倫理的問題を回避できる

・一定の厳密性を担保できる

・比較可能なデータがなければで
きない
・一定のバイアスが入る可能性あり

事前事後比較
Before After
Study

・事業の実施前のデータと事業の
実施後のデータを比較する手法

・簡易
・コストが低い

・介入以外の外部要因を除外す
ることが難しく、厳密性が低い

選定の観点 説明

厳密性 ・評価結果について、どの程度の確からしさを期待できるか

倫理性 ・公平性を基本とする行政サービスにおいて適用可能か

費用
・時間はかかり過ぎないか
・費用は高すぎないか

実現可能性 ・健診データやレセプトデータを基にした対象者の抽出方法などを踏まえ、実現可能か
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図表 8-10最終成果指標にかかる評価デザインの選定結果 

 

 

（５）財務モデルの検討 

本事業の想定事業費は、民間事業者への見積り、先行 SIB事業の成果報酬率等を踏まえ

て、約 1,300万円に設定した。成果報酬額は事業費の約 30％とした。なお、前述のとお

り中間支援組織は本調査受託者が担うこと、また、成果指標は介護保険制度の規定に基づ

き測定するから第三者評価機関は設置せず、よって事業費にはこれらの費用を含まない。 

事業費のうち、平成 31～33年度は、サービス提供者が提案したアウトプット指標に基

づいて対価が支払われる。平成 34年度は成果報酬分として、成果指標「利用者の要支

援・要介護度の維持率」に応じて対価が支払われる。 

 

図表 8-11想定事業費及び支払い方法 

 

 

成果指標「利用者の要支援・要介護度の維持率」の最大目標値は 20％とし、最低値を

10％とすることを想定している。したがって、大牟田市は、維持率が 20％を超過した場
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合には維持率 20％時の成果報酬額を支払い、維持率が 10％を下回った場合には成果報酬

額は支払わない。 

右図は、利用者の要支援・要介護度の維持率

に応じた削減額の試算結果である。なお、本事

業の対象とする行政コスト削減額は、市及び 1

号保険者負担分の介護費用である。 

全対象者が要支援・要介護度を維持した場

合、約 2億円の行政コスト削減が見込まれる。

一方、維持率が 1％であった場合、削減額は 200

万円程度と見込まれる。 

本事業においては、事業費が約 1,000万円で

あることを踏まえて、大牟田市が行政コストの

削減を享受できるように、維持率 10％を下限値

として設定した。 

 

 

 

 

 

 

  

（６）事業スケジュール 

本事業の想定される事業実施スケジュールは以下のとおり。 

事業期間は平成 31年度から 34年度の 4年間を想定している。そのうち、サービス提供

期間は平成 31～33年度の 3年間、4年目は成果測定期間とすることを想定している。 

サービス提供者は平成 31年上旬に選定する予定である。 

 

図表 8-13想定事業スケジュール等 

 

 

（７）予算化 

本事業では 4年間の事業であり、毎年度対価の支払いを実施することを想定しているこ

とから、大牟田市は債務負担行為を設定している。 

市+1号保険者分削減額

35.50%

維持率 100% 悪化率 0% 590,241 209,536

90% 10% 531,217 188,582

80% 20% 472,193 167,629

70% 30% 413,169 146,675

60% 40% 354,145 125,721

50% 50% 295,121 104,768

40% 60% 236,097 83,814

30% 70% 177,072 62,861

29% 71% 171,170 60,765

28% 72% 165,268 58,670

27% 73% 159,365 56,575

26% 74% 153,463 54,479

25% 75% 147,560 52,384

24% 76% 141,658 50,289

23% 77% 135,755 48,193

22% 78% 129,853 46,098

21% 79% 123,951 44,002

20% 80% 118,048 41,907

19% 81% 112,146 39,812

18% 82% 106,243 37,716

17% 83% 100,341 35,621

16% 84% 94,439 33,526

15% 85% 88,536 31,430

14% 86% 82,634 29,335

13% 87% 76,731 27,240

12% 88% 70,829 25,144

11% 89% 64,927 23,049

10% 90% 59,024 20,954

9% 91% 53,122 18,858

8% 92% 47,219 16,763

7% 93% 41,317 14,667

6% 94% 35,414 12,572

5% 95% 29,512 10,477

4% 96% 23,610 8,381

3% 97% 17,707 6,286

2% 98% 11,805 4,191

1% 99% 5,902 2,095

0% 100% 0 0

成果指標 削減額

図表 8-12 行政コスト削減額 
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予算化にあたっての庁内調整においては、財政難で新規事業に予算を配分するのが難し

い中、対価の総額が将来の行政コスト削減額を下回ること、成果が創出されない場合には

財政支出が最低限になること等の SIBの特性に対して庁内の理解を得ることができ、予算

化に至った。 

 

（８）資金調達スキーム 

本事業においては、資金調達については事業者の提案に委ねるものとしており、想定事

業者は、金融機関や投資家から事業費の一部に対して融資・出資を受けることとしてい

る。 

 

（９）契約 

本事業は、従来の業務委託契約と同じく自治体とサービス提供者間での契約を想定して

いる。 

 

（１０）分析 

大牟田市における SIB事業における課題等の分析結果は以下のとおり。 

 

１）事業費に国庫補助等を活用する場合の課題 

大牟田市では、本事業を介護給付費等費用適正化事業に位置付けることを想定してい

る。 

介護給付費等費用適正化事業とは、地域支援事業における任意事業であり、当該事業に

位置付けられると、事業費は国が 39％、都道府県が 19.5％、市町村が 19.5％、1号保険

者が 22％を負担する。つまり本事業の事業費として大牟田市が実質的に負担するのは事

業費の 19.5％であり、市の財政負担の軽減につながる。また、介護給付費等費用適正化

事業に位置付けて行う場合には、年度ごとの実費に応じて国や都道府県等の公費が交付さ

れる。 

一方、SIB は毎年度の事業費の規模に関わらず、成果が発現したタイミングで、発現し

た成果に応じて対価が支払われる。これにより、地方公共団体は効率的な財政支出が可能

となり、かつ民間事業者は成果をより高めるインセンティブとなる。 

従って、介護給付費等費用適正化事業にて SIBの特徴である効率的な財政支出を実現す

るためには、介護給付費等費用適正化事業のルールに則った上で、設定する成果指標、支

払のタイミング及び支払額を工夫する必要がある。 
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図表 8-14介護分野の SIB の財源の比較 

 

２）公募プロポーザル方式にて事業者を選定する場合の課題 

本事業は、サービス提供者を公募プロポーザル方式にて選定することを想定している。 

先行する SIB事業はいずれも随意契約にて事業者を選定しており、公募プロポーザル方

式にて事業者を選定した事例はない。 

サービス提供者の公募に当たり、従来の公募方法を参考にして、募集要項、仕様書

（案）、契約書（案）を事前に公表し、事業者を応募する方法を想定している。 

SIB事業では、発注者は仕様を定めず、成果を提示する。本事業では「要支援・要介護

度の進行抑制・維持する方法」を提案してもらい、事業の実現性、成果達成の可能性を評

価することを想定している。 

 

 

図表 8-15公募プロポーザル方式と随意契約の比較
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なお、「プログラムの参加者数」は参加者全員を、「運動習慣が改善した者の割合」はプ

ログラム修了者全員を、「基本チェックリストが改善した者の割合」は 65 歳以上のプログ

ラム修了者を評価の対象とした。 

基本チェックリストは、介護予防事業における二次予防事業対象者を把握するために用

いられてきた 25項目からなる評価尺度であり、高齢者を対象とした短・中期的な要支

援・要介護リスクを図るものである。本事業で提供されるプログラムは、特に運動器の機

能低下を予防するものであることから、基本チェックリストの全項目のうち、運動器の機

能低下に関連した 5項目の改善状況について評価することとしている。また、基本チェッ

クリストは、若年層における短・中期的な介入効果を計る指標として用いることは適当で

ないことから、基本チェックリストが改善した者の割合において、20 歳～64歳の参加者

については、評価の対象としないこととした。 

これらの成果指標について、評価デザインは以下の示した候補の中から検討を行った。 

 

図表 8-22評価デザインの候補 

 
出所：Social Finance UK (2015) Designing Effective Outcome Metrics and  

Measurement Systemsを参考に作成。 

 

上記の候補から選定するにあたり、以下の観点から選定を行った。 

 

図表 8-23評価デザイン選定の観点 

 

評価デザイン 概要 メリット デメリット

ランダム化比較
試験
RCT:Randomiz
ed Controlled 
Trial

・対象者を介入群とコントロール群
に無作為に割付け、両者を比較
する手法

・もっとも厳密性を担保できる ・コントロール群を設定しデータ収
集、分析をするため…
時間・コストがかかる
倫理的に適さない場合がある

マッチング法
Matched

Controlled 
Trial

・介入群と可能な限り類似したグ
ループをコントロール群とし、両者を
比較する手法

・介入群を無作為に選定できない
場合でも活用できる
・一定の厳密性を担保できる

・コントロール群を設定しデータ収
集、分析をするため…
時間・コストがかかる
倫理的に適さない場合がある

・一定のバイアスが入る可能性あり

既存データとの
比較
Historical 
Baseline

・過去のデータから、介入群と類似
するグループのデータを選び、両者
を比較する手法

・コントロール群を設定する必要が
ないため…
コストが低い
倫理的問題を回避できる

・一定の厳密性を担保できる

・比較可能なデータがなければで
きない
・一定のバイアスが入る可能性あり

事前事後比較
Before After
Study

・事業の実施前のデータと事業の
実施後のデータを比較する手法

・簡易
・コストが低い

・介入以外の外部要因を除外す
ることが難しく、厳密性が低い

選定の観点 説明

厳密性 ・評価結果について、どの程度の確からしさを期待できるか

倫理性 ・公平性を基本とする行政サービスにおいて適用可能か

費用
・時間はかかり過ぎないか
・費用は高すぎないか

実現可能性 ・健診データやレセプトデータを基にした対象者の抽出方法などを踏まえ、実現可能か
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図表 8-25想定事業費及び支払方法案 

 

 

図表 8-26 行政コスト抑制額試算 

 

 

成果報酬支払額は、先述のとおり本事業開始の前年度に要した初期導入費用を基に設定

している。本事業における事業者は、本事業で実施する健康増進プログラム又は類似のプ

ログラムの提供実績はなかったことから、実施ノウハウ及び実証データ取得を目的に本事

業の開始の前年度に実証実験を実施している。本事業の業務受託前ということもあり、こ

うした事業開始の前年度に生じる初期導入費用については本来事業者が負担する費用とな

るが、本事業においては、当該初期導入費用相当分を成果報酬として設定することで事業

者に対するインセンティブとした。 

固定支払額は、本事業の実施に際し要する費用を基に設定した。本事業で実施する健康

増進プログラムの提供業務は、履行することによって一定の効果が見込まれることが想定

されるため、先述の初期導入費用相当分を除く費用について、業務履行によって支払われ

る最低保証額として設定した。一方で固定額の委託料とすると、参加者人数が充分に集ま

らない場合は、一人あたりの対象者に対し過大なサービス対価を支払うこととなる恐れが

ある。このため、参加者が目標人数に達すれば固定払に係る委託料の満額を支払うものと

し、目標人数に達しない場合は、参加者に配布するＩＣＴデバイスの運用費用、サプリメ

ント費用等の参加者人数に応じて変動する費用を参加者数の実績に応じて減額することを

検討している。 

なお、後述のとおり、成果の評価は単年度内に完結するので、単年度の事業とすること

が想定されたが、事業実施にあたっては一定の介入対象者を確保すべきという市の方針の

もと目標とする介入対象者数を先に設定したことから、健康増進プログラムの提供期間及

項目 事業費（千円） 支払方法 備考

初期導入費用 3,000 成果報酬払 事業期間で分割して成果報酬払い

運営費用 38,550 固定払

一部経費は参加者数×一人あたり
費用による実績払い
また、実績払い以外の一部経費に
つき、地方創生推進交付金を活用
予定

事業費計 41,550

成果項目
推計削減額
（千円）

左欄のうち市負担額
等抑制額（千円）

試算条件の概要

介護給付費の抑制 12,087 4,291
※市負担分＋第１号

保険者分で算出

参加者1,800人の半数
が高齢者、かつ基本
チェックリスト該当者
の7割が非該当に改善
したと仮定

医療費の抑制 3,020 185 参加者1,800人のうち
運動習慣のない者が６
割改善したとして仮定

合計 15,107 4,476
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成果指標に紐付いた支払条件の設定にあたっては、事業により生じる行政コスト等の財

政的効果額を参考に設定することが困難であったため、関係者間で議論を重ねることで合

意形成を行った。支払条件の検討の際に、比較、参考となるようなプログラムの実績デー

タが不足していため、支払条件を設定することは容易ではなかった。このため、関係者に

おいて事業実施前の段階で各々許容できるリスクについて確認と合意を行い、支払条件そ

の他の事業条件を設定した。支払条件については、前年度の実証実験の結果や本事業にお

けるプログラムの実施の過程において、適宜見直しを行うことを検討している。 

 

（６）事業スケジュール 

本事業の想定される事業実施スケジュールは以下のとおりである。なお、事業期間 5年

のうち、1年目及び 5年目は 3回、2年目から 4年目は 4回、健康増進プログラムを実施

する予定である。 

 

図表 8-29 想定事業スケジュール 

 
 

（７）予算化 

本事業では、先述のとおり成果指標の達成に応じた支払は毎年度行うこととしており、

初年度においては、地方創生推進交付金の活用も検討している。事業としては複数年度に

渡り継続して実施することになるため、交付金の申請を検討している初年度経費の一部を

除き、複数年度の債務負担行為を設定して予算化を行うこととなった。債務負担行為の設

定については、その必要性について庁内においても共通の認識ができており、複数年度に

おける予算確保という点においては、大きな問題はなかった。 

 

（８）資金調達スキーム 

本事業においては、資金調達については事業者の提案に委ねるものとしており、想定事

業者は、地元金融機関から成果報酬支払相当額の融資を受けることとしている。 

  

2019年 2020年 2021年

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 …

契約・広報等準備期間

ＰＧ1クール目

ＰＧ2クール目

ＰＧ3クール目

成果指標達成状況報告

報酬支払手続き

ＰＧ1クール目

ＰＧ2クール目

ＰＧ3クール目

ＰＧ4クール目

成果指標達成状況報告

報酬支払手続き

※以降の年間スケジュールは同様（事業期間は2023年まで（2023年のＰＧは、初年度同様３クールのみ実施））

ＰＧ実施
成果測定

ＰＧ実施
成果測定

ＰＧ実施
成果測定

年度報告

支払

ＰＧ実施
成果測定

ＰＧ実施
成果測定

ＰＧ実施
成果測定

ＰＧ実施
成果測定

年度報告

支払

契約等
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（９）契約 

本事業における契約は、通常の業務委託契約と同じく自治体と事業者による直接契約を

締結することを想定している。なお、先述のとおり事業者と自治体において、既に包括的

連携協定を締結するとともに、プログラム実施に関する覚書の締結を行っている。契約に

際しては、交付金申請を行う予定としている初年度経費に係る委託契約とは別に、複数年

度の債務負担行為として設定している委託契約を締結する予定である。 

 

（１０）分析 

美馬市における SIB事業における課題等の分析結果は以下のとおり。 

 

１）比較的健康な状態の人に対する予防介入事業における課題 

美馬市における SIB事業は、若年者から中・高年齢者まで幅広い世代かつ比較的健康な

状態にある人を対象として、将来の疾病リスク及び介護リスクの低減を目的に介入を行う

ものである。このような比較的健康な状態にある人への介入は、既に疾病等を潜在的に有

している者や症状として顕在化している者をターゲットとして行う事業に比べ、対象とな

る者は多いという利点がある。一方で、比較的健康な状態にある者等については、医療費

及び介護費用が増加する直接の要因となる疾病、症状等の発現までに長期間を要する傾向

にあることから、その介入効果のエビデンスとして使用できる研究・データ等も限られる

とともに、中・短期間の介入により生じる医療費及び介護費用等の削減という定量的効果

は、充分に発現しない又は定量化が難しい可能性があるという課題がある。 

このようなことから、SIB 事業として実施する場合の成果指標として検討可能なアウト

カム等が限られてしまうとともに、目指す成果は、様々な要因が複合し発現している可能

性があるため、エビデンスの厳密性を有するロジックモデルの作成に困難を伴う可能性が

ある。こうしたエビデンスの厳密性の担保ができない場合は、SIB 事業の本事業実施前な

どにおいて、実証的にその効果を検証する機会を設け、エビデンスの補強とともに、ロジ

ックモデルを検討又は見直しすることが考えられる。 

 

２）行政コスト削減成果が発現しない場合における課題 

美馬市における SIB事業は、先述のとおり比較的健康な状態の人に対する介入事業であ

ったこともあり、行政コスト抑制等の直接的な財政効果が大きく発現することはなかっ

た。自治体においては、医療費及び介護費用の抑制は喫緊の課題であり、こうした直接的

な財政効果に対する期待は高いことから、このような定量的成果が発現しない場合の自治

体における政策的な取組み意義の整理が必要となる。 

SIBは、行政コストの削減等の直接的な財政効果のほか、従来は行政主体で実施してい

た健康増進施策等について、地域住民及び地元企業・団体・金融機関等をはじめとした多

様な関係者を巻き込んだ展開が可能となり、コミュニティの活性化、目的意識の共有、地

域経済の活性化等、多面的な効果をもたらす可能性を内包している。 
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このため、直接的な財政効果が十分に発現しない事業であっても、行政としてなお取り

組むべきとされる課題の解決に資する手段として SIBの導入を検討することが考えられ

る。しかしながら、一方でこうした直接的な財政効果が充分に発現しない場合、目指すべ

き成果の定義、ロジックモデルの構築、成果の測定・定量化には困難が伴うことが予想さ

れる。また、財政効果という明瞭な定量的指標が参考にできないことから、支払条件等の

適切な設定方法について、引き続き調査・検討を行う必要がある。 

以上が、美馬市における導入モデル事業の検討結果である。なお、上記の検討結果はあ

くまで予算成立前の事業計画案である。 

 

8.3 ヘルスケアサービス分野における社会的インパクト評価に活用可能なロジック

モデルの構築 

8.3.1 本調査の目的 

昨年度の調査では、既存研究を踏まえて、医療及び介護分野のうち、社会的課題として

重要度が高く、介入が可能であり、介入することにより行政コストの削減が期待できる分

野として、生活習慣病予防、がん早期発見、糖尿病重症化予防、認知症予防、認知症重症

化予防、骨折・転倒予防を抽出し、ロジックモデルを構築した。 

本年度は、地方公共団体が抱

える社会的課題として、SIB導

入のニーズが高い高齢化（医

療・介護費用の削減等）と地域

コミュニティをテーマとして、

社会的インパクト評価に活用可

能なロジックモデルを構築す

る。 

近年、介護予防、健康寿命延

伸等のヘルスケア分野を中心

に、地域コミュニティを形成す

るソーシャル・キャピタル（後

述）との因果関係を定量的に把

握する研究が活発に行われてい

る。本調査では、既存研究をもとに、介護予防をはじめとした多分野とソーシャル・キャ

ピタルの因果関係を整理し、ロジックモデルを構築する。また、ケーススタディとして静

岡県島田市をフィールドにして SIB 事業のロジックモデルを検討する。 

 

8.3.2 ソーシャル・キャピタルの概要 

ソーシャル・キャピタル（以下「SC」という。）とは、「社会関係資本」とも訳され、人

と人との信頼関係やネットワーク、規範と言った社会組織の特性を言う。 

  

※2018 年度に全地方公共団体を対象に実施したアンケート。有
効回答率 31.2％ 

出所：株式会社日本総合研究所 

 

図表 8-30 SIB の導入が想定される社会的課題 
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地域コミュニティが抱えている問題は、そこで暮らす個人に関わる問題、経済社会構造

の変化に伴う問題、コミュニティの立地に関わる問題に分類される。これらの問題が進行

し、複合的に発生することにより、健康、教育、防災、治安等の分野でコミュニティや地

域規模の問題に拡大し、コミュニティの崩壊、地域の衰退につながっていく。コミュニテ

ィの再生は多分野に渡る重要な課題となっている。 

 

図表 8-33コミュニティの課題と地域の衰退関係 

 

 

出所：内閣府「コミュニティ機能再生とソーシャル・キャピタルに関する研究調査報

告書」を基に作成 

 

コミュニティ機能再生と SCの関係性をみ

ると、コミュニティ機能再生に向けた活動

は、地域に蓄積された潜在的ポテンシャル

（地域の歴史、人口等）、コミュニティを覆い

始める危機感（高齢化、人口流出等）、潜在的

ポテンシャルが顕在化した過去の地域経験（紛

争事例、イベント等）が地域で共有されること

によって生まれる。そしてこの共有のツール

が SCである。また、コミュニティ機能再生に

向けた活動が継続するには、人的資源、活動

を支える仕組み、活動拠点、活動資金、豊富な情報、活動主体の能力等が必要となるが、

これを整備するのが SCである。このように、SC は地域コミュニティの活動のきっかけ及

び継続に重要な役割を果たす。 

  

図表 8-34 コミュニティ機能再生と SC

の関係 

 

 

出所：「コミュニティ機能再生とソーシ
ャル・キャピタルに関する研究調査報
告書」（内閣府） 
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図表 8-35コミュニティ機能再生と SCの関係 

 

 

 

地域コミュニティと SCに関する既存研究には、主に SC と企業活動、地域社会の安定

化、福祉・健康、教育、政府の効率性の分野の研究が多い。中でも、健康分野の研究は特

に多い。例えば地域コミュニティをはじめとする社会関係資本は、心の病気を含む健康状

態に影響するという研究がある。また、市民活動に参加する高齢者は主観的健康感が高い

という研究もある。 

本調査では、介護予防をはじめとする多分野と SCの因果関係を定量的に把握している

研究を調査し、それを基にロジックモデルを構築する。 

 

8.3.3 文献調査 

近年多様な分野で社会関係資本のもたらす効果についての研究がなされている。以下で

は、健康分野を中心に、社会関係資本に関する既存研究を概観する。 

 

（１）健康分野における研究 

社会関係資本と健康に関する研究は 90年代後半以降海外で多くの研究がなされてきた

が、我が国では 2003年を端緒として、2009 年以降少なくとも年 10本程度の論文が出さ

れている（井上他, 2013）。国内の文献 19 件をレビューした儘田（2010）は、「ほとんど

の文献で健康指標との有意な関連が報告されている」としている。本項では、特に健康分

野における既存研究を概観したい。 

Hikichiらが愛知県武豊町をフィールドに 2007年～2012年の 5年間に亘って実施した

調査では、社会関係資本と介護認定率との関連性が分析されている（Hikichi et al., 

2015）。武豊町では地区ごとに高齢者がいつでも立ち寄れるサロンを一次予防事業として

立ち上げ、住民により自主的に運営されているが、このサロンを利用したことがないサロ

ン非参加群の 2,178 人のうち約 14%が 2007 年～2012 年間に要介護認定を受けたのに対

し、サロン参加群の 312人のうち、同じ期間で要介護認定を受けたのは約 7.7％であっ

た。同じく武豊町をフィールドにした 2014 年までの 7年間の調査では、サロン参加群

（152人）の認知症発症リスクが非参加群（1,885 人）のそれに対して 0.73 倍であったこ

とが報告されている（Hikichi et al., 2017）。 

サロン参加を通じて老人クラブやボランティア組織、スポーツの会への新規参加が増え

ることが確認されているが（平井, 2010）、伊藤と近藤（2013）が実施した JAGESプロジ

ェクト参加の 24介護保険者についての分析では、趣味の会やスポーツの会への参加割合

が高い保険者ほど、要支援・要介護認定率が低いことが報告されている。特にスポーツの
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会については、参加割合が高い市区町村ほど、IADL の低下者が少ないという関連も報告

されている（加藤他, 2015）。なお、Saito らの研究でも、週 1回以上趣味やスポーツの

会に参加した高齢者の間では、11年間で 30～50万円/人程度、介護費用が低いことが報

告されている（Saito et al., 2018（投稿中））。 

このように既存研究では、サロンの参加それ自体や、サロン参加を通じて新たに趣味の

会やスポーツの会に参加することを通じて、IADL といった生活機能や認知機能が維持さ

れ、要介護認定率の低下につながっていることが示唆されている。 

竹田らが、日本老年学的評価研究（JAGES）プロジェクト参加 7市町の通いの場 109 箇

所の参加者 3,305 人を対象に実施した調査では、通いの場参加後の参加者の心理社会的な

変化として、以下の調査結果が報告されている（竹田他, 2017）。 

 

図表 8-36通いの場参加後の参加者の心理社会的な変化 

 

 

社会関係資本と健康指標との間の因果関係については、情報の伝達やインフォーマルな

社会的統制などがあると言われているが（相田他, 2014）、そうした観点から、「健康につ

いて意識するようになった」（84.0%）、「健康に関する情報が増えた」（76.9%）という回答

が上位にある結果は興味深い。通いの場へ参加することで健康関連の情報が増えるという

結果は、武豊町のボランティアと参加者への調査でも同様に報告されている（大浦他、

2013）。 

さらに、「「地域には助け合いの気持ちがある」と思うようになった」（81.6%）や「「地

域の人は信用できる」と思うようになった」（76.1%）という回答も高い割合を示している

ことは、社会関係資本の「つながり・交流」が、それ以外の構成要素である「信頼」にも

影響を与えていることが示唆される。サロン参加者ではボランティア組織への新規参加が

増えるという調査結果（平井, 2010）も併せて考えると、サロン等への参加を通じて「つ

ながり・交流」が増えることによって、「信頼」や「社会参加」の増加につながることが

期待できるだろう。  
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（２）健康分野以外における研究 

子育て分野でも社会関係資本についての研究がなされている。内閣府が実施した調査で

は、社会関係資本が高い地域ほど合計特殊出生率が高いとの相関が報告されている（内閣

府, 2003）。こうした相関関係の背景については山口ら（2013）の研究が参考になる。山

口らによると、「子育ての社会化」意識・行動（地域共同子育て意識、子育て支援行動、

等）と社会関係資本の下位尺度である「つながり・交流」との間に統計的に優位な関連性

が認められている。このことからは、山口らは地域住民の「子育ての社会化」意識・行動

に影響を与えるためには、地域の中で住民の交流を促すことが必要だと指摘している。 

教育分野でも、社会関係資本と子どもの学力等との関連についての研究がある。教育分

野における社会関係資本は、「家庭内社会関係資本」、「クラス社会関係資本」、「学校社会

関係資本」、「地域社会関係資本」と分類され、それぞれについて研究がなされているが

（露口, 2011）、例えば、Croll（2004）によると、親による地域組織への加入状況が子ど

もの学業成績に正の影響を及ぼすとの結果が報告されている。また、Furstenbergら

（1995）によると、子どもの地域・市民活動への参加も学業成績に正の影響を及ぼすとの

研究結果が報告されている。なお、Kahne らの研究では、親を含めた住民による地域・市

民活動への参加が活性化している地域では子どもたちの地域・市民活動参加も促進される

ことが報告されている（Kahne & Sporte, 2008）。これらの研究から、社会関係資本の下

位尺度である「社会参加」と子どもの学力との関連性が示唆されると言えるだろう。 

さらに、社会関係資本と災害の関係でも、平時における地縁活動や市民活動が災害発生

時の支援や受援への参加と関係しているとの報告がある。川脇（2014）によると、平時か

ら自治会など地縁的な活動に参加している人ほど災害時に受援する可能性が，ボランティ

アなど市民活動に参加している人ほど災害時に支援する可能性がより高まることが報告さ

れている（川脇, 2014）。このことから、社会関係資本の下位尺度である「社会参加」と

災害発生時の共助行動との関連が示唆される。 

内閣府が実施した調査では、ボランティア活動の活発な地域ほど犯罪発生率（刑法犯認

知件数）が低いという結果が報告されているが（内閣府, 2003）、社会関係資本が犯罪の

抑制にも効果があるとの研究もある。例えば海外では、社会関係資本、特に「信頼」が高

い地域の方がそうでない地域と比較して殺人発生率が低いといった研究結果がある

（Putnam, 2000; Kennedy et al., 1998; Lederman et al., 2002）。なお、社会関係資本

と犯罪の抑制との間のメカニズムについては、以下のような理論がある（高木, 2011） 

 

① 社会解体理論： 

地域コミュニティの崩壊によって犯罪を思いとどまらせるようなインフォーマルな

社会統制、監視が弱体化。 

② アノミー理論： 

現代社会における金銭的成功が協調される一方、その手段を合法的なものに制限す

るような規範が弱体化。 
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一方で、社会関係資本の構成要素の間でも因果関係があると考えられる。まず、前項の

既存研究のレビューでも確認されたように、サロンや通いの場への参加を通じて、趣味の

会やスポーツの会への参加だけでなく、自治会等の地縁的な活動やボランティア活動への

参加につながる。また、竹田ら（2017）の研究で示されているように、サロンや通い場へ

の参加を通じて、地域の住民への一般的な信頼の増加という心理社会的な変化も確認され

ている。つまり「つながり・交流」と「社会参加」、そして「信頼」の間に因果関係があ

ると考えられるだろう。なお、文献調査では把握できなかったものの、「社会参加」や

「信頼」から「つながり・交流」へ、また「社会参加」と「信頼」との間にも因果関係は

ありうると思われる。この点は、ロジックモデル上では点線で示している。 

 

8.3.5 ケーススタディ 

以上のように、近年全国的に問題となっている地域コミュニティの衰退が、高齢者の要

支援・要介護度の上昇、勤労世帯のメンタルヘルスの不調、子供の体力低下等の健康分野

をはじめとした各分野で起こる問題と密接に関わっていることを踏まえて、静岡県島田市

では、市民の SC醸成・向上を通した地域コミュニティの活力維持・向上を目指してい

る。 

 

図表 8-38静岡県島田市の概要 

• 静岡県の中心部に位置 

• 人口約 98,909人（平成 30年 3月末時

点） 

• 平成 17年に旧島田市と旧金谷町が、平

成 20 年に川根町が合併。 

• 合併後人口が増加しピーク時は 10万人

超であったものの、近年人口は減少傾向。 

 

 

島田市金谷地区は、平成 17年に旧島田市と合併した地域である。金谷地区の人口は島

田市全体の人口の約 19％に当たる 18,872 人である。人口は年々減少し、減少率は市全体

より高い。また、高齢化率も平成 29年度時点で約 33.3％と高い。金谷地区の住民も地域

に対して危機感を有しており、平成 29年度の市民意識調査では、今後の重要な取組みと

して「地域コミュニティ活動の推進」「市民協働まちづくりをさらに促すための対策」と

回答した住民が多かった。 

こういった現状を踏まえて、現在、島田市では、旧金谷庁舎跡地及びその周辺に、「新

たな金谷地区のシンボルとして子供からお年寄りまで誰もが訪れ、つながりが生まれる生

活交流拠点」をコンセプトとして、複合型生活交流施設を新設してそれを核とし、既存の

公民館や図書館等と有機的に連携した地域住民の生活利便・交流に資する拠点の形成を検

討している。拠点では、地域包括センターや健診機能等を有する複合型生活交流施設や既

存の公民館・図書館等の拠点内にある資産を自由に活用して、金谷地区の住民の SC醸
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は利用者の SC醸成・向上、ひいては金谷地区の住民の SC醸成・向上に資する取組を提案

し実施する。したがって、活動、アウトプットは選定する事業者の取組による。 

 

図表 8-40ロジックモデル案 

 

  
 

 

このうち、成果指標として上図の①～③のいずれか、もしくはすべてが想定される。 

 

（３）評価方法 

評価方法として、内閣府が実施している全国アンケートを参考にして、金谷地区の住民

に対してアンケート調査を行うことを想定している。 

事業開始前、事業期間中に定期的にアンケートを行い、事業開始前に比べてどの程度 SC

が高まったかを把握する。また、全国アンケート等を活用して、本事業以外の要因で増減

した SCを排除する。 

 

図表 8-41SC アンケート（案） 
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出所：滋賀大学、内閣府（H29）「ソーシャル・キャピタルの豊かさを生かした地域活

性化報告書」、内閣府（H14）「ソーシャル・キャピタル：豊かな人間関係と市民活動の

好循環を求めて」 

 

8.3.6 まとめ 

既存研究より、SCは介護予防をはじめとして多分野で様々な成果を創出することが分か

ってきており、また、エビデンスも蓄積されてきている。 

特に介護予防分野においては、疫学的な実証研究によって SCと介護予防の因果関係を

定量的に把握する研究が活発に行われている。 

島田市をケーススタディとして検討した SC 醸成・向上を目的とした SIB事業は、既存

研究を活用してロジックモデルや成果指標を構築した。今後は、対象とする高齢者に係る

介護費用削減の定量的把握にも試みる。 

ケーススタディの中で把握した問題として、高齢者をはじめとした金谷地区の全住民を

対象としている一方で、コスト削減原資が介護費用のみであることから、SC 醸成・向上

による行政コスト削減額が、民間事業者の見積り等で把握した事業費を大きく下回る点が

ある。今後、SIB 事業のコンセプト（市の政策的意義づけ等）、スキーム詳細検討が求め

られる。 
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うち、運用で解決できる課題ではなく、制度的対応が必要な課題としては、事業規模の

小さいという課題、及び、成果指標、支払基準を客観的に設定できないという課題であ

る。後者については、データベースなどの整備が望まれるが、前者については、事業の垂

直統合などによる案件拡大に加えて、ヘルスケア領域で SIB を推進するにあたり、現状で

は医療費等のかなりの部分を国や県が負担しているため、市町村が医療費削減してもその

効果が小さく、中間支援組織や資金提供者への支払い額とバランスしないというそもそも

の課題が存在する。 

このような課題に対処して、SIBにとりくむ地方公共団体のインセンティブを高めるた

めには、医療費等の削減分を地方公共団体に帰属できるようにする必要がある。たとえ

ば、医療費のファンドを作り、ファンドから成果報酬を払うことで、国・県に帰属する削

減効果も SIBの中に取り込んでいくといった対策の有効性について、検討を行っていく必

要がある。 

 

8.4.2 英国でのアウトカム基金について 

英国では報酬支払い基金（以下「アウトカム基金」という。）と呼ばれる基金が、自治

体が支払う成果報酬の一部を肩代わりしており、日本における制度的対応が必要な課題で

ある、行政コスト削減効果の一部しか SIB 実施主体に帰属しない課題解決の参考になりう

る。 

そこで、英国のアウトカム基金について、政策的な位置づけ、具体的な運用方法など、

日本での制度化の参考にする趣旨で調査を行った。 

まずは英国の SIB 政策の全体像や経緯の棚卸しを、推進組織、指標やレートカード整備

を含めて行った。 
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（１）アウトカム基金について 

アウトカム基金は、SIBの本家である英国で初めて出現し、発達してきた。 

アウトカム基金の英名は“Outcomes Fund”であるが、一般的な「ファンド」のイメー

ジとは異なり投資や回収業務を伴う資金運用を行っていないため、「基金」と称する。 

英国の SIB 事業において登場する関係機関について以下に説明する。 

コミッショナーは、地方自治体などの SIB 事業の委託元で SIB 事業において発生した成

果報酬などの報酬支払者である。 

SPV（Special Purpose Vehicle）は、関係者により編成される SIB 事業の実施主体であ

り、コミッショナーから SIB事業の委託を受けて、実施する主体である。 

サービス提供事業者は、SIBのサービスを提供する単体または複数の事業者であり、SPV

とサービス提供に係る契約を締結して実施する主体である。なお、サービス提供事業者の

選定に際しては、SPVによる公募（英国では調達プロセスと呼ぶ。）を経ることが一般的

である。 

中間支援組織は、案件によって様々な役割を担うが、一般的には、事業シミュレーショ

ンなどの定量評価を含めた案件の可能性調査や資金調達のアレンジメントなどの案件組成

に係る支援や、案件開始後における業績管理など、案件組成・推進の支援を行う主体であ

る。 

こうした英国の SIB事業における中で、アウトカム基金は、SIB促進のため中央政府省

庁などが設立した基金であり、コミッショナーの支払負担の一部を肩代わりする役割を担

っている。 

 

図表 8-43 英国 SIB 事業におけるアウトカム基金について 
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（２）英国における SIB発達の背景 

英国において、こうした SIBの枠組みが発達してきた背景としては、2010 年キャメロン

政権にて「Big Society」の概念が提唱され、その方向性の 1つの民間非営利部門の支

援・活性化などの一環として SIBの活用が位置付けられたことにある。 

はじめにキャメロン政権下で、英国内閣府に SIBセンターが設置され、制度整備が進ん

だ。 

 Centre for Social Impact Bond「略称 C4SIB」などの整備、SIB 案件の開始（ピー

ターバラ市） 

 2013 年に G8サミット議長国の英国・キャメロン首相の呼びかけのもとで、本投資

をグローバルに推進することを目的として「G8インパクト投資タスクフォース」創

設 

 G8各国から政府代表 1名、民間代表 1名が参加し、約 2ヶ月ごとに世界各地で会合 

 2014 年 7月に Social Investment Tax Relief（SITR）制定し、個人投資家が SIB

など社会的投資減税適用 

 

こうした英国における SIB 制度において、アウトカム基金を含む特徴的な制度について

下表のとおり整理した。 

 

図表 8-44 英国 SIB 事業における特徴的な制度 

 

出所：英国政府 WEB サイト 

 

（３）英国における主要なアウトカム基金とレートカード 

英国では、報酬支払者の 1つとして、政府によってアウトカム基金が整備され、データ

の蓄積が豊富なテーマについては、支払基準策定の参考にレートカードが併せて整備され

た。 

レートカードは、SIBの報酬支払基準の策定にあたって、関係者の参考にしてもらうた

めに、アウトカム基金において整備している想定されるアウトカム指標とそれに対応した

支払上限額について整理された支払基準表のことである。レートカードの支払上限額はあ

くまでも参考値であり、実際のアウトカム指標は各案件での検討を通じて策定されていく

Centre for Social Impact Bond
（C4SIB）

政府アウトカム・ラボ
オクスフォード大学ブラバトニック公共政策大学院と提携して、
2016年7月に発足したアウトカム指標についてのナレッジを蓄積

ユニット・コスト・データベース 政府資料や学術研究に基づいた費用一覧表

費用便益分析ガイドライン
SIBによる財政的／経済的／公共的便益計測や、費用便益分析のた
めのガイドライン

SIB基本情報、契約書、過去事例などの情報提供、問合せ窓口
社会的投資・金融市場の成長を支援する内閣府社会的投資・金融
チームの下部組織として設立
※キャメロン政権退陣のあった2016年にデジタル・文化・メディ
ア・スポーツ省（ＤＣＭＳ）に移管

アウトカム基金
SIBのアウトカムに基づく報酬支払基金
内閣府やDWPで整備、他省も追随
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図表 8-46 アウトカム基金の申請フロー 

 

出所：英国政府 GOVLab 

 

（５）アウトカム基金のポイント 

以上のアウトカム基金のポイントについて、引き続き最近の事例である Life Chances 

Fund などから下表のとおり整理を行った。 

コミッショナーが背負いきれない負担をカバーするための基金でテーマや期間を限って

設立している点に大きな特徴がある。 

 

図表 8-47 アウトカム基金のポイント整理 

 

出所：英国政府 GOVLab 

  

• 申請者はSIB案件のコミッショナーである地方政府機関または、地方政府機関が主たる報酬支払者となることの合意
を取り付けている関係者

• 引き合いついては、アウトカム基金側からEOI提出を有望そうな申請者候補に対して促すこともある
備考

STEP１.

関心表明書（EOI）提出
STEP２.

申請書（FA）提出

• アウトカム基金側に投
資を受ける関心を所定
の書式にて表明
（Expression of Interest、
EOI）

STEP３
契約締結.

STEP１´（必要に応じ
て）

案件組成の支援金申請

• FA受理
• FAに対する選定及び

結果通知

• （正式な）申請書を所
定の書式にて提出
（Full Application、
FA）

• EOI受理
• EOIに対する選定及び結

果通知

• SIB案件の組成に対する
支援金申請

※基金によっては、EOIと
同時提出の場合も

• 案件組成支援金申請の
受理、審査、結果通知

※基金によっては、EOIと

同時提出の場合も

• 基金側と詳細な条件に
ついて調整し提出

➢ アウトカム指標
➢ 検証方法
➢ 支払条件等

• 申請者から提出された
詳細な条件への合意

• 契約締結

申請者

アウトカム
基金

① EOI通知後～2017/4/28

➢ 2017/7/31選定
② EOI通知後～2017/10/31

➢ 2018/1/31選定
③ EOI通知後～2018/4/30

➢ 2018/7/31選定

① 2016/7/1～9/30受付
➢ 2016/10/31選定

② 2017/1/2～3/31受付

➢ 2017/4/30選定
③ 2017/6/12～9/15受付

➢ 2017/10/31選定

同左（Life Chances Fundの
場合、EOIと同時提出）

ー（各案件ごと）
時期

（例：Life

Chances

Fund）

• コミッショナーが背負いきれない支払い負担をカ
バーすることが目的

➢サービス提供団体が達成した成果がコミッ
ショナーを超えて他省庁に便益をもたらす場
合の支払い負担

➢成果が未発現の初期段階での支払い負担

• 統括省庁のテーマに応じることが多い
• 内閣府設立の基金については、省庁またぎのテー

マとなる

概要

取扱い
テーマ

• 統括省庁から外部機関に管理・運営を委託する
ケースも

管理者

• 組成段階で調達した資金がSIBコスト削減成果が十
分に発現していない実施期間の途中段階で、枯渇
してしまい、サービス提供者や投資家への初期段
階での成果指標が達成された際の支払が滞るリス
クを軽減することが目的

• 若年層雇用、児童福祉、中毒(薬/酒)、健康増進

• Big Lottery Fund（統括省庁が同じ点が理由と思わ
れる）

• 5～10年間
期間

• 2016年7月4日～2025年3月の9ヵ年
➢ 12ヶ月間の対象案件公募を行い、最終的な資金拠出

は2018年7月までに決定

ポイント 近年のアウトカム基金「Life Chances Fund」の場合

• SIBの案件組成支援を行う基金も多いその他 • テクニカルアドバイス支援として￡0.03m

• 事業投資はしない
• 支払全体の２０％を負担することを原則

• コミッショナー側が太宗をとることが望ましい
• 中央政府が支払者となる場合は負担割合増を再考

• ￡5ｍ以上の規模の案件を望ましい対象としている

• 共通条件として、事業投資はしない（あくまでア
ウトカム支払者）＜ゆえに「ファンド」よりも
「基金」が近い＞

• コミッショナー側が支払の太宗をとる
• 一定規模の案件を望ましいと規定

提供
ルール
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8.4.3 英国でのヘルスケア分野の SIB 事例について 

次に、英国のアウトカム基金について、ヘルスケア分野における SIB 事例や、特定のア

ウトカム基金事例を通じて、その組成、ファンドの組織実態、対象案件の選定方法などを

把握した。 

 

（１）案件概要 

英国のヘルスケア分野における SIB 事業の代表的な事例としては「Ways to Wellness」

がある。この事例は、慢性疾患に係る医療費削減を目的とした英国初のヘルスケア SIB案

件であり、イングランド北東部のニューカッスル・アポン・タイン市（人口約 30 万人の

工業都市）の西側地区にて 2015年 4月から 7年間の期間、820万ポンドの事業規模で取

り組まれている。 

対象者は長期的な健康問題を抱える患者 14,229人に対して、8,500 人を目標として健康

指導やメンタルサポートなどの社会的処方を通じた症状改善を通じた医療費削減を目指し

ている。開始 2年目の 2016 年度時点での紹介患者数は 2,446 人で同時点での計画達成度

合は 90％程度とおおむね順調に進捗している模様である。 

英国の国民医療サービスの重要な役割を担う公的機関である国民保健サービス NHS

（National Health Service）の地域的組織である CCG（Clinical Commissioning 

Group）の NHS Gateshead CCG（旧 NHS Newcastle West CCG）がコミッショナーである。 

実質的な中間支援組織としては、イングランド北東部のボランティア団体、コミュニテ

ィ、社会的企業セクターの協会で地域の健康・福祉増進委員会委員である VONNE

（Voluntary Organizations Network North East）がその役割を担っている。 

VONNEや地元関係機関によって、SPV「Ways to Wellness Ltd」（正確にはチャリティ団

体の「Ways to Wellness Foundation」が設立者の資金をプールし、その完全子会社であ

る「Ways to Wellness Ltd」がサービス提供事業者等との契約主体となっている。）が組

成された。 

SPVにより、サービス提供事業者の選定が行われ、地元中心に禁煙や節酒を含む健康指

導などの介入サービスを担う事業者 3団体及びメンタルサポートを担う事業者 1団体が、

サービス提供契約を SPVと締結した。契約内容には、サービス提供を担う人数に基づいた

固定報酬と患者紹介数に基づく成果報酬と患者がサービス提供を受けた期間に応じた成果

報酬についての支払契約が含まれている。 

投資家としては、社会的投資家として英国 SIBの中で存在感が大きい Bridges Ventures

からの資金提供が行われた。 

アウトカム基金としては、内閣府＋国営宝くじ基金（Big Lottery Fund）設立の基金

（Social Outcomes Fund（以下「SOF」という。）、Commissioning Better Outcomes Fund

（以下「CBO」という。））が支払の一部を負担、さらに案件組成支援も実施している。 
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図表 8-48 「Ways to Wellness」概要 

 

出所：英国政府 GOVLab、WtW公開資料等を基に作成 

 

事業規模の最大報酬支払総額となる 820万ポンドの資金は、コミッショナーである地域

CCG が最大 520万ポンド、アウトカム基金が最大 300 万ポンド（SOF：100 万ポンド、

CBO：200万ポンド）を担う。 

アウトカム基金は事業開始後 6年間 1次成果報酬のうち 70％を負担することになり、コ

ミッショナーに対して拠出する。コミッショナーである地域 CCGはアウトカム基金からの

拠出分最大 300万ポンドと CCG自身の資金 520万ポンドを最大報酬支払額として、SPV に

対して支払う。 

投資家の Bridges Ventures から SPV に対して、165 万ポンドの資金提供が行われた。こ

の資金は、サービス事業者への支払のうち固定報酬部分の財源となっている可能性があ

る。投資家に対しては、固定返済なしの 100％成果報酬連動の返済が行われ、返済想定期

間は SIB事業開始後 4～6年目で 7年以内に完済される予定であり、最大で資金提供元本

の 1.38倍にあたる 234万ポンドを投資家に対して支払われる可能性がある。 

SPVは、アウトカム基金からの拠出を含めたコミッショナーからの報酬支払を財源に、

サービス提供事業者に対して固定報酬と成果報酬を支払いつつ、投資家への返済を行う。

なお、2017 年初めの時点で、110 万ポンドが固定報酬として支払われており、投資家から

の資金提供額が使用されつつある模様である。 

なお、独立評価機関の試算によると SIB成功時にコミッショナーは 200万～最大 700 万

ポンドの費用削減が期待されている。 

  

事業名 Ways to Wellness

地域 Newcastle West地域 (イングランド北東部のNewcastle upon tyne市（人口約30万人）)

開始時期・期間 2015/4～・84ヶ月
テーマ・対象 長期的健康問題患者への社会的処方を通じた医療費削減など(対象14,229人、目標8,500人)

主要
ﾌﾟﾚｰﾔ

コミッショナー NHS Gateshead CCG(旧NHS Newcastle West CCG)

アウトカム基金 Social Outcomes Fund（SOF、内閣府設立）
Commissioning Better Outcomes Fund（CBO、国営宝くじ基金設立）
※両基金はセットで動いている

中間支援組織 無 ※VONNE（イングランド北東部の非営利セクター取りまとめ組織）が実質的役割を担う

サービス提供者 地元・近郊の健康指導、メンタルサポート関連の4事業者

資金
調達

組成支援 上記アウトカム基金のCBOから：$0.15m
その他（保健省のファンド、ｻｰﾄﾞｾｸﾀｰ経営者協会、チャリティ団体）:￡0.195m

事業規模 ￡8.20m

投資家 Bridges Ventures:￡1.65m

支払 報酬支払者 コミッショナー：最大￡5.20m
アウトカム基金：最大￡3.00m(SOF:￡1.00m＋CBO:￡2.00m)

ｻｰﾋﾞｽ提供者へ
の支払

固定報酬：基本の支払(契約書のスタッフ人数準拠)
成果報酬：①紹介に基づく支払(追加患者1人あたり)＋②：プログラム参加期間に基づく支払(〃)

投資家への返済 100％成果報酬（4～6年目で返済予定/7年以内に完済）、最大：￡2.34m（元本の1.38倍）

事業進捗 ’16までの紹介患者数2,446人(同時点での当初計画比90%)
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に提出され、12月～翌 2015 年 1月にて、アウトカム基金とコミッショナー間で最終合意

された。 

こうした経緯をうけて、2015年 3月に「Ways to Wellness」事業がローンチされた。 

 

図表 8-50案件形成経緯（参考は比較用に神戸市 SIB 案件） 

 

 

（３）サービス対象者の選定経緯 

上述のとおり、「Ways to Wellness」事業の対象地域や対象内容が予め決まっていたわ

けではなく、2011 年 5月からの VONNEによる可能性調査を通じて、サービス対象者が選

定された。具体的には、VONNEの管轄エリアであるイングランド北東部の中から、衰退し

つつある工業都市で高い失業率や外国人移民も多く相対的に裕福な地域とはいえない、ニ

ューカッスル・アポン・タイン市（人口約 30 万人）が候補となった。こうした地域の住

民は、健康に関するリテラシーは決して高くなく、不摂生を原因とした慢性的な健康課題

を抱えがちである一方で、処方箋指導を受けても服薬を守らないなど治療努力を怠りがち

であるため、長期的に医療費が発生する傾向にある。そこで、医療保険適用とならない健

康指導など介入サービスをはじめとした社会的処方が、健康状態改善及び医療費削減も含

めて有効ではないかという検討結果を得た。 

最終的には全市的な取り組みに拡大することをめざし、また、SIB 取組の有効性を比較

検証するためにニューカッスル・アポン・タイン市を東西に分け、今回は西部地区（人口

約 11万 2千人）を SIB事業の対象地域とすることとした。 

対象疾患については、事業の検証の観点から、関連データの蓄積が豊富な疾患とした。

具体的には、40～74歳の長期的な健康課題として GP（1次医療機関）に登録された疾患

患者のうち、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、喘息、糖尿病、血行障害に係る疾患、骨粗しょ

う症、てんかんなどである。こうした対象患者 14,229 人のうち、8,500人に社会的処方

を行うことを目標とした。 

2011年2月 VONNE：関係者がSocial Finance主催のピーターバ
ラSIBセミナーに参加し関心 2015年 日本財団（及び経済産業省）：SIB実証事業を

神戸市に持ちかけ
2011年5月 VONNE：コンサル会社2社にSIBのFSを委託

2015年度 神戸市：がん検診を想定して、FS2011年9月～12
年12月

NHS Newcastle West CCG（以下、CCG）：
本SIBにつながるパイロット事業実施

2013年3月 VONNE：SIB組成に向けステアリンググループ設立、
コミッショナーにCCG 2016年6月 神戸市：日本財団、DPPによる作業部会発足

（対象：糖尿病重症化予防、ｻｰﾋﾞｽ提供：DPP）

2013年9月 コミッショナー：アウトカム基金（CBOーSOF）への
関心表明書提出、翌10月受理 ー ー

2013年10月 ステアリンググループ：Social Finance支援のもと事
業計画、財務モデルを精緻化

2016年7～
10月

作業部会：事業計画、財務モデル、アウトカム
指標、成果報酬体型を検討

2013年12月 コミッショナー：アウトカム基金のCBOにSIB開発の
支援金申請、翌14年1月適用 ー ー

2013年12月 SPV：ステアリンググループが「Ways to Wellness 
Ltd.」（略称WtW）に ー ー

2013年12月 SPV：投資家選定の検討開始、2014年7月にBridges 
Venturesに絞込み

2016年8頃
～17年3月

作業部会（日本財団）：資金調達スキーム検討、
資金提供者の確保

2014年3～10月 コミッショナー＋SPV（＋投資家）：
アウトカム指標、成果報酬体系の策定 ー ー（上記16年7～10月の作業部会で検討）

2014年4～11月 SPV：サービス提供事業者の公募、選定 ー ー（上記16年6月時点で、DPPありき）

2014年6月 コミッショナー：アウトカム基金（CBOーSOF）への
申請書提出、翌7月基本合意 ー ー

2014年11月 コミッショナー：アウトカム指標、契約書ひな形、
データ収集・検証方法等の最終版をCBOに提出 ー ー

2014年12月～
15年1月

コミッショナー：アウトカム基金（CBOーSOF）との
最終合意 ー ー

2015年2月 SPV：コミッショナー＆投資家間、サービス提供者間
でそれぞれ契約締結

2017年5～
6月

神戸市：業務委託契約

2015年3月 全体：SIBローンチ、4月サービス提供体制整備、7月
サービス提供開始 2017年7月 全体：参加同意勧奨・参加者確定し、サービス

提供開始

SIBに向けたFS

（対象地域、
ｻｰﾋﾞｽ内容など）

SPV設立に向け
グループ組成

＋
アウトカム基金
に接触開始

スキーム
の詳細検討

（投資家、
ｻｰﾋﾞｽ提供事業者、
成果指標など）

契約締結

SIB開始

WtWでの案件組成経緯 参考：神戸市での経緯（概略）
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2 点目としては、成果が未発現の初期段階での支払負担をアウトカム基金が担っている

点である。日本においても、成果報酬の初期段階の支払だけでなく、サービス提供事業者

などに対する固定費払いについても検討可能ではないかと考えられる。 

3 点目としては、コミッショナー以外に便益をもたらす領域の支払負担も担っている点

である。日本の医療費では、基礎自治体が負担する分はごく一部に過ぎず、都道府県や国

など受益者が多く存在するため、アウトカム基金導入のメリットは英国よりも大きいと考

えらえる。一方で、英国ではコミッショナーに報酬支払の太宗をとらせるルールが存在し

ているが、日本の医療費については、上記のとおり、自治体負担分がごく一部にとどまっ

ているため、この点は当てはまらないと考えられる。 

4 点目としては、アウトカム基金が案件組成の支援金を提供している点である。日本で

もアウトカム基金設立時には、アウトカム基金から SIB 組成の支援金を提供できることが

望ましく、併せて SIB案件組成に活用可能な補助金等も一覧化してもよいかと考えられ

る。 

5 点目としては、アウトカム基金ごとに募集時期を設定しつつ申請フローを整備してい

る点である。日本においては、自治体の予算編成日程などに合わせた申請フローや募集時

期などの設計が必要と考えられる。 

また、アウトカム基金に直接関係はないが、英国ヘルスケア SIB事例のきっかけとなっ

た Social Finance のような SIB伝道師の存在や、案件組成を支援する外部事業者の存在

などは日本においても参考になると考えられる。 

 

図表 8-55 英国でのアウトカム基金まとめと日本に対する示唆 

 

  

• コミッショナー以外に便益をもた
らす領域の支払負担も担っている

役割
• 日本の医療費では、基礎自治体が負担する分はごく一部に過ぎず、

都道府県や国など受益者が多く存在するため、アウトカム基金導
入のメリットは英国よりも大きい。自治体が太宗をとっては割に
合わないため、以下の検討が必要ではないか

➢自治体側が支払の太宗を取らずともよいルール設計
➢コミッショナーを都道府県、厚労省などに広域化

• 本邦初の基金導入である点を鑑み、パイロットとなるアウトカム
基金については内閣府にて設立してはどうか

• 成果が未発現の初期段階での支払
負担を担っている

• 成果報酬の初期段階の支払だけでなく、サービス提供事業者など
に対する固定費払いについても検討可能ではないか

• 統括省庁のテーマに対応している
• 省庁またぎや統括省庁が不慣れな

際は内閣府の基金が担当している

設置者
テーマ

• コミッショナーである地方自治体
に報酬支払の太宗をとらせるルー
ルが存在している

基金提供
のルール

• 現時点では英国よりも案件規模が１桁以上小さい事を鑑みると、
中間支援組織そのものではなく、案件組成を部分的に支援するよ
うな事業者を育成・支援すべきではないか

• Social Financeのような伝道師や、
案件組成時のアドバイザー組織が
複数存在していた

案件組成
の調整役

英国での状況 日本版SIBの取組に対する示唆

ア
ウ
ト
カ
ム
基
金

そ
の
他

• 日本でもアウトカム基金から支援金を提供できるようにすべき
• SIB案件組成に活用可能な補助金等も一覧化すべきではないか

• 案件組成の支援金を提供している

• まずはパイロットとなるアウトカム基金について、自治体の予算
取りなどに合わせた申請フローや募集時期などを整備すべきでは

• 基金ごとに募集時期を設定しつつ
申請フローを整備している

• 事例のように医療データ蓄積が豊富で比較対象可能な地域が存在
している疾患群を対象とすれば大規模化も目指せるのではないか

• 30万人程度の自治体で数～10億
円規模のヘルスケア案件実績

規模
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（２）アンケートの実施 

本勉強会においては、参加者に対しアンケートを実施した。参加者 50 名のうち、回答

者は 38名、アンケート回収率は 76%であった。 

アンケートの質問項目及び各質問項目に対する回答は、以下のとおりである。 

 

【アンケート項目一覧】 

問 1 本日の勉強会について 

①勉強会に参加した目的を教えてください。（自由記述） 

②勉強会は業務への参考になりましたでしょうか。（選択式） 

1．非常に参考になった 2．やや参考になった 3．あまり参考にならなか

った 

問 2 SIBへの関心について教えてください。（選択式） 

1．既に SIB の事業化を検討中である。 

2．事業化までは検討していないが、具体的な業務について SIBの導入を検

討したい 

3．具体的な業務は無いが、SIBの導入を検討したい                   

4．現時点で導入の検討は難しいが、興味・関心がある 

5．特に興味・関心はない 

②上記①において「1．既に SIBの事業化を検討中である。」「2．事業化ま

では検討していないが、具体的な業務について SIB の導入を検討したい。」と

お答えした方にお尋ねします。差し支えなければ、検討をしている事業又は

業務内容をお聞かせください。（自由記述） 

問 3 SIBの導入が想定される分野について教えて下さい。（自由記述） 

問 4 貴自治体のヘルスケア分野における課題について（自由記述） 

問 5 SIBの導入検討にあたり必要と思われる支援、仕組みがあれば教えて

ください。（自由記述） 

問 6 その他意見等ございましたら自由にご記入ください。（自由記述） 
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【主な回答】 

■「2．事業化は未検討だが、具体的な業務について導入検討したい」と回

答した理由 

・介護予防事業とどう連動させていくのが、より拡大するための課題の明

確化 

・官民協働をすすめるために、個人の関心を高めるため 

・仕組みは分かったが、考えている事業になじむのかまだ不明 

■「3．具体的な業務は無いが導入検討したい」と回答した理由 

・公立病院改革において利用できるか検討の余地あり 

■「4．現時点で導入の検討は難しいが、興味・関心がある」と回答した理

由 

・複数年契約との兼ね合いから、毎年度入札による事業者選定と異なり、

事業費が高止まりする懸念に比して、市全体としての行政コストの削減効果

の説明が困難 

・現在の業務では、エビデンス・ノウハウのある事業者が少ないと思われ

るので 

 

上記の回答のうち、「既に SIBの事業化を検討中である。」「事業化までは検討していな

いが、具体的な業務について SIBの導入を検討したい」と回答した参加者のうち、検討し

ている事業又は業務について尋ねたところ、以下のような事業又は業務を検討していると

いう回答が得られた。 

介護予防、健康増進等のヘルスケア分野に関連した内容が多かったほか、コミュニティ

ビジネスに言及した回答もあった。 

 

【主な回答】 

・住民の健康増進に向けた「ヘルスアッププロジェクト」事業を開始予定

であり、SIB の活用を考えている。 

・要介認・要支援状態になる前の元気な高齢者に対する外出を増やすなど

の行動内容を効果的にもたらす手法を SIB で実施し、介護費用の削減につな

げたい 

・介護予防事業での導入を検討している 

・健康寿命プロジェクトについて検討中 

・J リーグチームとの連携によるヘルスケアプログラム 

・東近江市のような新コミュニティビジネス 

 

４）SIBの導入が想定される分野 

SIBの導入が想定される分野については、疾病等に係る検診受診率の向上、生活習慣病

対策その他の健康増進分野、認知症予防・改善、介護予防分野等のヘルスケア関連の回答

が多くを占めたほか、児童福祉、起業支援、就労支援、生活困窮支援、地域のコミュニテ

ィ組成支援、施設の有効活用等、多岐の分野に渡る回答があった 

【主な回答】 

・健康寿命延伸、健康医療 

・がん検診受診その他の検診受診率向上 

・乳幼児健診、産後ケア等の母子保健業務 

・生活習慣病対策 
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・認知症予防・進行防止・改善 

・介護分野 

・地域包括ケアシステム構築推進 

・地域コミュニティづくり 

・児童福祉 

・起業支援 

・就労支援 

・生活困窮 

・施設の活用、訪問者数の増加につなげる施策 

 

 

５）ヘルスケア分野における課題 

ヘルスケア分野における課題については、がん検診、特定健診等の受診率向上に関する

回答が多かった。その他、運動習慣向上、外出支援、無関心層の発掘といった 0次、1次

予防分野と関連した回答のほか、要介護認定者の減少、介護費用、医療費の抑制という回

答もあった。 

【主な回答】 

・がん検診、精密検診受診率の向上 

・特定健診受診率向上 

・乳幼児健診・産後ケア等母子保健業務 

・健康寿命の延伸全般（地域格差など） 

・健康寿命延伸の取組と周知・啓発 

・フレイル対策に有効な事業 

・無関心層の発掘 

・要介護認定者の減少、要介護認定率の低下 

・介護費用の削減（運動習慣の向上、外出支援） 

・将来における医療費、介護費用の増加の抑制 

 

 

６）SIBの導入検討にあたり必要と思われる支援、仕組み 

SIBの導入検討にあたり必要と思われる支援、仕組みについては、セミナー等の実施の

ほか、導入事例及びエビデンス等の情報提供、サービス提供事業者の紹介、専門家による

事業化支援、事業化検討ツールの作成、財政的支援等についての言及があった。 

【主な回答】 

■セミナー・勉強会の開催 

・SIBの制度・仕組を自治体関係者向けに行うセミナーの全国各地での開

催  

・案件組成支援のための勉強会など 

■情報提供・共有     

・エビデンス、事業に興味関心や事業例について幅広い情報   

・各自治体における SIBの導入状況の情報共有、ヘルスケア分野以外にお

ける SIBの導入状況を把握したい 

・自治体における成功事例の共有  

■事業者等とのマッチング       

・業者の紹介や組み立てのアイデア提供  
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・やりたいことがあっても公募したときに受け手があらわれるかどうか不

安である。 

■専門家等による事業化支援  

・検討段階において専門家がいない。お金がかかる。 

・予算要求時から組成について伴走して支援してくれる機関があると導入

しやすいと考える。 

・導入時の伴走 

・導入にあたり、導入可能性の検討や、実施方法の検討段階での支援  

■財政的な支援    

・財政的支援       

・事業化可能性調査にかかる負担軽減 

・資金的な援助 

・予算・人員等  

■事業化検討ツールの作成     

・事業タイプ別に導入検討チェックリストのテンプレートがあればご教示

ください。がん検診・糖尿病など） 

・成果指標について、行政コスト削減の根拠など、費用対効果を庁内向け

に説明できるような事例集      

  

 

 

７）その他の意見 

上記までの項目に係る内容のほか、その他の意見として下記のとおり、回答があった。 

【主な回答】 

・民間資金の活用という意味では、民間の「投資」だけでなく、「投資家へ

の地域貢献の認定」などを投資家に返すことで一部は金銭的リターンだけで

はなく「寄付」となるような仕組となれば、自治体の経費面で意義があるの

ではないか。 

・医療、介護については、成果を把握するまで、長い時間がかかるので典

型的な SIB は難しい。既存の介護事業に SIB を活用すればおもしろい。 
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上記の回答を選択した主な理由については、以下のとおりである。 

介護予防分野、食分野、スポーツクラブにおける健康プログラムの提供等具体の対象分

野、介入方法を挙げる回答もあったほか、SIBを活用することでサービスに対する評価が

なされることへの期待を挙げる回答もあった。 

【主な回答】 

■「1.既に SIB の事業化を検討中」と回答した理由 

・対象テーマは介護予防領域を検討しており、様々な SIBモデルが参考になっ

た 

・高齢化社会と増加する医療費の削減に寄与したい 

・当社のカラーと合致しているため 

・運動+社会参加分野等は多いが、食分野が少ない様に考えている 

■「2.事業化は未検討だが、具体的な業務について導入検討したい」と回答し

た理由 

・自治体と地元スポーツクラブチームで来年度より、企業向け健康プログラム

を実施する。SIB の導入にスライドできるかどうか学びにきた。 

・要介護度を改善させても、その評価が不十分であるから 

・ソリューションとして、SIBに可能性を感じている 

■「3.具体的な業務は無いが導入検討したい」と回答した理由 

・健康宣言・健康経営優良法人を認定させるだけでは、本当に健康増進や経営

指標があがっているのか等の効果が不明。モデル的な企業を作る案があるが、民

間の支援、マネジメントがいる。 

・効果が明確でない事業について、支援できることがないかを検討しているた

め 

■「4.現時点で導入の検討は難しいが、興味・関心がある」と回答した理由 

・現行の介護報酬の仕組を超えた、質の高いサービスに対する評価や成果報酬

の可能性についての関心 

・継続的に SIBのスタディを行いつつ、当社としてどのような関わりを持つこ

とが出来るか検討していきたいため 

・社会課題を解決する仕組として、SIBという考え方が活用できそうという点

が理解深まりました。 

・担う役割を明確にする必要あり 

・地域活性化のポイントであると感じる。拡大の課題は大きいと直感的に感じ

た。金融面のポイント、報酬設定の明確化及びモデル化、KPI と評価成果の定義

方法のモデル化 

・介護分野には難しいと思うが、他分野に導入できないかと思った。 

 

上記の回答のうち、「既に SIBの事業化を検討中である。」「事業化までは検討していな

いが、具体的な業務について SIBの導入を検討したい」と回答した参加者のうち、検討し

ている事業又は業務について尋ねたところ、以下のような事業又は業務を検討していると

いう回答が得られた。 

特に、介護予防及び健康増進等のヘルスケア分野に関連した事業を検討しているという

回答が多かった。また、その他の分野として、健康経営に取組む企業の認定、自殺予防、

フードロス対策、雇用促進と関連した事業を検討しているという回答もあった。 
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【主な回答】 

■介護予防分野 

・介護予防、要介護度の改善、介護認定の重度化予防 

・主に要支援認定予備軍の方に「運動」「食生活」「社会参加」に関連するフ

レイル予防に資する介護予防サービスを提供する 

・高齢者施設における医療費及び介護費用の抑制 

・認知症周辺症状の低減 

・ロコモティブ対策 

■疾病等の早期発見・重度化予防その他の健康増進分野 

・生活習慣病早期介入 

・禁煙プログラム 

・糖尿病性腎症重症化予防 

・子宮頸がんの未受診者対策 

・生活者（市民）の健康（栄養）へのリテラシを高める 

・食におけるデータ機能と健康データをプラットフォーム化しプログラムを

提供 

・スポーツ事業を通じた障害児者の機能回復等 

■その他分野 

・健康宣言事業所認定制度 

・高齢化雇用促進 

・妊産婦の自殺予防 

・SDGsなどで、具体的な課題となっている「フードロス」の削減について

SIB を導入した成果指向の事業を進めたい 

・信託等の金融の機能を用いた SIB に係る業務 

 

４）その他の意見 

上記までの項目に係る内容のほか、その他の意見については下記のとおりである。本セ

ミナーは、国における SIB 施策の今後の展開、事業化検討中の事業者等による取組みの紹

介を中心とした内容であったこともあり、資金の流れ、望ましい事業規模、スケジュー

ル、第三者評価機関の参画等の事業化プロセスの詳細について、より深く知りたいという

意見が多かった。また、自治体におけるデータの蓄積及び成果の定量化の重要性について

言及があったほか、事業者と自治体のマッチングに係る意見があった。 

【主な回答】 

・事業の成否のイメージが分からないので、具体的なお金の流れや規模感

を知りたい。評価等においてアカデミアが貢献できるようなモデルがあれば

紹介してほしい。 

・自治体とのアプローチ方法など参考になった 

・組成の具体的スケジュールや事業選定、マニュアル化などについても聞

きたい。 

・第三者評価機関の話を聞いてみたい 

・人口が多い自治体で活用するためには、数値で明確に表すことができる

成果指標が必要。意識の向上・コミュニティの活性化などは、人によって異

なるので、活用を導入するための理由にはなり得ない。SIB を活用するため

には、自治体がどれだけ正確なデータを蓄積しているかが大事である。 

・自治体の方々と連携したいが、つながりが限定的なため、意欲ある自治

体を紹介してほしい。 

・国の施策とフィットした活動に昇華したい 
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・スポーツを核とした地域活性、公共政策に非常に関心がある。 

・SIBを活用して事業を行うということは、一定期間だけなのか？永続的

に行っていくようなイメージが持てなかった。 

 

  



 

207 

 

8.5.3 自治体向けノウハウ集の改定 

平成 30年 3月に公表した「地方公共団体向けヘルスケア領域におけるソーシャルイン

パクトボンド導入ノウハウ集」（第 3版）に、昨今の SIBに関する政策動向、平成 29 年度

「健康寿命延伸産業創出推進事業」において事業化の支援を行った広島県及び県下 6市町

の SIBの手法を用いた新たながん検診の個別受診勧奨業務の事業内容を反映し、「地方公

共団体向けヘルスケア領域における SIB等の成果連動型民間委託契約方式導入ノウハウ

集」として更新した。 
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8.6 今後に向けて 

8.6.1 介護予防分野の取り組みの類型化 

本年度は、介護予防分野にフォーカスして、①大牟田市、②美馬市、③ケース・スタデ

ィとして島田市について具体的に検討を行った。他自治体を見ると、岡山市で健康ポイン

トを活用した SIB が始まり、堺市が外出支援に SIB を活用することを表明するなどの動き

がある。これらは広く国民・住民の健康作りを目的としているが、SIB事業として見る

と、これまでにない特徴がある。 

ここで、厚生労働省は、介護予防の取り組みを 1次から 3次まで類型化している。ま

た、最近では就労やまちづくりの取り組みにより日常生活を構造的に変えることが疾病・

介護の予防につながるとする「0次予防」という概念も生まれている。 

このような類型化を参考に、本年度取り組んできた 2つの個別自治体での案件組成支援

及び他団体で実施されている取り組みをプロットすると以下の図のようになる。図の上段

には医療分野の SIB（神戸市及び八王子市）について平仄をあわせて記載した。 

 

図表 8-62介護予防の類型化と案件の位置づけ 

 
 

SIBでの事業化を検討するにあたり、0次・1 次予防と、2次・3次予防には特徴に違い

がある。2次・3次はターゲットの設定やロジックモデルの作成が比較的容易で将来の社

会コスト削減効果が見えやすいため SIBでの事業化が検討しやすいのに対して、0次・1

次予防は多様性があり、SIBの事業化にはこれまでと異なる工夫が求められると思われ

る。 
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体化を進めることが考えられる。その際、0次・1次予防はまちづくりとの関連も深いた

め、様々のまちづくりとの関連性も整理する必要がある。 

また、SIB に関心を持つ自治体を増やすことや、事業化検討への支援も重要である。セ

ミナーや勉強会で得られた意見を参考に、自治体と民間企業のマッチングや事業化支援体

制の充実を進めることも考えられる。 
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9 ヘルスケア産業関連団体の設立に向けた検討 

9.1 事業の背景 

平成３０年４月に開催された第 7回次世代ヘルスケア産業協議会において、「幅広い業種が

ヘルスケアに舵を切りつつある状況において、こうした産業界が交流する場を作っていくべ

き」との趣旨の指摘がなされた。 

かかる指摘に対して、同協議会事務局を務める経済産業省では、この発言を踏まえ、「様々

な産業界が交流する場」として、産業界においてどのような機会が求められているのかを把

握するため、ヘルスケアに関連する産業界からのニーズ、多様な産業界が交流する場におい

て実施すべき活動等について、調査を実施することとした。 

 

9.2 事業の目的 

寿命の延伸やロボットや AIといった新しい技術の進展を背景として、健康や長寿に関する

サービス・商品の市場規模は今後も拡大していくことが見込まれる。 

また、従来のヘルスケア産業以外の分野においても健康への関心が高まっており、異分野

の連携による取り組みが新しいサービスや商品の創出につながっている事例も見られる。 

こうした裾野の広い産業を育成・振興していくために、サプライ側となる事業者に対して

は、ヘルスケア分野とそれ以外の分野の連携を含め、幅広い分野・企業間の連携を推進して

いくことが期待される。また、デマンド側となる個人、民間企業等に対しては、健康に対す

る意識醸成だけでなく、健康がもたらす経済的・社会的効果の見える化、行動や健康経営の

実施につながるような支援・仕組みづくりを行っていくことが期待される。 

以上の現状認識を踏まえ、本調査ではヘルスケア関連産業のさらなる発展に向けた業界と

して取り組みのあり方についての情報収集を行うことを目的とした。 

 

 

9.3 実施内容 

本調査の調査フローは図表 9-1の通り。 
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⚫ 多業種が連携した交流の場について、組織化する際の組織構成・会員等の想定について 

✓ 新たな組織加入時の意思決定プロセス、判断基準等について 

✓ （産業団体に対して）会員企業の中に当該テーマについて積極的な検討姿勢を持つと考

えられる企業があるか 

⚫ 特定テーマについて検討を行う「部会」活動について 

✓ 特定テーマに対する関心、業界としての関連性について（例示：「健康経営の都市モデル

構築」「健康関連データの活用推進」「健康経営の推進」等）           等 

 

（２） ヘルスケアサービスに関する利用動向把握 

既存の企業アンケートの結果を用いて、企業が健康経営の文脈で取り組む施策、利用して

いるサービス領域を把握することを目的として、図表 9-3に示す 2件の既往アンケート調査

の一部について再集計を実施した。 

図表 9-3 分析対象アンケート調査 

✓ H29 年度健康経営調査 

✓ 健康経営会議アンケート 

 

アンケート調査の再集計結果は、（１）ヘルスケア関連産業に関連する業界団体・企業等の

取組の把握における調査対象の選定の際に、業種・業界の絞り込みに用いた。 

 

（３） ヘルスケア産業に係る多様な産業交流の場の機能検討 

（１）、（２）の調査結果から、「多様な産業の交流の場」についての産業界のニーズ、認識

等の整理を行った。 

 また、同整理について、ヒアリング調査対象を中心とする企業、産業団体に対してフィ

ードバックする機会として報告会を設け、交流の場に対する期待及び現在の課題、今後に

向けた考え等を聴取し、取りまとめを行った。 

9.4 実施スケジュール 

本調査は下記のスケジュールで実施された。 
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図表 9-4 実施スケジュール 

 

 

9.5 事業の成果・分析結果・課題 

9.5.1 ヘルスケアサービスに関する利用動向把握 

（１） 健康経営会議アンケート 

１）分析対象 

2018 年 8 月 28 日に実施された「健康経営会議 2018」参加企業に対するアンケート結果

より、企業における健康経営の取組状況と今後の取組意向（ニーズ）について分析を実施

した。 

 

【アンケート概要】 

実施日：2018 年 8月 28日 

方法：来場者自記式アンケート 

回答数：282 件 

 

（２） 分析結果 

１）健康経営に関する取組状況 

⚫ アンケート結果より「健康経営に関してすでに取り組んでいる内容」への回答結果（複

数回答）を集計。 

⚫ 全体的な傾向：取組実施上位の回答は、健康経営に関連した取り組みといえるものの、

いわゆる人事労務施策として一般的に実施される内容が多かった（図表 9-5、図表 9-8

参照）。 

  

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

アンケート分析

デスクトップ調査

ヒアリング調査

報告会実施

報告とりまとめ

調査企画

ヘルスケアサービスに関する利用動向

把握

ヘルスケア関連産業に関連する業界団

体・企業等の取組の把握

ヘルスケア関連団体の機能検討及び活

動計画案の作成

10月 11月 12月 1月 3月2月
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本調査においてニーズ把握を行う対象＝ヘルスケア関連産業において「健康」、「長寿」

に関連した取り組みに特に関与、関心を持つ企業、産業であって、事業の範疇に以下の

内容を含むもの 

 

✓ 運動関連 

✓ 栄養関連 

✓ 休養関連 

✓ 金融関連 

✓ データ活用 

✓ 健康経営・ヘルスケアサポートサービス 

 

9.6 ヘルスケア関連産業に関連する業界団体・企業等の取組の把握 

9.6.1 目的 

新規事業創出の観点から、次世代ヘルスケア産業協議会で検討された産業領域（食農や観

光、健康経営等）を念頭に、健康長寿関連産業に関わる業界団体・企業のニーズを整理する。 

また、業界団体・企業等へのヒアリングを通じ、健康長寿関連産業の振興に向けた課題、

多様な産業の交流の場に期待される役割・機能等を把握する。 

 

9.6.2 デスクトップサーチ 

（１） 課題整理 

ウェブ検索、文献調査等により、ヒアリング調査に先立って、健康長寿関連産業の抱える

課題について概観した。 

課題整理結果は図表 9-11の通り。 

 

（２） 事例整理（企業） 

健康長寿産業の範疇に入ると考えられる各産業における具体的な取組事例について収集整

理を行った。 

取組事例の整理結果は図表 9-12の通り。 

 

図表 9-11 健康経営関連サービスが抱える課題整理 

分類 課題 出典 
発行

元 

需要側 

（健康経営関

連サービスを

利用する個

人・企業） 

プライバシ

ー 

・従業員の関心・取り組み意欲

が低い。 

「「健康経営」への取り組み

状況（事例集・アンケート調

査結果）」(2015年) 

一般社

団法人 

日本経

済団体

連合会 

投資判断 

・取り組み推進にかかわる予

算・人員が不足している。 

「「健康経営」への取り組み

状況（事例集・アンケート調

査結果）」(2015年) 

一般社

団法人 

日本経

済団体

連合会 

・経営層のコミットメント・課

題共有が不足している。 

「「健康経営」への取り組み

状況（事例集・アンケート調

査結果）」(2015年) 

一般社

団法人 

日本経
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分類 課題 出典 
発行

元 
済団体

連合会 

・高齢者医療費への拠出金負担

が高く、保健事業（健康経営）

の予算確保が図れない。 

「「健康経営」への取り組み

状況（事例集・アンケート調

査結果）」(2015年) 

一般社

団法人 

日本経

済団体

連合会 

組織・運営

体制 

・取り組み推進にかかわる連携

体制の整備や役割分担が不足し

ている。 

「「健康経営」への取り組み

状況（事例集・アンケート調

査結果）」(2015年) 

一般社

団法人 

日本経

済団体

連合会 

・健康経営実施に向けたノウハ

ウ・インセンティブが不⾜して

いる。 

「健康・医療戦略に係る経済

産業省の主な取組について

（参考資料集）」(2016年) 

経済産

業省 

・特に中小企業の健康経営に対

する認知度や取り組み度合いが

低い。 

「中小企業の健康経営」

（2015年） 

日本政

策金融

公庫 

特に中小企業においては、イン

センティブを享受できる環境が

十分に整備されていない。 

「中小企業の健康経営」

（2015年） 

日本政

策金融

公庫 

・健康増進活動へのインセンテ

ィブ措置に関わるガイドライン

が不足している。 

「「健康経営」への取り組み

状況（事例集・アンケート調

査結果）」(2015年) 

一般社

団法人 

日本経

済団体

連合会 

供給側 

（健康経営関

連サービス事

業者） 

マーケティ

ング 

・取り組み推進にかかわる情報

収集や、実施手順・課題抽出に

関わる助言が不明確。 

「「健康経営」への取り組み

状況（事例集・アンケート調

査結果）」(2015年) 

一般社

団法人 

日本経

済団体

連合会 

・中⼩企業等に対して健康経営

が普及していない。 

「健康・医療戦略に係る経済

産業省の主な取組について

（参考資料集）」(2016年) 

経済産

業省 

専門家によ

るアドバイ

ス 

・医師等が適切なタイミングで

効果的なアプローチができず、

個⼈も⽇々効果が確認できな

い。 

「健康・医療戦略に係る経済

産業省の主な取組について

（参考資料集）」(2016年) 

経済産

業省 

品質管理 

・萌芽的な産業であるため、業

界での一様な品質評価の指標が

まだ整っていない。 

「健康経営の推進について」

（2018年) 

経済産

業省 

・ヘルスケアサービスの質を評

価するための科学的エビデンス

を収集・蓄積・評価する仕組み

がない。 

「産業競争力会議実行実現点

検会合（第 36 回：医療・介

護）経済産業省説明資料」

(2015 年) 

経済産

業省 

機器・技術

開発 
-   

個人情報の

取り扱い 

・健康情報の取り扱いや個人情

報保護に関わる手続きが不明

確。 

「「健康経営」への取り組み

状況（事例集・アンケート調

査結果）」(2015年) 

一般社

団法人 

日本経

済団体

連合会 
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分類 課題 出典 
発行

元 

/デバイスメーカー毎に健康情報

の定義や収集フォーマットが異

なるため、事業者の枠を越えた

データの利活用が進んでいな

い。 

「産業競争力会議実行実現点

検会合（第 36 回：医療・介

護）経済産業省説明資料」

(2015 年) 

経済産

業省 

・健康情報のフォーマットや精

度等が異なるため、統合的に利

活⽤しにくい。 

「健康・医療戦略に係る経済

産業省の主な取組について

（参考資料集）」(2016年) 

経済産

業省 

 

 

図表 9-12 健康経営関連サービスの事例収集 

分野 企業名 サービス名 概要 
出典

（URL） 

プラット

フォーム

事業 

ドコモ・

ヘルスケ

ア 株式会

社 

法人向け健康

支援サポート 

健康経営の企画から導入、フォローまで

のトータルサポートを行う。具体的に

は、「現状分析」、「背策の検討・実

行」、「レポート」という段階に分けて

行う。従業員の健康データをクラウド上

で「見える化」し、アプリで容易にアク

セスできるようにする。導入している企

業の例として、株式会社協和や横浜市健

康福祉局などがある。 

https://ww

w.d-

healthcare

.co.jp/bus

iness/ 

パナソニ

ック株式

会社 

健康経営支援

ソリューショ

ン 

IoT やクラウドなどの技術を活用し、心

と体の状態をリアルタイムに「見える

化」することで、運動や睡眠など生活習

慣の改善に向けた「PDCA」サイクルの取

り組みのサポートを行っている。従業員

自身が自分の体の変化、状態を認識する

ことで、健康維持に向けた自主変容につ

なげ、取り組みを習慣化・継続できるこ

とを目的としている。 

https://ww

w.panasoni

c.com/jp/b

usiness/it

s/health.h

tml 

株式会社

ルネサン

ス、株式

会社リン

クアンド

コミュニ

ケーショ

ン 

カラダかわる

Navi 

全国に約 7,000名を超える管理栄養士・

栄養士ネットワークを持つ、リンクアン

ドコミュニケーションと、全国にフィッ

トネスジムを展開するルネサンスの共同

事業。毎日の食事や運動・ヘルスデータ

を記録し、それをもとに専門家からのア

ドバイスが、アルゴリズム・AI を活用し

て、リアルタイムに届く。  

https://hc

biz.s-

re.jp/hc/s

ervice/kar

adakawaru/ 

株式会社

FiNC、明

治安田生

命保険相

互会社 

MY健康増進

サービス 

大企業を中心に 150 社以上の利用実績

がある FiNC の法人向け健康経営サポー

トサービス「FiNC for Business」と、

明治安田生命が提供する保険事業に親和

性の高い福利厚生サービスをパッケージ

化したサービス。パーソナルコーチ AI

https://co

mpany.finc

.com/_cms_

dir/wp-

content/up

loads/2017

/06/MyKenk
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分野 企業名 サービス名 概要 
出典

（URL） 

によるアドバイスや、専門家とのチャッ

トができる仕組みとなっている。 

oZoshinSer

vice.pdf 

アウトソ

ーシング

および 

コンサル

ティング

事業 

株式会社 

エヌ・テ

ィ・テ

ィ・ビジ

ネスアソ

シエ東日

本 

健康経営サポ

ート 

「ストレスチェックサービス」、「メン

タルヘルスカウンセリングサービス」、

「マイヘルスウェブサービス」、「マイ

ヘルスレポートサービス」、「マイヘル

スアップキャンペーンサービス」、「フ

ァミリー健康相談サービス」、「特定保

健指導サービス」、「禁煙指導サービ

ス」などの幅広い企業向けサービスを提

供。 

http://www

.nttba-

east.co.jp

/service/w

elfare/hea

lth_manage

ment/index

.html 

リスクマ

ネジメン

ト事業 

ＳＯＭＰ

Ｏリスク

マネジメ

ント株式

会社 

健康経営推進

支援サービス 

質問票や健康診断・レセプト・労働生産

性等のデータを分析し、健康課題の把

握・立案等を行うコンサルティングか

ら、データを収集するための測定ツール

の提供および保健指導等のソリューショ

ンまで一貫して提供するサービスを行っ

ている。 

http://www

.sjnk-

rm.co.jp/s

ervice/hea

lth_produc

tivity/ser

vice.html 

メンタル

ヘルスケ

ア事業 

株式会社 

アドバン

テッジ リ

スク マネ

ジメント  

アドバンテッ

ジ健康経営支

援サービス 

ストラクチャー・プロセス評価や KPI 設

定をもとにしたホワイト 500 の取得支

援、およびデータ分析や当該分析結果に

基づく施策の優先順位評価等を行い、ス

リムで無駄のない健康経営の推進を行っ

ている。導入している企業の例として、

イオン株式会社、株式会社セブン＆ア

イ・ホールディングス、日本航空株式会

社や TOTO株式会社などがある。 

http://www

.armg.jp/m

hlw/ 

法人向け

フードサ

ービス事

業 

  

株式会社

サステナ

ブル・プ

ランニン

グ 

  

ヘルシースタ

ンド 

「ヘルシーランチプログラム」、「朝食

ウェル便」、「ヘルシーカフェサービ

ス」のみならず、健康になるために明日

から具体的に何をすれば良いかがわかり

「実際に行動を促す」ことを目的とした

「コーチングサービス」も提供してい

る。 

https://ww

w.healthy-

stand-

japan.com/ 

ICT とエリ

アコンテ

ンツが 

連動する

サービス

事業 

三菱地所

株式会

社、株式

会社野村

総合研究

所、 

一般社団

法人 大丸

有環境共

生型まち

づくり推

進協会 

ソリューショ

ンサービス

「クルソグ」 

要望に応じて参加企業及びその健康保険

組合から就業者の労務・健診データ等の

提供を受け、野村総合研究所が開発した 

Web アプリ「Well plus＋（ウェルプラ

ス）」を活用し、従業員 1 人ひとりの

健康状態や就労状況を見える化。「Well 

plus＋」を通して蓄積されるデータを基

に、三菱地所株式会社が主体となって提

供する、「運動」や「食」などを切り口

とした丸の内エリアの多様なプログラム

を、参加企業の従業員に案内するサービ

ス。 

http://www

.mec.co.jp

/j/news/ar

chives/mec

170627_qul

sogood.pdf 
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9.6.3 調査対象の選定 

（１） 調査対象候補のリストアップ 

前項（１）及び（２）の結果を踏まえ、国内産業団体、個別企業について、健康長寿産業と

関連性がある、あるいは事業において関心を持っていると考えられる団体、企業について情

報を収集、各主体のプロフィール概要について整理を行った。 

収集した情報を整理した一覧表は図表 9-13の通り。 

 

図表 9-13 ヒアリング調査候補リスト 

種別 分野 名称 健康長寿関連の取組、実績等 

業界団体 
サービスサプラ

イヤー 

公益社団法人スポーツ

健康関連団体連合会 

ゴルフ、テニス、ボウリング、フィッ

トネス業界など、スポーツ関連の業界

団体と、スポーツ用品メーカー、広告

代理店、フィットネス関連事業者、そ

の他、ＮＴＴドコモ、JTBなど 23社の

組織。 

業界団体 
サービスサプラ

イヤー 

一般社団法人日本フィ

ットネス産業協会 

全国のフィットネス業界企業、スポー

ツ企業による 91 社により構成されて

いる。なお、上記スポーツ健康関連団

体連合会の会員でもある。 

業界団体 
サービスサプラ

イヤー 

一般社団法人日本エス

テティック振興協議会 

エステティック業界の健全化とより一

層の発展と社会的地位の向上を目的と

し、消費者の安心と安全の確保および

行政など国の機関への業界窓口として

設立された。エステティック関連業界

団体 3社の協議会。 

業界団体 
サービスサプラ

イヤー 

一般社団法人日本リラ

グゼーション業協会 

リラクゼーション業界企業の全国 82

社の組織。（もみほぐしサロン イヤ

シンス・㈱イーネコーポレーション�

㈱エーワン など）、賛助会員に化粧

品業界、医療業界、整体関連業、保険

関連業などあり。 

業界団体 
サービスサプラ

イヤー 

特定非営利活動法人日

本スパ振興協会 

スパサービス提供者の水準を高める指

導・啓発活動、並びに不特定多数の市

民に対する情報提供、スパに関する知

識の普及を図ることを目的としてい

る。スパ事業者 8社、及び関連事業者

20社、その他事業者の組織。 

業界団体 食品 
一般社団法人健康食品

産業協議会 

健康食品に関わる業界段階の上位組

織。会員は、健康と食品懇話会、（一

社）国際栄養食品協会、サプリメン

ト・エグゼクティブ会議、NPO法人 全

日本健康自然食品協会、等 7団体。 

業界団体 食品 
公益財団法人日本健

康・栄養食品協会 

保健機能食品メーカー681社の組織。

理事長は、元厚生労働省健康局長の下
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種別 分野 名称 健康長寿関連の取組、実績等 

田智久氏。キリン、味の素、大塚製薬

などの大手も会員。 

業界団体 
健康関連機器・

ソリューション 

一般社団法人保健医療

福祉情報システム工業

会（JAHIS） 

保健医療福祉情報システム提供者を中

心にコンピュータメーカ、システムイ

ンテグレータなど 380社の組織。ビッ

グデータ・ＡＩなどの技術革新を活用

した「健康・医療・介護システム」を

確立を企図。 

業界団体 
健康関連機器・

ソリューション 

一般社団法人電子情報

技術産業協会（JEITA） 

Society 5.0の実現に求められる事業

環境の整備や共通課題の解決のため、

業界全体の課題に対して積極的な取り

組みを行う組織。「ヘルスケアインダ

ストリ部会」が下部組織としてあり、

35社が委員となっている。 

業界団体 ファイナンス 
一般社団法人生命保険

協会 
生命保険の事業社会員 41社の組織。 

業界団体 ファイナンス 
一般社団法人日本損害

保険協会 

火災保険や損害保険の事業社会員 26

社の組織。 

業界団体 ファイナンス 
一般社団法人全国地方

銀行協会 
地方銀行 64行の組織。 

企業 ファイナンス 
株式会社地域経済活性

支援機構（REVIC） 

地域経済活性化に資する観光産業、ヘ

ルスケア産業、地域中核企業、ベンチ

ャー・成長企業、震災復興等の観点で

支援を行っている。 

企業 ファイナンス 

株式会社産業革新機構

（INCJ） 

 → 産業革新投資機

構（ＪＩＣ）2018年 9

月 25日発足 

産業競争力強化法に基づき、設立。

Society 5.0に向けた新事業創造、ユ

ニコーンベンチャーの創出、地方に眠

る将来性ある技術の活用、等を重点投

資分野として設定している。 

企業 ファイナンス 
株式会社地域ヘルスケ

ア連携基盤（CHCP） 

医療・介護事業者への出資・経営ノウ

ハウ・経営人材の提供、医療・介護事

業者のあいだの連携体制の構築、先端

技術・他産業事例等の導入支援を行う

企業 

企業 健康経営 
特定非営利活動法人健

康経営研究会 

各種健康経営サービスサプライヤーに

よる団体。会員は、約 60社。「健康

経営」を企業マネジメントの新たな手

法としてとらえ、企業と従業員の双方

に利点を見出せるような、より良い関

係の構築を目指している。 
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種別 分野 名称 健康長寿関連の取組、実績等 

業界団体 健康経営 健康と経営を考える会 

企業と健康保険組合が一体となって医

師や行政などの専門家を交えた人的交

流を図ることで両者の課題解決の検討

を深める。参加団体は企業と、その企

業の健康保険組合で、全 40組織。 

業界団体 健康経営 
健康経営 NEXT実行委員

会 

会員は、健保組合と事業会社、東京商

工会議所、ユニバーサル・ビジネス・

ソリューションズ（株）（健保システ

ムのシステム会社）メーカー、（株）

リンケージという予防医療サービス提

供事業者。 

業界団体 健康経営 
丸の内 Well-Being倶楽

部 

「働き方改革」と「健康経営」のコラ

ボレーションとして、21社の経営者層

により丸の内健康経営倶楽部「丸の内

WELL-BEING宣言」を立ち上げ、「健康

な会社」づくりや従業員のキャリア形

成と心身の健康のための自立支援に取

り組む。 

業界団体 健康経営 HHH の会 

健康経営の実践が従業員の意識行動に

良い影響を与えるとともに企業の魅力

度を高める施策として「Health（健康

施策）×Human（従業員）＝Happiness

（企業と従業員の幸福）」を掲げる。

発起企業はカルビー、ルネサンス、ロ

ート製薬の 3社、参画企業 14社。 

業界団体 健康経営 KENKO企業会 

料理教室・通信・保険など健康とすこ

やかな生活を意識する多彩な事業会社

の社員 12万人とその家族が参画し、

各事業社の経営トップが主導する健康

コミュニティを運営 

業界団体 健康経営 コラボヘルス研究会 

企業と健康保険組合の連携によるデー

タ活用で保険事業・活動費用、労働者

の健康状態や労働生産性等について可

視化・分析を行うとともに、連携促進

を目指した実証研究を行っている。企

業と、その企業保険組合が 28組織。

事務局のイーウェルは、健康経営サプ

ライヤー。 

業界団体 健康経営 
日経 BP健康経営フォー

ラム 

健康経営の価値と意義を可視化し、健

康経営の重要性をより多くの経営者層

に訴求。会員は、健康保険業はじめ食

品業、保険業、製薬業、建築業、サー

ビス業、フィットネス業、車製造販売

業、建築業など多彩な企業団体 24

社。 

企業 ファイナンス 
株式会社日本政策投資

銀行 
DBJ健康経営格付を運用。 
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種別 分野 名称 健康長寿関連の取組、実績等 

業界団体 健康経営 
健康経営会議実行委員

会 

経営の観点から戦略性をもって、働く

人の心身の健康を保つことで、組織を

活性化させ、会社の収益性を上げ、医

療費の適正化へとつなげる。最新の動

向や、先進事例の共有を通じて健康経

営の波及を図る。「健康経営会議 応

援団」として、サービスサプライヤー

等 25団体。 

業界団体 健康経営 日本健幸都市連合 

予防運動を地域医療機関等と協力して

推進し、住民の健康増進とともに医療

費の適正化を図る。健康で幸せな生活

の基本となる食生活改善を推進。高齢

者の歩きたくなるまち、外出したくな

るまちづくりの推進。全国 95自治体

が参画。 

業界団体 健康経営 ウェルネス経営協議会 

従業員の健康を重要な経営資源として

捉え取り組みの共有等により、社会全

体にもたらす効果を実証、情報発信を

図る組織。ANA、ソフトバンク、ファ

ミリーマート、みずほ証券、他、神奈

川県、横須賀市などが発起人。 

企業 
健康関連機器・

ソリューション 

オムロンヘルスケア株

式会社 

家庭用血圧計、グローバルシェア 50％

以上。 

日本の健康づくりを海外へ展開するに

も必要な企業。 

企業 
健康関連機器・

ソリューション 
東京ガス株式会社 

日常生活に密着し、食事から室温管理

まで広く健康領域をカバー。 

最近は、高齢者にも着目し、ヒートシ

ョック予防への取り組みまでしてい

る。 

企業 ファイナンス 住友生命相互株式会社 

本格的健康増進型保険「バイタリテ

ィ」を販売。 

全社をあげた取り組みは、最も先進的

で販売状況も好調にスタート。 

一般社団法人生命保険協会幹事企業。 

企業 
健康関連機器・

ソリューション 
株式会社第一興商 

健康カラオケ、エルダーシステムを展

開（約 3万台）海外への展開も可能性

あり。 

企業 
健康関連機器・

ソリューション 
アルケア株式会社 

中小企業ながら、脚力を測定する機器

を研究開発。 

経産省事業にも選定され、海外への展

開可能性が高い。 

企業 
サービスサプラ

イヤー 

株式会社 NTTドコモ／

ドコモ・ヘルスケア株

式会社 

通信系企業として、健康・医療・スポ

ーツに広く事業展開。 

NTTグループの中で、健康関連領域に

は深く関わっている。 



 

238 

種別 分野 名称 健康長寿関連の取組、実績等 

企業 食品 
株式会社 ABCクッキン

グスタジオ 

女性向け料理教室のトップ企業。海外

へも積極的に展開。 

業界団体 健康経営 Well Being Osaka Lab   

企業 実践企業 凸版印刷株式会社 
丸の内 Well-Being倶楽部 参加企

業。 

企業 実践企業／食品 株式会社ローソン 
丸の内 Well-Being倶楽部 参加企

業。 

企業 実践企業／食品 キリン株式会社 
丸の内 Well-Being倶楽部 参加企

業。 

企業 実践企業 三菱ケミカル株式会社 
丸の内 Well-Being倶楽部 参加企

業。 

企業 食品 江崎グリコ株式会社 

食・楽・健康協会に加入。北里大学病

院山田先生との連携により、低糖質の

菓子・食品の開発・販売を行ってい

る。（例：SUNAO） 

企業 食品 

大塚製薬株式会社（ニ

ュートラシューティカ

ルズ事業部） 

機能性食品の開発・販売に取り組んで

おり、東南アジア等海外進出にも積極

的に取り組んでいる。（例：SOYJOY、

アミノバリュー等） 

企業 
サービスサプラ

イヤー 

ヘルスケアデータ・プ

ラットフォーム株式会

社 

約 300万人分の匿名化されたレセプ

ト・健診データを、疫学・公衆衛生研

究や実証実験、製薬メーカーや生命保

険会社などに提供し産業界の発展に役

立てている。健保向けの健康ポータル

サイト「Pep up」を運営。 

 

 

（２） ヒアリング調査対象 

「3.1ヘルスケアサービスに関する利用動向把握」等を踏まえ、「運動関連」、「栄養関連」、

「休養関連」、「金融関連」、「データ活用」、「健康経営・ヘルスケアサポート」のフレームワー

クを設け、それぞれに該当すると考えられる調査委対象を選定、図表 9-14の団体・企業を対

象にヒアリング調査を実施した。 
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➢ 「産業間交流の場」は、健康長寿産業の意見を横断的にとりまとめ、関係府省、及び学

術組織等と連携し、健康寿命の延伸に寄与 

➢ 現状、貴組織として所管する省庁等との間で、議論されているテーマはあるか。また、

そのテーマは、分野横断による産業間交流の場により解決に至る可能性があると考えら

れるか。 

等 

 

2. 「産業間交流の場」の組織・会員の想定について 

⚫ 「産業間交流の場」を組織する場合は、年会費制の一般社団法人が考えられるが、貴社

が「産業間交流の場」に会員として入ることを検討する場合、その可否の判断はどのよ

うなプロセスで決定されると想定されるか。 

⚫ 「産業間交流の場」は、「既存の健康長寿産業関連団体、及び当該分野における関連サー

ビス提供、物販などを行う企業、健康経営を積極的に推進する企業」から組織すること

が考えられるが、貴組織の関連企業で、「産業間交流の場」への参加を積極的に検討する

と想定される企業があるか。 

等 

 

3. 部会活動のイメージについて 

「産業間交流の場」における部会のテーマとして、「健康経営の都市モデル構築」「健康

関連データの活用推進」「健康経営の推進」が考えられる。貴組織、もしくは、貴組織の

関連企業として、それぞれの部会活動に対する興味関心や関連性はどの程度あると想定

されるか。 

等 

 

 

 

２） ヒアリング調査結果 

ヒアリング調査結果を以下の通り取りまとめた。 

 

1. 健康長寿産業における「産業間交流の場」に求める機能について 

⚫ 以下のような趣旨で、「産業間交流の場」について、これまでの事業の中でそうした場の必

要性を感じている部分があるか。 

➢ 健康長寿産業の「産業間交流の場」を設置することにより、サービス展開が難しい部分の洗

い出し、新規の産業分野の創出を企図した連携を促進 

➢ 「産業間交流の場」は、健康長寿産業の意見を横断的にとりまとめ、関係府省、及び学術組

織等と連携し、健康寿命の延伸に寄与 
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⚫ 現状、貴組織として所管する省庁等との間で、議論されているテーマはあるか。また、その

テーマは、分野横断による産業間交流の場により解決に至る可能性があると考えられるか。

等 

 

＜「産業間交流の場」に関する意見（団体）＞ 

 【共感】 

（a） 情報発信・社会的認知向上に関する期待 

⚫ 情報発信の意義がある／横断的な組織としての発信（声が大きくなる）に意味がある 

⚫ 健康は、運動、睡眠、栄養のシナジーで成立するので、良い方法論を日本で作れば、輸出

産業にできると期待／予防としての運動、睡眠、栄養の重要性発信が必要 

⚫ 異業種団体で、政策要望が通りやすくなるということが期待される 

⚫ 目的（案）に取り組み、健康長寿産業の一層の振興ができると良い 

⚫ 関連業界との対立的な関係があり、健康産業としての認知を広めたい／他の健康産業との

連携によって健康産業としての認知を確立していきたい／そうした可能性を感じており賛

同する 

 

（b） データ活用に関する期待 

⚫ 健康情報の活用については関心を持っており、活動が具体化すれば関わりが出てくる可能

性がある／健保と企業の保有データを統合して分析すると見えてくるものがある／協働領

域として取り組みたい 

 

（c） 産業間連携・品質向上に関する期待 

⚫ サービス業のカテゴリーでは中小規模の企業も多い／大手企業との連携／品質維持・向上

や品質認証なども検討したい 

⚫ 機器メーカーや保険業界などと連携し会員相互の送客を実現したい 

 

 【課題】 

（a） 「産業間交流の場」のコンセプトに係る課題 

⚫ 「産業間交流の場」の機能は、関係府省等との課題共有や解決に向けた活動なのか、企業

間のマッチングなのか、明確になると良い／関係府省等との連携による活動をメインに考

えるのであれば著名な人を連れてくる形が良いのではないか 
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⚫ 取り組みの方向性を示すことが重要／次世代ヘルスケア産業協議会から取り組みについて

の示唆がないと動かないのではないか 

⚫ 「健康」は良いが、「長寿」は医療のイメージがある。 

⚫ 団体への出入りが柔軟にできると良い／硬直的な運営にならない工夫が必要 

 

（b） 参加に際してのコスト・メリットに係る課題 

⚫ 「産業間交流の場」に参加することのメリット（得られる情報など）／コスト／オブリゲ

ーションが明確になると良い 

⚫ 事務局機能のコストを何処がどのように負担するのかという点が重要 

⚫ 個別企業は大上段の目的では動きづらい／具体的にどのように収益向上に資するかを示す

必要がある 

 

 

＜「産業間交流の場」に関する意見（個社）＞ 

 【共感】 

（a） 情報発信・社会的認知向上に関する期待 

⚫ 錦の御旗（「長寿命化社会に貢献する」「持続可能な社会保障制度に貢献」など）が必要 

 

（b） 産業間連携・品質向上に関する期待 

⚫ 個社・各業界が個別で取り組むには限界があり、連携や協働を推進する役割を担いたい 

⚫ 社会環境の変化に対応した商品・サービスの開発にあたって、他業種・他業界との連携な

ど、新たな取り組みが欠かせない 

⚫ 日本の国際競争力を向上させる中核となる可能性を持っている／領域を統合したシステム

として海外展開に取り組むため、情報交換・課題解決に取り組みたい 

⚫ 自社のサービスを高度化する上で、「産業間交流の場」における理念と知見・課題の共有は

有意義 

  

【課題】 

（a） 参加者間の利害調整に係る課題 

⚫ 企業や業界によってマーケットもビジネスモデルも異なる／共通課題や目的に絞り込む等

の工夫が必要 
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⚫ 「スマートウェルネスコミュニティ（SWC）協議会」でのまちづくり、データビジネス等の

分科会活動に参加したが、競争領域と非競争領域の境界が難しい 

 

（b） 過去の類似取組との差別化に係る課題 

⚫ 2005年に設立された JAHIO（特定非営利活動法人健康サービス産業振興機構）（解散）と今

回の「産業間交流の場」は何が違うのか整理する必要がある 
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＜その他の課題＞ 

 【既に実施している取組】 

⚫ 経団連（社会保障・介護部会）でも経済産業省への提言（データ活用等）をしようとして

いる 

⚫ 日経 BP 社が立ち上げた「医療ビッグデータコンソーシアム」に参加している／会員は製薬

会社が多い／健康関連のデータを対象としている 

⚫ 祝日三連休推進の支援（実現）／サマータイム制度導入の支援／税制に関する陳情など（ゴ

ルフ関連） 

  

【期待・課題】 

（a） 国内産業振興に係る期待・課題 

⚫ 海外市場を見た場合、国ごとに異なる試験基準などが課題／海外製のウェアラブル端末が

多く流通しているが、「産業間交流の場」を通じて国産が支援されるなどのメリットがある

のか 

 

（b） 情報流通・利活用に係る期待・課題 

⚫ 個人情報（特にセンシティブデータ）に関する取扱いは周辺業界を含め横断的にルールを

決めることで利活用しやすくなる 

⚫ 個人情報保護に関する日本の報道各社の過剰な反応が課題（適切な指導や対応を期待） 

⚫ 医療機器、家庭用測定器、健康食品などの広告実施に関する行き過ぎた規制や指導が販売

促進を阻害しており、緩和を期待 

⚫ 遠隔医療や遠隔服薬指導の推進に寄与することを期待 

 

（c） 規格化・ルール策定等に係る期待・課題 

⚫ 医療機器ではないヘルスケア機器の「JIS 規格」の検討を期待 

⚫ 機器のメンテナンス統一規格を期待したい 

⚫ 業界を健全に発展させるため、法律を作って規制し、合法化することを期待 

⚫ 規制緩和についてくのがやっとという状況 

⚫ 規制緩和については、既に団体として取り組んでおり、あえて別の組織で行うことは考え

にくい（団体） 
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（d） テーマ拡張性への期待 

⚫ QOLだけでなく、QOD（Quality of death）も含めて貢献していくという観点があると良い

／人生 100 年時代の政策要望を出していくことを期待 

2. 「産業間交流の場」の組織・会員の想定について 

⚫ 「産業間交流の場」を組織する場合は、年会費制の一般社団法人が考えられるが、貴社が

「産業間交流の場」に会員として入ることを検討する場合、その可否の判断はどのような

プロセスで決定されると想定されるか。 

⚫ 「産業間交流の場」は、「既存の健康長寿産業関連団体、及び当該分野における関連サー

ビス提供、物販などを行う企業、健康経営を積極的に推進する企業」から組織することが

考えられるが、貴組織の関連企業で、「産業間交流の場」への参加を積極的に検討すると

想定される企業があるか。 

 

＜入会可否の判断プロセス（団体）＞ 

⚫ 理事会の承認のみで協会として年会費を負担することは可能／他の組織にも会費を払って

会員となっている（2団体） 

⚫ 月に 1回の運営会議（理事会の下）で決済をとる／内容によって理事会決済（1団体） 

⚫ 代表理事の判断で決められる／10万円程度の会費であれば問題ない 

⚫ メリットとオブリゲーション、コストがはっきりした段階で検討する（1団体） 

⚫ 会員組織の団体であり、他の組織には加盟しない（1団体） 

 

＜入会可否の判断プロセス（個社）＞ 

⚫ 「団体の活動内容が明確であり、業務内容に適うか」「業務上のメリット（会報や調査レポ

ート等の提供）があるか」「会費の使途が明確か」「事業報告書が毎年開示されるか」とい

った観点から入会可否を判断 

⚫ 加入済みの団体が入会し、その会員としての参加であれば決済は不要／個社としての参加

には判断が必要 
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3. 部会活動のイメージについて 

⚫ 「産業間交流の場」における部会のテーマとして、「健康経営の都市モデル構築」「健康関

連データの活用推進」「健康経営の推進」が考えられる。貴組織、もしくは、貴組織の関

連企業として、それぞれの部会活動に対する興味関心や関連性はどの程度あると想定され

るか。 

 

＜部会の想定テーマへの関心＞ 

（a） 「健康経営の都市モデル構築」に関連した関心 

⚫ その街に住むと大きな負担や努力もなく健康になる街づくりの研究（健康経営の都市モデ

ル構築に近い）に興味がある 

 

（b） 「健康関連データの活用促進」に関連した関心 

⚫ 自社のビジネスとして、保険加入者向けの健康増進に資するサービス提供を行っており、

生命保険会社におけるデータ利活用が進展することで、これを高度化できる 

⚫ 健康関連のデータは個人情報の壁が厚いので、ビッグデータ化してサービスを組み立てら

れる企業との連携が必要 

⚫ 疫学研究のようなことをやる必要があり、年間で億単位の予算が必要／単独団体でなし得

るものではなく、大学の下で実施することも可能になるのではないか 

⚫ 次世代医療基盤法の解釈に沿って診断書データなどとの連携、他業種・他領域（フィット

ネス・外食・医療・健康保険組合など）とのデータ連携に期待 

 

（c） 「健康経営の推進」に関連した関心 

⚫ 健康な生活のモデルを実現する複合施設などが伸びており、テナント同士の連携ができる

と良い 

 

＜関心のある健康長寿テーマ＞ 

（a） 想定テーマ外での関心分野 

⚫ 子どもや学生向けの健康教育／健康リテラシーの向上 

⚫ メンタルヘルス／食／運動／リラクゼーションの連携 

⚫ 運動習慣付け／スポーツ実行率の向上（引退後のスポーツ選手の活躍の場創出／地方自治

体への事業提案など） 
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（b） 実証・エビデンス構築に関するテーマ 

⚫ 健康経営効果の評価（人事（労務）、健保組合・医務室、収益などの観点）／健康経営によ

る改善エビデンスの取得／「疾病就業（プレゼンティーズム）」の定量評価方法の統一化 

⚫ 食品・サプリメントの摂取に関するエビデンスの取得（現在の知識が正しいのか、計測機

器メーカーと連携したデータ解析） 

⚫ 健康関連のエビデンス実証方法の確立（臨床試験は非常にコストが高い） 

⚫ 健康関連サービスのコスト・パフォーマンス評価や質の悪いもののジャッジ 

  

（c） 医療・介護に関連するテーマ 

⚫ がんの早期発見に関する研究や最新情報 

⚫ 介護予防・認知機能低下予防／要介護危険度のベンチマーク化 

⚫ 未熟児の出産（産院の指導などに疑問） 

⚫ 禁煙啓発／卒煙（健康被害が大きく、健康経営の観点で課題） 

 

（d） 分野横断的なテーマ 

⚫ 健康サービス・データ分析などの動き、新しい情報の入手 

⚫ 健康サービスの海外展開 

 

9.7 ヘルスケア関連団体の機能検討及び活動計画案の作成 

9.7.1 目的 

健康長寿関連産業における「産業間交流の場」の設定について、ニーズ調査結果を踏まえ、

関連産業団体、企業等を対象とした「報告会」を実施した。 

報告会は以下の趣旨で実施した。 

 

⚫ 健康長寿関連産業の振興に向けた課題 

⚫ 産業間交流の場に期待される役割・機能等を把握 

⚫ 上記を通じた今後の活動への示唆 
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9.7.2 報告会実施概要 

報告会は以下の要領で実施した。 

 

開催日時：2019年 3 月 6日（水）13：00-14：00 

開催場所：株式会社三菱総合研究所 ４階大会議室 D 

主要議事： 

〇本調査の趣旨・概要について 

〇調査結果のご報告 

参加機関：図表 9-16参照 

 

図表 9-16 調査報告会参加機関 

一般社団法人健康食品産業協議会 

一般社団法人生命保険協会 

一般社団法人電子情報技術産業協会 

一般社団法人日本リラクゼーション業協会 

一般社団法人保険医療福祉情報システム工業会 

大塚製薬株式会社 

オムロンヘルスケア株式会社 

株式会社イトーキ 

株式会社 NTTドコモ 

株式会社第一興商 

株式会社三菱ケミカルホールディングス 

株式会社ルネサンス 

キリン株式会社 

KENKO企業会 

公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会 

コニカミノルタ株式会社 

住友生命保険相互会社 

ＳＯＭＰＯヘルスサポート株式会社 

凸版印刷株式会社 

トッパングループ健康保険組合 

日本電信電話株式会社 

三菱地所株式会社 

ロート製薬株式会社 

9.7.3 報告会出席者の意見 

（１） 「多様な産業の交流の場」にかかる意見 

意見１ 

⚫ 多様な業界が交流する場については、各業界の用語法、定義、知識レベルが大きく

異なることが想定される。 

⚫ こうした異業種交流の場では、初期において各業界の知識・常識のすり合わせ、調

整に時間を要する可能性が高い。 

⚫ 産業によって、これまで注視してきた法令が異なる、情報の流通に関しても、個人

情報に関する課題を抱えているのか、景品表示法のような広告的な観点からの情報

流通に課題を抱えているのかなど、業界により異なる部分があると考えられる。 



 

249 

⚫ 「多様な産業の交流の場」にあっては、各業界の知見を持ち寄ることで、こうした

各業界に保有されているリスク情報等をマッピングできる可能性があり、面白みを

感じる。 

意見２ 

⚫ 健康産業は色々な産業分野にまたがっているので全体像が見えにくいと感じてい

る。報告会は得難い機会であり参加した。多様な団体がある中で「多様な産業の交

流の場」では何が得られるのか。例えば単体の団体では出来ないような毎年横断的

な調査などは有益だと感じている。 

 

（２） 参加者負担にかかる意見 

意見１ 

⚫ 団体、企業ともにすでに多くの会費等の支出を伴う業界活動を行っていると考えら

れる。今後、「多様な産業の交流の場」に参画するとした場合、コスト制約の面か

ら既存加入団体からの脱退などを検討する必要もある。 

⚫ 参加可否の判断を行うに際して、具体的な活動内容、参加者のコスト負担などの具

体化を行う必要があると思われる。 

⚫ 負担の明確化を行わずに参加者を募ってしまうと、資金力や支出余力の差が生じる

ことによって後々限界が来るのではないか。 

⚫ 参加者に負担をかけない工夫やそれをメッセージとして発信していくことも多様な

産業の交流の場を作り上げていく際には必要になるのではないか。 

意見２ 

⚫ 中小事業者多いなど、コスト負担力の小さな業界がある。こうした業界の参画を促

すための仕組みを検討していく必要があるのではないか。 

 

（３） テーマ・コンセプトの明確化にかかる意見 

意見１ 

⚫ 過去にも産業の垣根を超えた連携を図る取り組みは行われてきた。その際に得られ

たメリットとして、当該テーマの露出が上がる、社会的認知が高まるということが

挙げられる。 

⚫ ただし、露出が高い状態を長期間持続させることは難しく、本質的なテーマ設定、

ポリシーの明確化を早期に行っておく必要がある。 

意見２ 

⚫ 「多様な産業の交流の場」で何を検討していくのかを明確化したうえで、着実に進

めていくことが必要。 

⚫ そのうえで、これからはデータを広く流通していくべきだと思っている。そういう

中で色々な意見が出るのは非常に良い。 
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意見３ 

⚫ 現在、当団体では業界を問わず、経営者が社員の健康推進を行うことをコミットメ

ントしていることを条件に会費を取らずに企業に入会していただいている。主な活

動は各企業の健康課題を共通テーマに絞り込み、分科会を立ち上げ、その中で共通

の課題をどう解決していくかを検討している。 

⚫ 各分科会において、企画室を作り上げ、会員企業に対して情報提供を行っている。 

⚫ 当団体の活動も「交流の場」ということができると考えるが、営利を目的しないと

いう特徴がある。今回ニーズ把握が行われた「多様な産業の交流の場」では今後の

事業機会の創出等も交流の目的に含まれている点で役割が異なるように感じてい

る。 

⚫ 営利を目的としない活動や会費を取らないことで活動の幅に限界があることも事実

であり「多様な産業の交流の場」がこれを乗り越えていけるようであれば協賛等の

検討の余地があるように思われる。 

 

 

（４） ヘルスケア分野における知見・ノウハウ共有にかかる意見 

意見１ 

⚫ 金融機関として商品を通じた健康づくりへの取り組みを進めている。まだ新しい取

り組みなので様々な団体の知見や経験、知恵を借りながら事業を拡大していきた

い。我々が提供できるものが他分野でどのように使われるのかの情報をもらいつつ

事業を発展させていきたい。 

⚫ これまで健康づくりに直接かかわることが少ない業界の中で仕事をしてきたので、

「多様な産業の交流の場」でノウハウを共有させてもらえる機会が得られることは

ありがたい。 

意見２ 

⚫ 行政においても「健康長寿」に関して主たる所管の厚生労働省だけでなく、経済産

業省、スポーツ庁も関与を強めるようになってきている。 

⚫ 次世代ヘルスケア産業協議会においても、経済産業省のみならず国土交通省（観光

庁）、農林水産省、内閣府（健康医療戦略室）等も参加することで行政機関におい

てもまとまりが出てきていると感じている。 

⚫ 民間については、業種横断の取り組みとして「丸の内ウエルビーイングクラブ（発

起人：三菱地所）などが先行している。 

⚫ 健康づくりに関しては、民間でもすでに業種の枠を超えた取り組みが始まっている

ように思われる。例えば製造業がヘルスケア事業を立ち上げる、製薬会社が予防を

薬剤に限らず、情報提供やデジタルツールを用いて普及させていくといったような

取り組みがみられる。 

⚫ 「健康長寿」を巡る、時代背景が変わってきたと認識している。健康経営は取り組

みを進める企業が増えており、行政機関も制度整備を進めている。 
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⚫ 「健康長寿」に関して、全く経験のない産業、類似業種でも初めて連携したという

例もある。産業の枠組みにとらわれず、手を組んで力を発揮していくための情報交

換を行う場は非常に有益であると感じる。 

 

（５） 活動内容にかかる意見 

意見１ 

⚫ 「多様な産業の交流の場」には一般への啓発活動の面で期待している。特定保健指

導、メンタルヘルス系のサービスを提供しているが、サービス展開にあたって「セ

レクションバイアス」の問題に直面する。 

⚫ サービス購入者の多くが、従来から健康に対する意識の高い層であり、本来保健指

導サービスが必要とされている層には十分に浸透していかない。 

⚫ こうした本来ヘルスケアサービスを必要としている層に対してサービスを提供して

いくための啓発活動を産業間連携の下で進めていけると良いと考える。 

意見２ 

⚫ ヒアリング結果を見ると我々が考えているテーマも多数提示されている。非競争領

域のテーマについては、他社・他産業と知恵を出していきながら考えていきたい。 

意見３ 

⚫ 海外進出については、製造業は海外進出の長い歴史を持つ。一方、サービス産業で

はまだ立ち遅れている部分がある。 

⚫ スポーツ、ヘルスケア、健康の事業を展開している企業と提携して海外進出、特に

アセアン地域への進出ではニーズにマッチしたビジネス展開が可能だと考えられ

る。 

 

 

（６） 「多様な産業の交流の場」構築に向けた意見 

意見１ 

⚫ 例えば、中国において、日本から導入したいサービスノウハウの筆頭に「ヘルスケ

ア」が挙げられている。 

⚫ 中国はヘルスケア関連産業の団体を作ることを目標に「グローバル健康フォーラ

ム」を 2019 年 6月に開催予定であり、日本に対しても参加者を募っている。こう

した動向に対応できる体制を構築していったらよいのではないか。 

⚫ 情報交換には大きなコストは要しないと考えられるため、こうした活動から始めて

いくということも考えられるように思う。 

意見２ 

⚫ 各自の専門分野という蛸壺に陥っている可能性があり、これまで付き合いのなかっ

た業界同士で交流を行うことでこれを打破できるのではないか。 
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⚫ 各業種のやっていることを踏まえ、新たな構想を誰が、どのように発想し、リード

していくのかが課題。 

⚫ 「多様な産業による交流の場」を作り上げていくために、先ず産業を超えた相互認

知のために各業種、企業から、こうした活動に前向きな人材を出してもらい、それ

の人々を中心に新たな発想が生まれていくことを期待する。 

⚫ 一足飛びに場をつくる、団体化するということではなく、各主体から人材を出して

検討会を設け、「多様な産業の交流の場」においてどのような活動が可能であるか

を十分に検討していくことで、活動の目玉になるようなテーマを構築することがで

きるのではないかと考える。 

⚫ 具体的なテーマが明確化すれば、各自がそれぞれの所属元に検討を促し、参加に対

して前向きな姿勢を導くことも可能になるのではないか。 

⚫ こうした、検討・準備のプロセスを踏んだほうが、将来的に有益な集まりになるの

ではないかと考える。 

 

9.8 まとめ 

本調査の結果から、ヘルスケア産業に係る多様な産業の交流の場について、以下の通り整

理を行った。 

 

【多様な産業の交流の場に求められる機能】 

○ 産業界が連携して情報発信できること、また、それによって社会的認知の向上に繋が

るような活動ができること。 

○ 今後のヘルスケア産業の展開に際して重要となるデータの利活用の促進につながる活

動ができること。 

○ 多様な産業の間にある「常識」、「知見」等の差を埋め、相互理解を促進できること。 

○ 産業間連携に基づくヘルスケア分野の商品・サービスにかかる品質保証、規格化、自主

ルール策定等につながる活動ができること。 

 

【多様な産業の交流の場の構築に向けた今後の検討課題】 

○ 各産業の持つ課題、協働して取り組むべき課題の洗い出し（分野毎の知見や保有する

資源の違いを調整し、共通の目標を見出す）。 

○ 上記を通じた交流の場のコンセプトの具体化と参加者のメリット、オブリゲーション

の明確化。 

○ 上記を具体化するための協議のための機会、プロセスの実現。 

 

ヘルスケア分野に関心を寄せる多様な産業の交流の場の確立には、各産業の持つ異なる知

見、目的、今後の展望等についての調整を行いつつ、交流の場において目的とするヘルスケ

ア産業造の明確化等を進めていく必要があると考えられる。 

これは、交流の場の設計コンセプトの具体化、明確化と同義であり、今後は、交流の場の
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確立に向け、計画の具体化に向けた産業間の調整、協働可能性についての実務的な協議プロ

セスが必要となると考えられる。 

このようなプロセスを現実のものとし、かつ、有意義なものとしていくためには協議に参

集するメンバーの主体的な取組姿勢、目的意識が必要となる。そのため、行政機関等から、

一定の独立性を持つ、民間の自主的な意思に基づく交流機会の確保が重要となると思われる。 

こうした検討プロセスを実現していくために、交流の場の設立を準備するための民間ベー

スの自主的な取組としての会議体等の設置が考えられる。既に同種の活動を行っている組織

体を母体とする、あるいは特にネットワーキング力に優れた主体を事務局として協議の場を

整備する等の進め方も検討していく必要があると思われる。 
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10 おわりに 

本事業は経済産業省において実施された健康寿命延伸産業創出推進事業の 5 年目であり、

今年度は健康経営の普及促進に向けた調査等を実施した。 

 

大企業向け健康経営・健康投資の普及促進においては、5年目となる健康経営度調査及び

健康経営銘柄選定の取組みを実施し、過去 4年間で最も多いアンケート回答数 1800社とな

った。 

大企業においては昨年度に比べ 561 社増加しており、これは健康経営優良法人の認定に

よる効果といえるだろう。今後は引き続き健康経営の普及促進に向けて、従業員が健康で

生き生きと働くことで組織の生産性を高めるというプラス側面の効果の提示が必要となっ

てくると考えられる。現状上向きの認知度をさらに高めつつ、健康経営の効果についての

理解促進を図り、健康経営の質の向上につなげていくことが必要である。 

 

中小企業向けの健康経営・健康投資の普及促進においては、健康経営優良法人 2019中小

規模法人部門として 2503 法人が認定された。これは 2018 認定の 775 法人から 3 倍以上の

増加となっている。健康経営優良法人認定制度の説明会にも多数の参加が得られ、地域に

おける健康経営への関心の高さも伺えた。 

今後中小企業においてさらに健康経営を普及させるためには、国の顕彰制度以外に、地

域独自の視点に立った健康経営の取組みを評価する顕彰制度の拡充も必要であろう。本調

査においても、多くの自治体の顕彰制度やインセンティブ等が存在することが確認された

が、今後地域医師会、協会けんぽ、さらに地域版次世代ヘルスケア産業協議会等の各種ス

テークホルダーが連携して健康経営の推進を図り、地域のヘルスケア資源（医療・介護・

ヘルスケアサービス事業者等）を活用しながら課題解決を図る地産地消型健康経営モデル

の確立も需給両面の対応の視点から必要ではないだろうか。 

 

昨年度事業において、広島県－県内自治体の SIBの垂直連携モデル導入（予算化・執行）

支援を行なったが、本年度は大牟田市・美馬市における導入可能性調査を行なった。今後

も継続的に新たなヘルスケア領域における成功事例の積み重ねが必要であり、がん検診や

糖尿病重症化予防、介護予防等と言ったこれまでに実施している領域以外についても、検

討を進めることが重要となってくる。 

 

本事業においては、大企業・中小企業に対する健康経営普及促進に向けた様々な普及推

進活動や調査を実施した。特に地域の中小企業の健康経営優良法人認定数の爆発的な増加

もあり、今後も引き続き地域における健康経営普及に向けた取り組みを進める必要がある

ことを痛感している。健康経営を契機に、ヘルスケア産業の創出・拡大と国民の健康寿命

の延伸、医療費の適正化といった所謂一石三鳥が実現することに期待したい。 

 

以上 
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付録 1 中小企業における健康経営取組事例（健康経営優良法人説明会 報告資料より） 

（1） 熊本 KDSグループ（熊本） 
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（2） タナベ環境工業株式会社（大分） 
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（3） 明大工業株式会社（大分） 
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（8） 株式会社ラブ・ラボ（香川） 
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（9） 曲イ田中酒造株式会社（北海道） 
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